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第１章 事業要旨

本事業は、児童相談所の職員が、虐待による乳幼児頭部外傷事案について有効な安全

確保策を講ずることができるようにサポートすることを目的に、児童相談所における虐

待による頭部外傷（以下、「AHT」という。）のケースの受理・対応状況の実際を把握し

つつ、有効な安全確保策を講ずるために必要な事項やケースワークにおける工夫点等の

ノウハウを収集・分析し、検討して取りまとめたものである。

本事業においては、上記目的のもと、①検討委員会の設置・開催、②作業部会の設置・

開催、③児童相談所へのアンケート調査作業部会の設置・開催、④児童相談所へのヒア

リング調査、⑤成果物の完成・公開といった５つの活動を行った。

児童相談所へのアンケート調査では、成果物の作成に資する情報を得るために、①AHT

ケースの通告・対応状況や、②AHTケースワークについて有効な安全確保策を講ずるた

めに必要な事項やケースワークにおける工夫を把握するために、全国 228所の児童相談

所を対象に実施した。また、児童相談所へのヒアリング調査では、成果物に資する情報

を得るため、AHTケースについて、終結に至るまでの一連の対応（ケースワーク）体制

や具体的なフロー、対応困難場面への対応ノウハウ等を聴取するために、10 所の児童

相談所を対象に調査を実施した。

上記アンケート調査及びヒアリング調査から児童相談所における AHT 事案への対応

を明らかにし報告書に示すとともに、この調査結果を踏まえて、現場のケースワークに

資するよう「虐待による乳幼児頭部外傷事案（AHT）のパターン別・児童相談所におけ

る対応のポイント集」を作成した。
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第２章 事業概要

１ 事業の背景と目的

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について（第 18次報告）」によると、心

中以外の虐待死事例では、「頭部外傷」が 25.4％1（有効割合）と最も多く、子ども虐待

死亡事例の中でも頭部外傷は最多の死因となっている。

虐待による頭部外傷（以下、「AHT」という。なお、本報告書において当該表記の際は、

AHT 疑いも含むものとする。）については、「児童相談所における虐待による乳幼児頭部

外傷事案への対応に関する調査研究」において、令和２年度は全国の児童相談所におけ

る対応の実態を調査し、令和３年度は困難場面への対応の事例集が作成されている。令

和２年度及び令和３年度の先行研究においては、AHTは子どもに重篤な結果をもたらす

ため、児童相談所において AHT ケース受理時に、「子どもの安全確保を最優先した対応

を速やかに行うとともに、子どもが家庭復帰した時に再び同じことが起きることのない

よう、こどもの安全が確保される対策を保護者やかかりつけ医と十分に検討し、確実に

講じなければならない」ことが挙げられている。また、その一方で、児童相談所の職員

が AHT ケースの対応経験を積む機会は少なく、「職員の人事異動」があることから、対

応ノウハウを蓄積できる児童相談所は限定的」であることが指摘されている。

AHT ケースは、児童相談所は受傷状況の確認や虐待か否かの判断が困難な状況下でケ

ースワークを行い、子どもの安全を確保しなければならないが、児童相談所職員が日々

の業務において参照できるよう、AHTケースの対応の工夫等をとりまとめた資料はいま

だ十分にない状況にある。

そこで、本事業では、児童相談所の職員が AHT 事案の通告を受理した際に有効な安全

確保策を講ずることができるようサポートすることを目的に、児童相談所における工夫

点等のノウハウを収集・分析し、検討し取りまとめたうえで、AHTケース対応に関する

基礎知識や子どもの安全を確保するための有効な方策、ケースワークの工夫点が収載さ

れた成果物「虐待による乳幼児頭部外傷事案（AHT）のパターン別・児童相談所におけ

る対応のポイント集」を作成した。

1 第５次から第 17次までの合計。「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」社会保障審議会
児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会 第 18 次報告より

3

２ 事業の内容

本事業においては、①検討委員会の設置・開催、②作業部会の設置・開催、③児童相

談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案における安全確保策に関するアンケート

調査、④ヒアリング調査、⑤虐待による乳幼児頭部外傷事案（AHT）のパターン別・児

童相談所における対応のポイント集の作成といった５つの活動を行った。以下、番号順

に活動を説明する。

① 検討委員会の設置・開催

AHT ケース対応の知見を有する学識経験者及び自治体職員、計６名で構成する検討委

員会を設置し、会議を年４回実施した。

検討委員会では、アンケート調査及びヒアリング調査計画の検討や結果に関する議論、

成果物作成に係る計画の検討や作成した成果物案に関する議論を行った。図図表表１１に検討

委員会の委員名簿を掲載する。

図図表表   11 検検討討委委員員会会委委員員名名簿簿（（敬敬称称略略（（委委員員はは五五十十音音順順））））

＜委員＞

安部 計彦（委員長） 西南学院大学人間科学部社会福祉学科教授

有村 大士 日本社会事業大学福祉援助学科准教授

磯谷 文明 くれたけ法律事務所弁護士

久保 健二 福岡市こども総合相談センター

藥師寺 真 岡山県倉敷児童相談所所長

渡邉 直 千葉中央児童相談所所長

＜オブザーバー＞

厚生労働省 子ども家庭局（家庭福祉課虐待防止対策推進室）

＜事務局＞

有限責任監査法人トーマツ

検討委員会の開催概要を以下に示す。
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図図表表   22 検検討討委委員員会会のの開開催催概概要要

第１回検討委員会

○日程：2022年９月９日 17:00～19:00

○議題：

 開催挨拶（厚生労働省より）

 「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案における安全確

保策に関する調査研究事業」検討委員会委員紹介

 「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案における安全確

保策に関する調査研究事業」事業概要と検討委員会の位置づけについて

 先行研究等でとりまとめられた事項の整理結果について

 今年度事業の成果物の方向性について

 アンケート調査について

第２回検討委員会

○日程：2022年 12 月 17 日 17:00～19:00

○議題：

 アンケート調査結果について

 ヒアリング調査について

第３回検討委員会

○日程：2023年２月７日 16:00～18:00

○議題：

 第１回作業部会での協議内容の報告

 ヒアリング調査の結果について

 成果物の方向性について

第４回検討委員会

○日程：2023年３月 22日 18:00～20:00

○議題：

 成果物の内容について

 報告書の内容について

② 作業部会の設置・開催

AHT ケース対応の知見を有する学識経験者及び自治体職員、計５名で構成する作業部

会を設置し、会議を年２回実施した。

5

作業部会では、成果物の構成や内容の検討、アンケート調査及びヒアリング調査結果

の成果物への反映内容の検討等を実施した。作業部会の委員名簿を図図表表３３に掲載する。

図図表表   33 作作業業部部会会委委員員名名簿簿（（敬敬称称略略（（委委員員はは五五十十音音順順））））

＜委員＞

安部 計彦（委員長） 西南学院大学人間科学部社会福祉学科教授

有村 大士 日本社会事業大学福祉援助学科准教授

久保 健二 福岡市こども総合相談センター

藥師寺 真 岡山県倉敷児童相談所所長

渡邉 直 千葉中央児童相談所所長

＜オブザーバー＞

厚生労働省 子ども家庭局（家庭福祉課虐待防止対策推進室）

＜事務局＞

有限責任監査法人トーマツ

作業部会の開催概要を以下に示す。

図図表表   44 作作業業部部会会のの開開催催概概要要

第１回作業部会

○日程：2023年１月 10日 10:00～12:00

○議題：

 作業部会委員紹介

 AHT ケースワークのパターン再考

 第１軸：調査（保護者の説明等）を中心に議論

 第２軸：リスク判断（けがの原因に関する見立て等）を中心に議論

第２回作業部会

○日程：2023年３月２日 18:00～20:00

○議題：

 ハンドブック（仮称）の構成について

 保護者対応（児童相談所の対応に対する保護者の受け入れ状況等）を中
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図図表表   22 検検討討委委員員会会のの開開催催概概要要

第１回検討委員会

○日程：2022年９月９日 17:00～19:00

○議題：

 開催挨拶（厚生労働省より）

 「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案における安全確

保策に関する調査研究事業」検討委員会委員紹介

 「児童相談所における虐待による乳幼児頭部外傷事案における安全確
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 先行研究等でとりまとめられた事項の整理結果について
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 アンケート調査について

第２回検討委員会
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○議題：
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 ヒアリング調査の結果について

 成果物の方向性について

第４回検討委員会
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○議題：

 成果物の内容について
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② 作業部会の設置・開催

AHT ケース対応の知見を有する学識経験者及び自治体職員、計５名で構成する作業部

会を設置し、会議を年２回実施した。
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作業部会では、成果物の構成や内容の検討、アンケート調査及びヒアリング調査結果

の成果物への反映内容の検討等を実施した。作業部会の委員名簿を図図表表３３に掲載する。

図図表表   33 作作業業部部会会委委員員名名簿簿（（敬敬称称略略（（委委員員はは五五十十音音順順））））

＜委員＞

安部 計彦（委員長） 西南学院大学人間科学部社会福祉学科教授

有村 大士 日本社会事業大学福祉援助学科准教授

久保 健二 福岡市こども総合相談センター

藥師寺 真 岡山県倉敷児童相談所所長

渡邉 直 千葉中央児童相談所所長

＜オブザーバー＞

厚生労働省 子ども家庭局（家庭福祉課虐待防止対策推進室）

＜事務局＞

有限責任監査法人トーマツ

作業部会の開催概要を以下に示す。

図図表表   44 作作業業部部会会のの開開催催概概要要

第１回作業部会

○日程：2023年１月 10日 10:00～12:00
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 作業部会委員紹介
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 第２軸：リスク判断（けがの原因に関する見立て等）を中心に議論

第２回作業部会

○日程：2023年３月２日 18:00～20:00

○議題：

 ハンドブック（仮称）の構成について

 保護者対応（児童相談所の対応に対する保護者の受け入れ状況等）を中
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心に議論

 ハンドブック（仮称）に入れ込むべき内容

 成果物完成に向けての確認

③ 児童相談所へのアンケート調査

成果物の作成に資する情報を得るために、①AHT ケースの通告・対応状況や、②AHTケ

ースについて有効な安全確保策を講ずるために必要な事項やケースワークにおける工

夫点等を把握した。

詳細については、「「第第３３章章 アアンンケケーートト調調査査のの実実施施・・調調査査結結果果のの分分析析」」を参照された

い。

④ 児童相談所へのヒアリング調査

成果物に資する情報を得るため、AHTケースについて、終結に至るまでの一連の対応

（ケースワーク）、児童相談所の体制や具体的な業務のフロー、困難場面への対応のノ

ウハウ等を聴取した。

詳細については、「「第第４４章章 ヒヒアアリリンンググ調調査査のの実実施施・・調調査査結結果果のの分分析析」」を参照された

い。

⑤ 成果物の作成

アンケート調査及びヒアリング調査結果を踏まえて、成果物の案を作成し、作業部会

での内容検討、検討委員会での最終協議を経て、最終化し、公開した。

完成した成果物は、別別添添「「虐虐待待にによよるる乳乳幼幼児児頭頭部部外外傷傷事事案案（（AAHHTT））ののパパタターーンン別別・・児児

童童相相談談所所ににおおけけるる対対応応ののポポイインントト集集」」を参照されたい。
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第３章 アンケート調査の実施と調査結果の分析

１ 目的

成果物の作成に資する情報を得るために、①AHT ケースの通告・対応状況や、②AHTケ

ースについて有効な安全確保策を講ずるために必要な事項やケースワークにおける工

夫点を把握することを目的としてアンケート調査を実施した。

２ 調査概要

(1) 調査の対象

アンケート調査は、全国 228 所の児童相談所を対象に悉皆調査として実施した。回答

数（回収率）は、177 件（77.6%）であった。

(2) 調査の時期

調査実施時期は、2022 年 10 月 14 日（金）～2022 年 11 月４日（金）である。

(3) 調査の方法

調査の実施方法は、メールによるアンケート調査を実施した。具体的には、厚生労働

省担当課から調査対象者に対して、調査票（電子媒体）を電子メールに添付して送付し、

調査票ファイルを受け取った担当者に、調査への回答と回答入力済の調査票ファイルを

電子メールに添付して当法人宛（本事業アンケート調査専用メールアドレス）に提出（送

付）することを求めた。

(4)   調査項目

調査項目を、以下に示す。

図図表表  55 調調査査項項目目

項目カテゴリー 質問内容

１．施設の基本情報 児童相談所の基本情報についての設問

（質問１）児童相談所名、設置自治体

担当者の名前、連絡先、管内人口、管内児童人口
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童童相相談談所所ににおおけけるる対対応応ののポポイインントト集集」」を参照されたい。
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数（回収率）は、177 件（77.6%）であった。
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項目カテゴリー 質問内容

２．AHTケース対応

実績

AHT ケースの対応実績に関する設問

（質問２）受理ケースの有無

（質問３）受理件数

（質問４）年齢別の受理件数

（質問５）児童相談所の調査による見立て別の件数

（質問６）一時保護（委託含む）実施件数

（質問７）援助の種類別の件数

（質問８）終結ケースの有無

（質問９）終結件数

（質問 10）児童相談所の対応体制

３．AHTケースワー

クの詳細

AHT ケースのケースワークに関する設問

（質問 11）内容を回答可能なケースの有無

（質問 12）AHT ケースの内容詳細 附問(1)-(25)

 (1)ケースの現在の状況

 (2)受傷原因の見立て・保護者の姿勢

 (3)通告受理から終結までの期間

 (4)一時保護又は３号措置を行った場合の期間

 (5)通告元について

 (6)通告受理以前の、家庭に関する情報の有無

 (7)通告受理以前の、児童相談所と保護者のかかわりの有

無

 (8)通告受理以前の、関係機関と保護者のかかわりの有無

 (9)指導等の支援の対象となる子どもと同居する保護者

 (10)通告受理以前の、子育てに協力している親族の有無

 (11)支援フェーズごとの子どもの年齢

(13)後遺症の有無

(14)ケースへの対応

(15)ケースにおいて実施した支援

(16)親子面会交流の実施の有無

(17)親子面会交流の実施頻度

(18)終結時の状況

(19)終結後の再受傷の有無

(20)下記場面ごとの対応における留意点・内容・変化

(a)通告受理後から援助方針決定まで（告知場面）

(b)通告受理後から援助方針決定まで（一時保護決定局面）
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項目カテゴリー 質問内容

(c)通告受理後から援助方針決定まで（家庭復帰決定局面）

(d)施設入所先から保護者の元への家庭復帰まで

(e)家庭復帰から終結まで

(f)終結の決定局面

(21)市区町村の支援体制

(22)終結の判断理由

(23)支援時に行った工夫

(24)家族の抱える課題

(25)今思えばこう対応しても良かったと思うこと

４．その他 上記以外の設問

（質問 13）成果物に収載してほしい事項

（質問 14）ヒアリング調査への協力の可否

(5) 調査対象とした AHT ケース

アンケート調査で対象とする AHTケースについては、虐待による乳幼児頭部外傷のこ

とを AHT、乳幼児揺さぶられ症候群のことを SBSと記載することを調査票に示した上で、

下記の説明をした。

図図表表  66 本本調調査査ににおおけけるる AAHHTT ケケーーススのの調調査査対対象象（（調調査査票票よよりり抜抜粋粋））

「AHT ケース」という場合、以下のいずれかを含むケースを指します。

（１） AHT 又は SBS として貴児童相談所で取り扱ったケース

（２） AHT 又は SBS であることが明確として貴児童相談所で取り扱ったケース

（３） 頭蓋内損傷、頭蓋骨骨折の一方、または両方があったケース（虐待によるもの

ではないと明確に判断したケースは除く）

なお、いずれの場合も当該ケースが再通告であったかどうかを問いません。

３ 結果

アンケート調査の結果を、調査項目カテゴリーごとに説明する。なお、各図表の構成

割合の数値は、小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100％とな

らない場合がある。
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項目カテゴリー 質問内容
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項目カテゴリー 質問内容
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(1) 施設の基本情報

1） 児童相談所が管轄する地域の人口

アンケート調査に回答があった児童相談所の管轄する地域の人口については、以下

の結果となった。

図図表表   77 管管轄轄すするる地地域域のの人人口口

2） 児童相談所が管轄する地域の人口

アンケート調査に回答があった児童相談所の管轄する地域の児童人口については、以

下の結果となった。

図図表表   88 管管轄轄すするる地地域域のの児児童童人人口口

総⼈⼝ 回答数 割合
20万⼈未満 27 15.3%
20万⼈以上〜40万⼈未満 43 24.3%
40万⼈以上〜60万⼈未満 27 15.3%
60万⼈以上〜80万⼈未満 40 22.6%
80万⼈以上〜100万⼈未満 20 11.3%
100万⼈以上〜120万⼈未満 9 5.1%
120万⼈以上〜140万⼈未満 3 1.7%
140万⼈以上 6 3.4%
無回答 2 1.1%
合計 177 100.0%

児童の⼈⼝ 回答数 割合
5万⼈未満 63 35.6%
5万⼈以上〜10万⼈未満 42 23.7%
10万⼈以上〜15万⼈未満 48 27.1%
15万⼈以上〜20万⼈未満 13 7.3%
20万⼈以上〜25万⼈未満 5 2.8%
25万⼈以上〜30万⼈未満 1 0.6%
30万⼈以上〜35万⼈未満 0 0.0%
35万⼈以上 2 1.1%
無回答 3 1.7%
合計 177 100.0%

11

(2) AHT（疑い）ケース対応実績に関する設問

1） AHT ケースの受理件数

令和元年度に AHTケースを受理したか尋ねたところ、下記に示す結果となった。

回答のあった児童相談所のうち、97 件（54.8％）が令和３年度に AHTケースを受理

していた。

図図表表   99 児児童童相相談談所所のの AAHHTT ケケーースス受受理理のの有有無無

AHT ケースの令和３年度の受理件数別児童相談所数は下記の通りである。

「１件」の児童相談所が 43 件（44.3%）と最も多く、「２件」が 19 件（19.6%）、「３

件」が 14 件（14.4%）と続いた。

図図表表   1100 AAHHTT ケケーースス受受理理件件数数

上記図表 10で回答された AHTケースの受理件数の合計は、233 件であった。

2） 年齢別の受理件数

令和３年度に受理した AHTケースの年齢別の件数は、以下の通りである。

「０歳」が 172 件（73.8%）と最も多く、「１歳」が 27 件（11.6%）、「４歳」が 11件

（4.7%）と続いた。

AHT（疑い）ケースの受理有無 回答数 割合
1.あり 97 54.8%
2.なし 79 44.6%
無回答 1 0.6%
合計 177 100.0%

AHT（疑い）ケースの受理件数 回答数 割合
1件 43 44.3%
2件 19 19.6%
3件 14 14.4%
4件 10 10.3%
5件以上 11 11.3%
無回答 0 0.0%
合計 97 100.0%
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図図表表   1111 年年齢齢別別のの受受理理件件数数

０歳の場合、AHT ケースの月齢別の件数は、以下の通りである。

「１か月」が 27 件（15.7%）と最も多く、「２ヶ月」が 24 件（14.0%）、「４か月」が

21 件（12.2%）と続いた。

図図表表   1122 月月齢齢別別のの受受理理件件数数

3） 児童相談所の調査による見立て別の件数

児童相談所の調査による見立て別の AHT ケースの受理件数については以下の通りで

ある。

「保護者から、頭部の受傷状況についての合理的な説明がされており、乳幼児頭部外

傷の原因を安全への配慮の怠りによると判断したもの」が 101件（43.3%）と最も多く、

「保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、受傷原因や経緯

が不明」なものが 34 件（14.6%）、「保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明

がされており、乳幼児頭部外傷の原因は加害（行為）による可能性が高いと判断したも

の」と「保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭

年齢別の受理件数 件数 割合
0歳 172 73.8%
1歳 27 11.6%
2歳 9 3.9%
3歳 6 2.6%
4歳 11 4.7%
5歳以上 8 3.4%
無回答 0 0.0%
合計 233 100.0%

⽉齢別の内訳（０歳の場合） 件数 割合
1か⽉未満 9 5.2%
1か⽉ 27 15.7%
2か⽉ 24 14.0%
3か⽉ 18 10.5%
4か⽉ 21 12.2%
5か⽉ 10 5.8%
6か⽉ 8 4.7%
7か⽉ 15 8.7%
8か⽉ 15 8.7%
9か⽉ 10 5.8%
10か⽉ 10 5.8%
11か⽉ 5 2.9%
無回答 0 0.0%
合計 172 100.0%

13

部外傷の原因は安全への配慮の怠りによる可能性が高いと判断したもの」が 32 件

（13.7%）と続いた。

図図表表   1133 児児童童相相談談所所のの調調査査にによよるる見見立立てて別別件件数数

4） 一時保護実施件数

令和３年度に受理した AHT ケースのうち委託を含む一時保護を実施した件数は以下

の通りである。

図図表表   1144 一一時時保保護護（（委委託託含含むむ））実実施施件件数数

上記図表 14で回答された、一時保護実施件数の合計は、120件であった。

また、一時保護実施件数の年齢別の内訳は、以下の通りである。

「０歳」が 92 件（76.7%）、「１歳」が 10 件（8.3%）、「４歳」が 7 件（5.8%）と続い

た。

児童相談所の調査による⾒⽴て 件数 割合
保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされており、乳幼児頭部外傷の原因
を加害（⾏為）によると判断したもの

32 13.7%

保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされており、乳幼児頭部外傷の原因
を安全への配慮の怠りによると判断したもの

101 43.3%

保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭部外傷の原
因は加害（⾏為）による可能性が⾼いと判断したもの

29 12.4%

保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭部外傷の原
因は安全への配慮の怠りによる可能性が⾼いと判断したもの 32 13.7%

保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、受傷原因や経緯が不
明 34 14.6%

無回答 5 2.1%

合計 233 100.0%

⼀時保護（委託含む）実施件数 回答数 割合
0件 30 30.9%
1件 36 37.1%
2件 19 19.6%
3件 4 4.1%
4件 6 6.2%
5件以上 2 2.1%
無回答 0 0.0%
合計 97 100.0%
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5件以上 2 2.1%
無回答 0 0.0%
合計 97 100.0%
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図図表表   1155 年年齢齢別別のの一一時時保保護護実実施施件件数数

０歳の場合、AHTケースの月齢別の一時保護実施件数は、以下の通りである。

「４か月」が 13件（14.1%）と最も多く、「１か月」と「２か月」が 12 件（13％）と

続いた。

図図表表   1166 月月齢齢別別のの一一時時保保護護実実施施件件数数

一時保護の同意有無別の件数は、下記の通りである。

「同意による一時保護」が 54 件（23.2%）、「職権による一時保護」が 68件(29.2%)で

あった。（割合は、AHT ケースの受理件数合計を母数として算出したものである。）

図図表表   1177 一一時時保保護護のの同同意意有有無無別別のの件件数数

年齢別の⼀時保護実施件数 件数 割合
0歳 92 76.7%
1歳 10 8.3%
2歳 4 3.3%
3歳 5 4.2%
4歳 7 5.8%
5歳以上 2 1.7%
無回答 0 0.0%
合計 120 100.0%

⽉齢別の内訳（０歳の場合） 件数 割合
0か⽉未満 6 6.5%
1か⽉ 12 13.0%
2か⽉ 12 13.0%
3か⽉ 9 9.8%
4か⽉ 13 14.1%
5か⽉ 3 3.3%
6か⽉ 6 6.5%
7か⽉ 9 9.8%
8か⽉ 9 9.8%
9か⽉ 2 2.2%
10か⽉ 6 6.5%
11か⽉ 5 5.4%
無回答 0 0.0%
合計 92 100.0%

⼀時保護の同意有無 件数 割合
同意による⼀時保護 54 23.2%
職権による⼀時保護 68 29.2%
無回答 111 47.6%
合計 233 100.0%

15

同意による一時保護日数別の件数は、下記の通りである。

「２か月超」が 20 件（37.0%）と最も多く、「１か月超～２か月以内」が 14 件（25.9%）、

「２週間～１か月以内」が 11件（20.4%）と続いた。

図図表表   1188 同同意意にによよるる一一時時保保護護のの日日数数別別内内数数

職権による一時保護日数別の件数は、下記の通りである。

「１か月超～２か月以内」が 23 件（33.8%）と最も多く、「２か月超」が 22 件（32.4%）、

「２週間～１か月以内」が 17件（25.0%）と続いた。

図図表表  1199 職職権権にによよるる一一時時保保護護のの日日数数別別内内数数

5） 援助別件数

令和３年度に受理した AHT ケースの援助別の実件数（複数回答可）は以下の通りで

ある。

「措置によらない指導（継続指導）」が 67件（28.8%）と最も多く、「措置によらない

指導（助言指導）」が52件（22.3%）、「措置による指導（児童福祉司指導）」が 47件（20.2%）、

「措置入所又は措置による里親委託（保護者同意あり）」が 45 件（19.3%）と続いた。

同意による⼀時保護⽇数 件数 割合
2週間以内 9 16.7%
2週間~1か⽉以内 11 20.4%
1か⽉超〜2か⽉以内 14 25.9%
2か⽉超 20 37.0%
無回答 0 0.0%
合計 54 100.0%

職権による⼀時保護⽇数 件数 割合
2週間以内 6 8.8%
2週間~1か⽉以内 17 25.0%
1か⽉超〜2か⽉以内 23 33.8%
2か⽉超 22 32.4%
無回答 0 0.0%
合計 68 100.0%
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「２週間～１か月以内」が 11件（20.4%）と続いた。

図図表表   1188 同同意意にによよるる一一時時保保護護のの日日数数別別内内数数

職権による一時保護日数別の件数は、下記の通りである。

「１か月超～２か月以内」が 23 件（33.8%）と最も多く、「２か月超」が 22 件（32.4%）、

「２週間～１か月以内」が 17件（25.0%）と続いた。

図図表表  1199 職職権権にによよるる一一時時保保護護のの日日数数別別内内数数

5） 援助別件数

令和３年度に受理した AHT ケースの援助別の実件数（複数回答可）は以下の通りで

ある。

「措置によらない指導（継続指導）」が 67件（28.8%）と最も多く、「措置によらない

指導（助言指導）」が52件（22.3%）、「措置による指導（児童福祉司指導）」が 47件（20.2%）、

「措置入所又は措置による里親委託（保護者同意あり）」が 45 件（19.3%）と続いた。

同意による⼀時保護⽇数 件数 割合
2週間以内 9 16.7%
2週間~1か⽉以内 11 20.4%
1か⽉超〜2か⽉以内 14 25.9%
2か⽉超 20 37.0%
無回答 0 0.0%
合計 54 100.0%

職権による⼀時保護⽇数 件数 割合
2週間以内 6 8.8%
2週間~1か⽉以内 17 25.0%
1か⽉超〜2か⽉以内 23 33.8%
2か⽉超 22 32.4%
無回答 0 0.0%
合計 68 100.0%
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図図表表   2200 援援助助別別実実件件数数

また、上記のうち、令和３年度に受理し現在終結している AHTケースの援助別の実件

数（複数回答可）は以下の通りである。

「措置によらない指導（助言指導）」が 46件（35.7%）と最も多く、「措置によらない

指導（継続指導）」が42件（32.6%）、「措置による指導（児童福祉司指導）」が 25件（19.4%）、

「措置入所又は措置による里親委託（保護者同意あり）」が６件（4.7%）と続いた。

図図表表   2211 援援助助別別実実件件数数（（ううちち終終結結ししてていいるるケケーースス））

  令和３年度に受理した AHT ケースの援助別の延べ件数（複数回答可）は以下の通り

である。

援助別実件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  45 19.3%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 52 22.3%
措置によらない指導（継続指導） 67 28.8%
措置によらない指導（他機関あっせん） 1 0.4%
措置によらない指導（市町村送致） 2 0.9%
措置による指導（児童福祉司指導） 47 20.2%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 3 1.3%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 3 1.3%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.4%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 10 4.3%
無回答 4 1.7%
AHTケースの受理件数合計 233 −

終結ケース実件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  6 4.7%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 46 35.7%
措置によらない指導（継続指導） 42 32.6%
措置によらない指導（他機関あっせん） 1 0.8%
措置によらない指導（市町村送致） 2 1.6%
措置による指導（児童福祉司指導） 25 19.4%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 2 1.6%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 1 0.8%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.8%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 3 2.3%
無回答 35 27.1%
終結ケースの実件数合計 129 −
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「措置によらない指導（継続指導）」が 71件（29.5%）と最も多く、「措置によらない

指導（助言指導）」が 65 件（27.0%）、「措置入所又は措置による里親委託（保護者同

意あり）」と「措置による指導（児童福祉司指導）」が 43 件（17.8%）と続いた。

図図表表   2222 援援助助別別延延べべ件件数数（（複複数数回回答答可可））

また、上記のうち、令和３年度に受理し現在終結している AHTケースの援助別の延べ

件数（複数回答可）は以下の通りである。「措置によらない指導（助言指導）」が 56 件

（41.2%）と最も多く、「措置によらない指導（継続指導）」が 45 件（33.1%）、「措置に

よる指導（児童福祉司指導）」が 20件（14.7%）、「措置入所又は措置による里親委託（保

護者同意あり）」が６件（4.4%）と続いた。

援助別延べ件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  43 17.8%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 65 27.0%
措置によらない指導（継続指導） 71 29.5%
措置によらない指導（他機関あっせん） 2 0.8%
措置によらない指導（市町村送致） 2 0.8%
措置による指導（児童福祉司指導） 43 17.8%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 2 0.8%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 3 1.2%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.4%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 9 3.7%
無回答 9 3.7%
延べ数合計 241 −
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図図表表   2200 援援助助別別実実件件数数
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「措置入所又は措置による里親委託（保護者同意あり）」が６件（4.7%）と続いた。

図図表表   2211 援援助助別別実実件件数数（（ううちち終終結結ししてていいるるケケーースス））

  令和３年度に受理した AHT ケースの援助別の延べ件数（複数回答可）は以下の通り

である。

援助別実件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  45 19.3%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 52 22.3%
措置によらない指導（継続指導） 67 28.8%
措置によらない指導（他機関あっせん） 1 0.4%
措置によらない指導（市町村送致） 2 0.9%
措置による指導（児童福祉司指導） 47 20.2%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 3 1.3%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 3 1.3%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.4%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 10 4.3%
無回答 4 1.7%
AHTケースの受理件数合計 233 −

終結ケース実件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  6 4.7%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 46 35.7%
措置によらない指導（継続指導） 42 32.6%
措置によらない指導（他機関あっせん） 1 0.8%
措置によらない指導（市町村送致） 2 1.6%
措置による指導（児童福祉司指導） 25 19.4%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 2 1.6%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 1 0.8%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.8%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 3 2.3%
無回答 35 27.1%
終結ケースの実件数合計 129 −
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「措置によらない指導（継続指導）」が 71件（29.5%）と最も多く、「措置によらない

指導（助言指導）」が 65 件（27.0%）、「措置入所又は措置による里親委託（保護者同

意あり）」と「措置による指導（児童福祉司指導）」が 43 件（17.8%）と続いた。

図図表表   2222 援援助助別別延延べべ件件数数（（複複数数回回答答可可））

また、上記のうち、令和３年度に受理し現在終結している AHTケースの援助別の延べ

件数（複数回答可）は以下の通りである。「措置によらない指導（助言指導）」が 56 件

（41.2%）と最も多く、「措置によらない指導（継続指導）」が 45 件（33.1%）、「措置に

よる指導（児童福祉司指導）」が 20件（14.7%）、「措置入所又は措置による里親委託（保

護者同意あり）」が６件（4.4%）と続いた。

援助別延べ件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  43 17.8%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 65 27.0%
措置によらない指導（継続指導） 71 29.5%
措置によらない指導（他機関あっせん） 2 0.8%
措置によらない指導（市町村送致） 2 0.8%
措置による指導（児童福祉司指導） 43 17.8%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 2 0.8%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 3 1.2%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.4%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 9 3.7%
無回答 9 3.7%
延べ数合計 241 −
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図図表表   2233 援援助助別別延延べべ件件数数（（終終結結ケケーースス））

6） AHT の終結ケース

令和３年 10 月１日から令和４年９月 30 日までに終結した AHT ケースの有無を尋ね

たところ、下記に示す結果となった。

回答のあった児童相談所のうち、70 件（39.5％）が当該期間に AHTケースを終結し

ていた。

図図表表   2244 終終結結ケケーーススのの有有無無

令和３年 10 月１日から令和４年９月 30 日までに終結した AHT ケースの件数は以下

の通りである。

「１件」が 39 件（55.7%）と最も多く、「２件」が 16件（22.9%）、「３件」が９件（12.9%）

と続いた。

終結ケース延べ件数 件数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり）  6 4.4%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 0 0.0%
措置によらない指導（助⾔指導） 56 41.2%
措置によらない指導（継続指導） 45 33.1%
措置によらない指導（他機関あっせん） 2 1.5%
措置によらない指導（市町村送致） 2 1.5%
措置による指導（児童福祉司指導） 20 14.7%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 1 0.7%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 1 0.7%
措置による指導（その他の措置による指導） 1 0.7%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 2 1.5%
無回答 42 30.9%
終結ケースの延べ数合計 136 −

令和３年10⽉１⽇から令和４年9⽉30⽇の間に終結したケースの有無 回答数 割合
1.あり 70 39.5%
2.なし 106 59.9%
無回答 1 0.6%
合計 177 100.0%
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図図表表   2255 終終結結ししたた件件数数

以上の表から、終結件数の合計は、127件である。

7） 年齢別の終結件数

令和３年 10 月１日から令和４年９月 30 日までに終結した AHT ケースの年齢別の件

数は以下の通りである。

「０歳」が 56件（44.1%）と最も多く、「１歳」が 46件（36.2%）、「２歳」が 8 件（6.3%）

と続いた。

図図表表   2266 年年齢齢別別のの終終結結件件数数

０歳の場合、終結した AHTケースの月齢別の件数は、以下の通りである。

「５か月」が８件（14.3%）と最も多く、「７ヶ月」と「９か月」が７件（12.5%）と続

いた。

終結した件数 回答数 割合
1件 39 55.7%
2件 16 22.9%
3件 9 12.9%
4件 4 5.7%
5件以上 2 2.9%
無回答 0 0.0%
合計 70 100.0%

年齢別の終結件数 件数 割合
0歳 56 44.1%
1歳 46 36.2%
2歳 8 6.3%
3歳 5 3.9%
4歳 5 3.9%
5歳以上 7 5.5%
無回答 0 0.0%
合計 127 100.0%
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図図表表   2233 援援助助別別延延べべ件件数数（（終終結結ケケーースス））
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図図表表   2255 終終結結ししたた件件数数
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図図表表   2277 月月齢齢別別のの終終結結件件数数

8） 終結に至るまでの期間別件数

令和３年 10 月１日から令和４年９月 30 日までに終結した AHT ケースの期間別の件

数は以下の通りである。

「１年未満」が 108件（85.0%）と最も多く、「１年以上２年未満」が 13 件（10.2%）、

「２年以上３年未満」と「３年以上４年未満」と「５年以上」が２件（1.6%）と続いた。

図図表表   2288 期期間間別別のの終終結結件件数数

9） 終結ケースの一時保護実施

令和３年 10月１日から令和４年９月 30日までに終結し、一時保護を実施した AHTケ

ースの件数は以下の通りである。

⽉齢別の内訳 件数 割合
0か⽉未満 1 1.8%
1か⽉ 5 8.9%
2か⽉ 5 8.9%
3か⽉ 3 5.4%
4か⽉ 3 5.4%
5か⽉ 8 14.3%
6か⽉ 1 1.8%
7か⽉ 7 12.5%
8か⽉ 6 10.7%
9か⽉ 7 12.5%
10か⽉ 4 7.1%
11か⽉ 6 10.7%
無回答 0 0.0%
合計 56 100.0%

終結に⾄るまでの期間別の内訳 件数 割合
1年未満 108 85.0%
1年以上2年未満 13 10.2%
2年以上3年未満 2 1.6%
3年以上4年未満 2 1.6%
4年以上5年未満 0 0.0%
5年以上 2 1.6%
不明 0 0.0%
その他 0 0.0%
無回答 0 0.0%
合計 127 100.0%
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図図表表   2299 一一時時保保護護（（委委託託含含むむ））実実施施件件数数（（終終結結ケケーースス））

上記図表 29で回答された、一時保護実施件数の合計は、50 件であった。

また、終結ケースの一時保護実施件数の入所先の内訳は、以下の通りである。

「乳児院への入所」が 18 件（36.0%）、「その他施設への入所」が 16件（32.0%）であ

った。

図図表表   3300 入入所所先先別別のの一一時時保保護護実実施施件件数数

終結ケースの一時保護実施件数の終結時の状況別の内訳は、以下の通りである。

「保護者のみのいる家庭に返した」が 31 件（62.0%）、「保護者以外の者（親族など）

との同居を伴う保護者のいる家庭に返した」が９件（18.0%）、「市区町村が行う支援に

移行したケース」が４件（8.0%）と続いた。

⼀時保護
（委託を含
む）を実施
したケース

⼀時保護
（委託を含
む）を実施
しなかった
ケース

⼀時保護
（委託を含
む）を実施
したケース

⼀時保護
（委託を含
む）を実施
しなかった
ケース

0件 29 25 41.4% 35.7%
1件 28 28 40.0% 40.0%
2件 11 8 15.7% 11.4%
3件 0 2 0.0% 2.9%
4件 0 3 0.0% 4.3%
5件以上 0 2 0.0% 2.9%
無回答 2 2 2.9% 2.9%
合計 70 70 100.0% 100.0%

⼀時保護（委託を含む）実施ケースの内訳 件数 割合
乳児院への⼊所 18 36.0%
児童養護施設への⼊所 0 0.0%
⾥親・ファミリーホームへの委託 0 0.0%
その他施設への⼊所 16 32.0%
無回答 16 32.0%
合計 50 100.0%
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図図表表   2277 月月齢齢別別のの終終結結件件数数
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「２年以上３年未満」と「３年以上４年未満」と「５年以上」が２件（1.6%）と続いた。

図図表表   2288 期期間間別別のの終終結結件件数数
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ースの件数は以下の通りである。
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11か⽉ 6 10.7%
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終結に⾄るまでの期間別の内訳 件数 割合
1年未満 108 85.0%
1年以上2年未満 13 10.2%
2年以上3年未満 2 1.6%
3年以上4年未満 2 1.6%
4年以上5年未満 0 0.0%
5年以上 2 1.6%
不明 0 0.0%
その他 0 0.0%
無回答 0 0.0%
合計 127 100.0%
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図図表表  3311 一一時時保保護護実実施施ケケーーススのの終終結結時時のの状状況況別別内内数数

終結ケースの一時保護未実施ケースの終結時の状況別の内訳は、以下の通りである。

「保護者のみのいる家庭に返した」のが 46件（61.3%）、「市区町村が行う支援に移行

したケース」が 14 件（18.7%）、「死亡」が５件（6.7%）であった。

図図表表   3322 一一時時保保護護未未実実施施ケケーーススのの終終結結時時のの状状況況別別内内数数

10） 家庭復帰時の年齢別件数

令和３年 10月１日から令和４年９月 30日までに終結した AHTケースのうち、家庭復

帰時の年齢別件数は以下の通りである。

「０歳」が 68件（53.5%）と最も多く、「１歳」が 19件（15.0%）、「４歳」が６件（4.7%）

と続いた。

⼀時保護（委託を含む）実施ケースの終結時の状況 件数 割合
保護者のみのいる家庭に返した 31 62.0%
保護者以外の者（親族など）との同居を伴う保護者のいる家庭に返した（注） 9 18.0%
保護者以外の者（親族など）に引き取らせた 2 4.0%
転居等による移管 2 4.0%
死亡 1 2.0%
不明 0 0.0%
その他 1 2.0%
市区町村が⾏う⽀援に移⾏したケース 4 8.0%
無回答 0 0.0%
合計 50 100.0%

⼀時保護（委託を含む）未実施ケースの終結時の状況 件数 割合
保護者のみのいる家庭に返した 46 61.3%
保護者以外の者（親族など）との同居を伴う保護者のいる家庭に返した 0 0.0%
保護者以外の者（親族など）に引き取らせた 0 0.0%
転居等による移管 1 1.3%
死亡 5 6.7%
不明 0 0.0%
その他 2 2.7%
市区町村が⾏う⽀援に移⾏したケース 14 18.7%
無回答 7 9.3%
合計 75 100.0%
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図図表表   3333 家家庭庭復復帰帰時時のの年年齢齢別別件件数数

０歳のうち、月齢別の件数は以下の通りである。「４か月」が 11件（16.2%）と最も多

く、「10 か月」が 9 件（13.2%）「７か月」が７件（10.3%）と続いた。

図図表表  3344 家家庭庭復復帰帰時時のの月月齢齢別別件件数数

11） 児童相談所の対応体制について

児童相談所の対応体制については以下の通りである。「AHT（SBS含む）に特に言及し

た児童虐待対応マニュアルを整備している」のが 11 件（6.2%）、「AHT（SBS含む）に特

に言及した所内の勉強会やワークショップなどを開催している」のが 34 件（19.2%）、

「AHT（SBS 含む）事案を受理した時にその内容を積極的に共有し、知見を蓄積してい

る」のが 75件（42.4%）、「AHT（SBS 含む）に関する判決や論文を関係学会の冊子や論文

検索サイトによる確認など、最新の知見を参照するよう薦めている」のが 35件（19.8%）、

「セカンドオピニオンを実施できる体制がある（依頼できる医療機関が地域にある）」

家庭復帰時の場合の⼦供の年齢 件数 割合
0歳 68 53.5%
1歳 19 15.0%
2歳 5 3.9%
3歳 3 2.4%
4歳 6 4.7%
5歳以上 3 2.4%
家庭復帰（保護者以外の者（親族など）の引き取りを含む）に⾄らなかったケース 5 3.9%
無回答 18 14.2%
合計 127 100.0%

⽉齢別の内訳（0歳の場合） 回答数 割合
0か⽉未満 3 4.4%
1か⽉ 4 5.9%
2か⽉ 6 8.8%
3か⽉ 6 8.8%
4か⽉ 11 16.2%
5か⽉ 6 8.8%
6か⽉ 2 2.9%
7か⽉ 7 10.3%
8か⽉ 6 8.8%
9か⽉ 6 8.8%
10か⽉ 9 13.2%
11か⽉ 2 2.9%
無回答 0 0.0%
合計 68 100.0%
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図図表表  3311 一一時時保保護護実実施施ケケーーススのの終終結結時時のの状状況況別別内内数数
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帰時の年齢別件数は以下の通りである。

「０歳」が 68件（53.5%）と最も多く、「１歳」が 19件（15.0%）、「４歳」が６件（4.7%）

と続いた。

⼀時保護（委託を含む）実施ケースの終結時の状況 件数 割合
保護者のみのいる家庭に返した 31 62.0%
保護者以外の者（親族など）との同居を伴う保護者のいる家庭に返した（注） 9 18.0%
保護者以外の者（親族など）に引き取らせた 2 4.0%
転居等による移管 2 4.0%
死亡 1 2.0%
不明 0 0.0%
その他 1 2.0%
市区町村が⾏う⽀援に移⾏したケース 4 8.0%
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23

図図表表   3333 家家庭庭復復帰帰時時のの年年齢齢別別件件数数

０歳のうち、月齢別の件数は以下の通りである。「４か月」が 11件（16.2%）と最も多

く、「10 か月」が 9 件（13.2%）「７か月」が７件（10.3%）と続いた。

図図表表  3344 家家庭庭復復帰帰時時のの月月齢齢別別件件数数

11） 児童相談所の対応体制について

児童相談所の対応体制については以下の通りである。「AHT（SBS含む）に特に言及し

た児童虐待対応マニュアルを整備している」のが 11 件（6.2%）、「AHT（SBS含む）に特

に言及した所内の勉強会やワークショップなどを開催している」のが 34 件（19.2%）、

「AHT（SBS 含む）事案を受理した時にその内容を積極的に共有し、知見を蓄積してい

る」のが 75件（42.4%）、「AHT（SBS 含む）に関する判決や論文を関係学会の冊子や論文

検索サイトによる確認など、最新の知見を参照するよう薦めている」のが 35件（19.8%）、

「セカンドオピニオンを実施できる体制がある（依頼できる医療機関が地域にある）」
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1歳 19 15.0%
2歳 5 3.9%
3歳 3 2.4%
4歳 6 4.7%
5歳以上 3 2.4%
家庭復帰（保護者以外の者（親族など）の引き取りを含む）に⾄らなかったケース 5 3.9%
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のが 111 件（62.7%）、「上記いずれ該当しない」ものが 39件（22.0%）であった。

図図表表   3355 児児童童相相談談所所のの対対応応体体制制ににつついいてて

(3) AHT（疑い）ケースワークに関する設問

1） 対応した AHT（疑い）ケースについて、内容の回答可能ケースの有無

AHT（疑い）ケースについて、そのケースワーク等の内容について回答可能ケースの

有無を尋ねたところ、下記に示す結果となり、85 件（48.0％）が「あり」と答えた。

図図表表   3366 ケケーーススワワーーククのの内内容容がが回回答答可可能能ななAAHHTT（（疑疑いい））ケケーーススのの有有無無

上記の「あり」と回答したうち、回答ケース数は以下の通りである。

「１件」が 52 件（29.4%）、「２件」が 17件（9.6%）、「３件」が 11件（6.2%）であっ

た。

貴児童相談所の対応体制 件数 割合
AHT（SBS含む）に特に⾔及した児童虐待対応マニュアルを整備している 11 6.2%
AHT（SBS含む）に特に⾔及した所内の勉強会やワークショップなどを開催している
（したことがある）

34 19.2%

AHT（SBS含む）事案を受理した時にその内容を積極的に共有し、知⾒を蓄積している 75 42.4%
AHT（SBS含む）に関する判決や論⽂を関係学会の冊⼦や論⽂検索サイトによる確認など、
最新の知⾒を参照するよう薦めている 35 19.8%

セカンドオピニオンを実施できる体制がある（依頼できる医療機関が地域にある） 111 62.7%
上記いずれも該当しない 39 22.0%
無回答 2 1.1%
回収数 177 −

対応したAHT（疑い）ケースの有無 回答数 割合
1.あり 85 48.0%
2.なし 92 52.0%
無回答 0 0.0%
合計 177 100.0%
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図図表表   3377 ケケーーススワワーーククのの内内容容がが回回答答可可能能ななAAHHTT（（疑疑いい））ケケーーススのの有有無無

上記の表から、ケースワークの内容の回答が可能とされたケースの合計件数は 119件

であった。

2） ケースの現在の状況

回答ケースの現在の状況については、以下の通りである。

「現在終結している」ものが 53 件（44.5%）、「現在も支援を継続中」のものが 63件

（52.9%）、それらどちらの段階にも進んでいないものが３件（2.5%）であった。

図図表表   3388 ケケーーススのの現現在在のの状状況況

3） ケースの特徴

回答ケースについて、保護者がけがの原因について、合理的な説明をしているかどう

かの内訳は以下の通りである。

「合理的な説明がある」ものは 47件（39.5%）、「説明はあったが合理的でない」もの

は 71 件（59.7%）、「黙秘」しているものが１件（0.8%）であった。

ケース回答数 個票数 割合
0件 97 54.8%
1件 52 29.4%
2件 17 9.6%
3件 11 6.2%
合計 177 100.0%

ケースの現在の状況 回答数 割合
1.現在終結している 53 44.5%
2.現在も⽀援を継続中 63 52.9%
3.上記１もしくは２の段階には進んでいない 3 2.5%
無回答 0 0.0%
合計 119 100.0%
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AHT（SBS含む）に関する判決や論⽂を関係学会の冊⼦や論⽂検索サイトによる確認など、
最新の知⾒を参照するよう薦めている 35 19.8%

セカンドオピニオンを実施できる体制がある（依頼できる医療機関が地域にある） 111 62.7%
上記いずれも該当しない 39 22.0%
無回答 2 1.1%
回収数 177 −

対応したAHT（疑い）ケースの有無 回答数 割合
1.あり 85 48.0%
2.なし 92 52.0%
無回答 0 0.0%
合計 177 100.0%
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図図表表   3377 ケケーーススワワーーククのの内内容容がが回回答答可可能能ななAAHHTT（（疑疑いい））ケケーーススのの有有無無

上記の表から、ケースワークの内容の回答が可能とされたケースの合計件数は 119件

であった。

2） ケースの現在の状況

回答ケースの現在の状況については、以下の通りである。

「現在終結している」ものが 53 件（44.5%）、「現在も支援を継続中」のものが 63件

（52.9%）、それらどちらの段階にも進んでいないものが３件（2.5%）であった。

図図表表   3388 ケケーーススのの現現在在のの状状況況

3） ケースの特徴

回答ケースについて、保護者がけがの原因について、合理的な説明をしているかどう

かの内訳は以下の通りである。

「合理的な説明がある」ものは 47件（39.5%）、「説明はあったが合理的でない」もの

は 71 件（59.7%）、「黙秘」しているものが１件（0.8%）であった。

ケース回答数 個票数 割合
0件 97 54.8%
1件 52 29.4%
2件 17 9.6%
3件 11 6.2%
合計 177 100.0%

ケースの現在の状況 回答数 割合
1.現在終結している 53 44.5%
2.現在も⽀援を継続中 63 52.9%
3.上記１もしくは２の段階には進んでいない 3 2.5%
無回答 0 0.0%
合計 119 100.0%
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図図表表   3399 保保護護者者ががけけががのの原原因因ににつついいてて、、合合理理的的なな説説明明ををししてていいるるかか

回答ケースについて、児童相談所によるけがの原因の見立て別の件数については以下

の通りである。

「加害行為による（可能性が高い）」ものが 45 件（37.8%）、「安全配慮の怠りによる

（可能性が高い）」ものは 57 件（47.9%）、「不明」のものが 17 件（14.3%）であった。

図図表表   4400 児児童童相相談談所所にによよるる、、けけががのの原原因因のの見見立立てて別別のの件件数数

回答ケースについて、児童相談所の対応に対する保護者の姿勢については以下の通り

である。

「受容的」なものが 74件（62.2%）、拒否的なものが 11 件（9.2%）、「受容的と拒否的

の間を揺れ動く」ものが 34 件（28.6%）であった。

図図表表   4411 児児童童相相談談所所のの対対応応にに対対すするる保保護護者者のの姿姿勢勢

ケースの特徴について、さらにクロス集計により詳しく確認した。

児童相談所によるけがの原因の見立てと一時保護の実施の有無（単純集計結果は後述

する）についてクロス集計を行い確認したところ、「加害行為による（その可能性が高

い含む）」場合に一時保護を実施した割合が高く、また、見立てが「不明」である場合

にも一時保護を実施した割合が高い結果となった。

保護者がけがの原因について、合理的な説明をしているか 回答数 割合
1.合理的な説明がある 47 39.5%
2.説明があるが合理的ではない 71 59.7%
3.黙秘 1 0.8%
無回答 0 0.0%
合計 119 100.0%

貴児童相談所にて⾏った、けがの原因の⾒⽴て 回答数 割合
1.加害⾏為による（可能性が⾼い） 45 37.8%
2.安全配慮の怠りによる（可能性が⾼い） 57 47.9%
3.不明 17 14.3%
無回答 0 0.0%
合計 119 100.0%

貴児童相談所の対応に対する保護者の姿勢 回答数 割合
1.受容的 74 62.2%
2.拒否的 11 9.2%
3.上記1.と2.の間を揺れ動く 34 28.6%
無回答 0 0.0%
合計 119 100.0%
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図図表表  4422 児児童童相相談談所所にによよるるけけががのの原原因因のの見見立立ててとと一一時時保保護護のの実実施施のの有有無無ののククロロスス集集計計

また、児童相談所によるけがの原因の見立てと現在までの状況（単純集計結果は後述

する）について、クロス集計を行い確認したところ、「安全への配慮の怠りによる（そ

の可能性が高い含む）」場合に「保護者のいる家庭に返す」割合が高いが、「加害行為に

よる（その可能性が高い含む）」場合や「不明」の場合には、保護者以外の家庭や施設

等に子どもがいる割合が高い結果となった。

図図表表  4433 児児童童相相談談所所にによよるるけけががのの原原因因のの見見立立ててとと現現在在ままででのの状状況況ののククロロスス集集計計

※保護者のいる家庭に返すまでに施設入所等の措置が行われている場合には「保護者以外の家庭や施設
等」に分類した。

4） 通告受理から終結までの期間

回答ケースのうち終結しているものについて、通告受理から終結までの期間別の件数

は以下の通りである。「３か月以下」のものが 14 件（26.4%）と最も多く、「３か月超～

６か月以下」が 11 件（20.8%）、「６か月超～９か月以下」が 11 件（20.8%）と続いた。

全体 ⼀時保護の
実施あり

⼀時保護の
実施なし

119 76.5% 23.5%
加害⾏為による（可能性が⾼い） 45 88.9% 11.1%
安全への配慮の怠りによる（可能性が⾼い） 57 64.9% 35.1%
不明 17 82.4% 17.6%

全体

全体 保護者のいる
家庭

保護者以外の
家庭や施設等 その他 無回答

119 43.7% 51.3% 4.2% 0.8%
加害⾏為による（可能性が⾼い） 45 20.0% 71.1% 8.9% 0.0%
安全への配慮の怠りによる（可能性が⾼い） 57 64.9% 35.1% 0.0% 0.0%
不明 17 35.3% 52.9% 5.9% 5.9%

全体
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図図表表   3399 保保護護者者ががけけががのの原原因因ににつついいてて、、合合理理的的なな説説明明ををししてていいるるかか
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図図表表   4444 通通告告受受理理かからら終終結結ままででのの期期間間別別のの件件数数

5） 一時保護又は３号措置の期間

回答ケースのうち一時保護又は３号措置を行ったものについて、その期間別の件数は

以下の通りである。

通告受理から一時保護又は３号措置の実施までの期間で「１か月以下」が 38 件

（31.9%）、一時保護又は３号措置の実施から家庭復帰までの期間で「１か月以下」が 15

件（12.6%）、一時保護解除又は３号措置解除から終結までの期間で「３か月超～６か月

以下」が 10件（8.4%）、上記のうち、２号措置が採られた場合の期間は「３か月超～６

か月以下」が 8 件（6.7%）とそれぞれにおいて最も多かった。

図図表表   4455 一一時時保保護護又又はは３３号号措措置置をを行行っったたももののににつついいててのの期期間間別別のの件件数数

終結している場合の通告受理から終結までの期間 件数 割合
3カ⽉以下 14 26.4%
3カ⽉超〜6カ⽉以下 11 20.8%
6カ⽉超〜9カ⽉以下 11 20.8%
9カ⽉超〜1年以下 5 9.4%
1年超〜2年以下 10 18.9%
2年超〜3年以下 2 3.8%
3年超 0 0.0%
無回答 0 0.0%
合計 53 100.0%

通告受理か
ら⼀時保護
⼜は３号措
置の実施ま
での期間

⼀時保護
⼜は３号措
置の実施か
ら家庭復帰
までの期間

⼀時保護
解除⼜は３
号措置解
除（いずれ
も家庭復
帰）から終
結時までの
期間

上記のう
ち、２号措
置が採られ
た場合、そ
の期間

通告受理か
ら⼀時保護
⼜は３号措
置の実施ま
での期間

⼀時保護
⼜は３号措
置の実施か
ら家庭復帰
までの期間

⼀時保護
解除⼜は３
号措置解
除（いずれ
も家庭復
帰）から終
結時までの
期間

上記のう
ち、２号措
置が採られ
た場合、そ
の期間

1カ⽉以下 38 15 1 0 31.9% 12.6% 0.8% 0.0%
1カ⽉超〜3カ⽉以下 11 14 5 6 9.2% 11.8% 4.2% 5.0%
3カ⽉超〜6カ⽉以下 3 9 10 8 2.5% 7.6% 8.4% 6.7%
6カ⽉超〜9カ⽉以下 1 1 2 0 0.8% 0.8% 1.7% 0.0%
9カ⽉超〜1年以下 1 2 6 5 0.8% 1.7% 5.0% 4.2%
1年超〜2年以下 0 0 3 4 0.0% 0.0% 2.5% 3.4%
2年超〜3年以下 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
3年以上 0 2 0 0 0.0% 1.7% 0.0% 0.0%
無回答 65 76 92 95 54.6% 63.9% 77.3% 79.8%
合計 119 119 119 119 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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6） 通告元

回答ケースのうち、通告元の内訳は以下の通りである。

「医療機関」が 107件（89.9%）と最も多く、「市区町村」と「上記以外」が 4 件（3.4%）、

「警察」が 3 件（2.5%）であった。

図図表表   4466 通通告告元元別別のの件件数数

7） 通告を受理する以前の、保護者のかかわり

回答ケースのうち、通告を受理する以前に家庭に関する情報があったかどうかについ

ては以下の通りである。

「情報があった」ものが 25件（21.0%）、「情報がなかった」ものが 93 件（78.2%）で

あった。

図図表表   4477 通通告告をを受受理理すするる以以前前のの、、家家庭庭にに関関すするる情情報報のの有有無無

回答ケースのうち、通告を受理する以前に児童相談所と保護者とのかかわりがあった

かどうかについては以下の通りである。

かかわりがあったものが 22 件（18.5%）、かかわりがなかったものが 96 件（80.7%）

であった。

通告元について 回答数 割合
１．医療機関 107 89.9%
２．警察 3 2.5%
３．市区町村 4 3.4%
４．上記以外 4 3.4%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

通告を受理する以前の家庭に関する情報の有無 回答数 割合
1.情報があった 25 21.0%
2.情報がなかった 93 78.2%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%
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図図表表   4444 通通告告受受理理かからら終終結結ままででのの期期間間別別のの件件数数
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回答ケースのうち、通告を受理する以前に児童相談所と保護者とのかかわりがあった

かどうかについては以下の通りである。

かかわりがあったものが 22 件（18.5%）、かかわりがなかったものが 96 件（80.7%）

であった。

通告元について 回答数 割合
１．医療機関 107 89.9%
２．警察 3 2.5%
３．市区町村 4 3.4%
４．上記以外 4 3.4%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

通告を受理する以前の家庭に関する情報の有無 回答数 割合
1.情報があった 25 21.0%
2.情報がなかった 93 78.2%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%
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図図表表   4488 通通告告をを受受理理すするる以以前前のの、、児児童童相相談談所所とと保保護護者者ののかかかかわわりりのの有有無無

回答ケースのうち、通告を受理する以前に関係機関と保護者とのかかわりがあったか

どうかについては以下の通りである。

かかわりがあったものが 52 件（43.7%）、かかわりがなかったものが 66 件（55.5%）

であった。

図図表表   4499 通通告告をを受受理理すするる以以前前のの、、関関係係機機関関とと保保護護者者ののかかかかわわりりのの有有無無

8） 助言・指導等の対象となる子どもと同居する保護者

回答ケースについて、助言・指導等の支援の対象となる子どもと同居する保護者別の

件数は以下の通りである。

実母が 112 件（94.1%）と最も多く、実父が 102 件（85.7%）、祖母が 20 件（16.8%）

と続いた。

図図表表   5500 助助言言・・指指導導等等のの対対象象ととななるる子子どどももとと同同居居すするる保保護護者者（（複複数数回回答答可可））

通告を受理する以前の貴児童相談所と保護者とのかかわりの有無 回答数 割合
1.かかわりあり 22 18.5%
2.かかわりなし 96 80.7%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

通告を受理する以前の関係機関と保護者とのかかわりの有無 回答数 割合
1.かかわりあり 52 43.7%
2.かかわりなし 66 55.5%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

助⾔・指導等の⽀援の対象となる⼦どもと同居する保護者 回答数 割合
実⽗ 102 85.7%
養⽗・継⽗ 3 2.5%
内縁の夫 5 4.2%
祖⽗ 13 10.9%
実⺟ 112 94.1%
養⺟・継⺟ 1 0.8%
内縁の妻 0 0.0%
祖⺟ 20 16.8%
その他 14 11.8%
無回答 1 0.8%
回答ケースの合計数 119 ー
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9） 子育てに協力をしている親族

回答ケースについて、通告を受理する以前に、同居はしていないが、子育てに協力を

している親族の有無については以下の通りである。

子育てに協力をしている親族がいると回答したものが 83 件（69.7%）、いないと回答

したものが 33件（27.7%）であった。

図図表表   5511 通通告告すするる受受理理以以前前のの同同居居ははししてていいなないいがが子子育育ててにに協協力力ををししてていいるる親親族族等等のの

有有無無

上記でいないと回答したもののうち、その後、同居はしていないが子育てに協力する

親族等ができたかどうかについては以下の通りである。

子育てに協力する親族ができたと回答したものが 12 件（36.4%）、できなかったと回

答したものが 19 件（57.6%）であった。

図図表表   5522 そそのの後後、、同同居居ははししてていいなないいがが子子育育ててにに協協力力すするる親親族族のの有有無無

10） 各ケースワークの場面における子どもの年齢

回答ケースのうち、各ケースワークの場面における子どもの年齢は以下の通りである。

通告受理時では「０歳１か月超～３か月以下」が 32 件（26.9%）、一時保護解除時で

は「０歳３か月超～６か月以下」が 24 件（20.2%）、３号措置解除時の年齢が「０歳９

か月超～１歳以下」が 7 件（5.9%）、家庭復帰時の年齢が「０歳９か月超～１歳以下」

が 14 件（11.8%）、終結時の年齢が「１歳超～２歳以下」が 19件（16.0％）とそれぞれ

で最も多かった。

通告を受理する以前に、同居はしてないが、⼦育てに協⼒をしている親族がいたか 回答数 割合
１．はい 83 69.7%
２．いいえ 33 27.7%
無回答 3 2.5%
合計 119 100.0%

その後、同居はしてないが、⼦育てに協⼒する親族などができたか 回答数 割合
１．はい 12 36.4%
２．いいえ 19 57.6%
無回答 2 6.1%
合計 33 100.0%
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図図表表   4488 通通告告をを受受理理すするる以以前前のの、、児児童童相相談談所所とと保保護護者者ののかかかかわわりりのの有有無無

回答ケースのうち、通告を受理する以前に関係機関と保護者とのかかわりがあったか

どうかについては以下の通りである。

かかわりがあったものが 52 件（43.7%）、かかわりがなかったものが 66 件（55.5%）

であった。

図図表表   4499 通通告告をを受受理理すするる以以前前のの、、関関係係機機関関とと保保護護者者ののかかかかわわりりのの有有無無

8） 助言・指導等の対象となる子どもと同居する保護者

回答ケースについて、助言・指導等の支援の対象となる子どもと同居する保護者別の

件数は以下の通りである。

実母が 112 件（94.1%）と最も多く、実父が 102 件（85.7%）、祖母が 20 件（16.8%）

と続いた。

図図表表   5500 助助言言・・指指導導等等のの対対象象ととななるる子子どどももとと同同居居すするる保保護護者者（（複複数数回回答答可可））

通告を受理する以前の貴児童相談所と保護者とのかかわりの有無 回答数 割合
1.かかわりあり 22 18.5%
2.かかわりなし 96 80.7%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

通告を受理する以前の関係機関と保護者とのかかわりの有無 回答数 割合
1.かかわりあり 52 43.7%
2.かかわりなし 66 55.5%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

助⾔・指導等の⽀援の対象となる⼦どもと同居する保護者 回答数 割合
実⽗ 102 85.7%
養⽗・継⽗ 3 2.5%
内縁の夫 5 4.2%
祖⽗ 13 10.9%
実⺟ 112 94.1%
養⺟・継⺟ 1 0.8%
内縁の妻 0 0.0%
祖⺟ 20 16.8%
その他 14 11.8%
無回答 1 0.8%
回答ケースの合計数 119 ー
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9） 子育てに協力をしている親族

回答ケースについて、通告を受理する以前に、同居はしていないが、子育てに協力を

している親族の有無については以下の通りである。

子育てに協力をしている親族がいると回答したものが 83 件（69.7%）、いないと回答

したものが 33件（27.7%）であった。

図図表表   5511 通通告告すするる受受理理以以前前のの同同居居ははししてていいなないいがが子子育育ててにに協協力力ををししてていいるる親親族族等等のの

有有無無

上記でいないと回答したもののうち、その後、同居はしていないが子育てに協力する

親族等ができたかどうかについては以下の通りである。

子育てに協力する親族ができたと回答したものが 12 件（36.4%）、できなかったと回

答したものが 19 件（57.6%）であった。

図図表表   5522 そそのの後後、、同同居居ははししてていいなないいがが子子育育ててにに協協力力すするる親親族族のの有有無無

10） 各ケースワークの場面における子どもの年齢

回答ケースのうち、各ケースワークの場面における子どもの年齢は以下の通りである。

通告受理時では「０歳１か月超～３か月以下」が 32 件（26.9%）、一時保護解除時で

は「０歳３か月超～６か月以下」が 24 件（20.2%）、３号措置解除時の年齢が「０歳９

か月超～１歳以下」が 7 件（5.9%）、家庭復帰時の年齢が「０歳９か月超～１歳以下」

が 14 件（11.8%）、終結時の年齢が「１歳超～２歳以下」が 19件（16.0％）とそれぞれ

で最も多かった。

通告を受理する以前に、同居はしてないが、⼦育てに協⼒をしている親族がいたか 回答数 割合
１．はい 83 69.7%
２．いいえ 33 27.7%
無回答 3 2.5%
合計 119 100.0%

その後、同居はしてないが、⼦育てに協⼒する親族などができたか 回答数 割合
１．はい 12 36.4%
２．いいえ 19 57.6%
無回答 2 6.1%
合計 33 100.0%
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図図表表   5533 各各ケケーーススワワーーククのの場場面面ににおおけけるる子子どどもものの年年齢齢

11） 後遺症の有無

回答ケースのうち、後遺症の有無については以下の通りである。

「はい（後遺症がある）」ものが 30件（25.2%）、「いいえ（後遺症がない）」ものが 87

件（73.1%）であった。

図図表表  5544 後後遺遺症症のの有有無無

12） ケースへの対応（複数回答可）

回答ケースについて、ケースの対応については以下の通りである。

「医学診断においてセカンドオピニオン等として意見を求めた」のが 74件（62.2%）、

「一時保護を実施した」ものが 91件（76.5%）、「里親委託又は措置入所を実施した」も

のが 44 件（37.0%）、「ケースを通して、市区町村（虐待対応担当部署）の関与があった」

ものが 61 件（51.3%）、「ケースを通して、市区町村（母子保健担当部署、その他部署）

の関与があった」ものが 77 件（64.7%）、「ケースを通して、医療機関の関与があった」
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時の年齢

⼀時保護を
実施した場
合、⼀時保
護解除時の
年齢

３号措置を
実施した場
合、３号措
置解除時の
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家庭復帰
（保護者
以外の親族
等による引
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た場合、家
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終結ケース
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実施した場
合、⼀時保
護解除時の

年齢
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合、３号措
置解除時の
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家庭復帰
（保護者
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き取りを含
む）に⾄っ
た場合、家
庭復帰時の
年齢

終結ケース
の場合、終
結時の年齢

1カ⽉以下 13 5 1 1 1 10.9% 4.2% 0.8% 0.8% 0.8%
1カ⽉超〜3カ⽉以下 32 9 1 6 2 26.9% 7.6% 0.8% 5.0% 1.7%
3カ⽉超〜6カ⽉以下 30 24 3 12 4 25.2% 20.2% 2.5% 10.1% 3.4%
6カ⽉超〜9カ⽉以下 19 16 0 10 8 16.0% 13.4% 0.0% 8.4% 6.7%
9カ⽉超〜1歳以下 10 11 7 14 9 8.4% 9.2% 5.9% 11.8% 7.6%
1歳超〜2歳以下 2 8 5 7 19 1.7% 6.7% 4.2% 5.9% 16.0%
2歳超〜3歳以下 2 2 1 0 1 1.7% 1.7% 0.8% 0.0% 0.8%
3歳超〜4歳以下 5 3 0 3 2 4.2% 2.5% 0.0% 2.5% 1.7%
4歳超〜5歳以下 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
5歳超 2 1 2 1 2 1.7% 0.8% 1.7% 0.8% 1.7%
無回答 4 40 99 65 70 3.4% 33.6% 83.2% 54.6% 58.8%
合計 119 119 119 119 119 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

後遺症の有無 回答数 割合
１．はい 30 25.2%
２．いいえ 87 73.1%
無回答 2 1.7%
合計 119 100.0%
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ものが 106件（89.1%）、「ケースを通して、警察の関与があった」ものが 87 件（73.1%）、

「ケースを通して、検察の関与があった」ものは 23件（19.3%）であった。

図図表表   5555 ケケーーススへへのの対対応応（（複複数数回回答答可可））

13） ケースにおいて実施した支援（複数回答可）

回答ケースについて、ケースにおいて実施した支援は以下の通りである。

「措置入所又は措置による里親委託（保護者同意あり）」を実施したものが 43 件

（36.1%）と最も多く、「措置によらない指導（継続指導）」と「措置による指導（児童

福祉司指導）」が 39件（32.8%）と続いた。

ケースへの対応 回答数 割合
医学診断においてセカンドオピニオン等として意⾒を求めた 74 62.2%
（実施期間の⻑短に関わらず）⼀時保護を実施した 91 76.5%
└上記のうち、2か⽉を超える⼀時保護に係る家裁申⽴（法33条）を実施し、承認された 6 5.0%
（保護者の同意の有無にかかわらず）⾥親委託または措置⼊所を実施した 44 37.0%
└上記のうち、保護者の同意がない措置⼊所・措置による⾥親委託に係る家裁申⽴（法28
条）を実施し、承認された

1 0.8%

ケースを通して、市区町村（虐待対応担当部署）の関与があった 61 51.3%
ケースを通して、市区町村（⺟⼦保健担当部署、その他の部署）の関与があった 77 64.7%
ケースを通して、医療機関の関与があった 106 89.1%
ケースを通して、警察の関与があった 87 73.1%
ケースを通して、検察の関与があった 23 19.3%
無回答 1 0.8%
回答ケースの合計数 119 ー
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図図表表   5533 各各ケケーーススワワーーククのの場場面面ににおおけけるる子子どどもものの年年齢齢

11） 後遺症の有無

回答ケースのうち、後遺症の有無については以下の通りである。

「はい（後遺症がある）」ものが 30件（25.2%）、「いいえ（後遺症がない）」ものが 87

件（73.1%）であった。

図図表表  5544 後後遺遺症症のの有有無無

12） ケースへの対応（複数回答可）

回答ケースについて、ケースの対応については以下の通りである。

「医学診断においてセカンドオピニオン等として意見を求めた」のが 74件（62.2%）、

「一時保護を実施した」ものが 91件（76.5%）、「里親委託又は措置入所を実施した」も

のが 44 件（37.0%）、「ケースを通して、市区町村（虐待対応担当部署）の関与があった」

ものが 61 件（51.3%）、「ケースを通して、市区町村（母子保健担当部署、その他部署）

の関与があった」ものが 77 件（64.7%）、「ケースを通して、医療機関の関与があった」
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む）に⾄っ
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終結ケース
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1カ⽉以下 13 5 1 1 1 10.9% 4.2% 0.8% 0.8% 0.8%
1カ⽉超〜3カ⽉以下 32 9 1 6 2 26.9% 7.6% 0.8% 5.0% 1.7%
3カ⽉超〜6カ⽉以下 30 24 3 12 4 25.2% 20.2% 2.5% 10.1% 3.4%
6カ⽉超〜9カ⽉以下 19 16 0 10 8 16.0% 13.4% 0.0% 8.4% 6.7%
9カ⽉超〜1歳以下 10 11 7 14 9 8.4% 9.2% 5.9% 11.8% 7.6%
1歳超〜2歳以下 2 8 5 7 19 1.7% 6.7% 4.2% 5.9% 16.0%
2歳超〜3歳以下 2 2 1 0 1 1.7% 1.7% 0.8% 0.0% 0.8%
3歳超〜4歳以下 5 3 0 3 2 4.2% 2.5% 0.0% 2.5% 1.7%
4歳超〜5歳以下 0 0 0 0 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
5歳超 2 1 2 1 2 1.7% 0.8% 1.7% 0.8% 1.7%
無回答 4 40 99 65 70 3.4% 33.6% 83.2% 54.6% 58.8%
合計 119 119 119 119 119 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

後遺症の有無 回答数 割合
１．はい 30 25.2%
２．いいえ 87 73.1%
無回答 2 1.7%
合計 119 100.0%
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ものが 106件（89.1%）、「ケースを通して、警察の関与があった」ものが 87 件（73.1%）、

「ケースを通して、検察の関与があった」ものは 23件（19.3%）であった。

図図表表   5555 ケケーーススへへのの対対応応（（複複数数回回答答可可））

13） ケースにおいて実施した支援（複数回答可）

回答ケースについて、ケースにおいて実施した支援は以下の通りである。

「措置入所又は措置による里親委託（保護者同意あり）」を実施したものが 43 件

（36.1%）と最も多く、「措置によらない指導（継続指導）」と「措置による指導（児童

福祉司指導）」が 39件（32.8%）と続いた。

ケースへの対応 回答数 割合
医学診断においてセカンドオピニオン等として意⾒を求めた 74 62.2%
（実施期間の⻑短に関わらず）⼀時保護を実施した 91 76.5%
└上記のうち、2か⽉を超える⼀時保護に係る家裁申⽴（法33条）を実施し、承認された 6 5.0%
（保護者の同意の有無にかかわらず）⾥親委託または措置⼊所を実施した 44 37.0%
└上記のうち、保護者の同意がない措置⼊所・措置による⾥親委託に係る家裁申⽴（法28
条）を実施し、承認された

1 0.8%

ケースを通して、市区町村（虐待対応担当部署）の関与があった 61 51.3%
ケースを通して、市区町村（⺟⼦保健担当部署、その他の部署）の関与があった 77 64.7%
ケースを通して、医療機関の関与があった 106 89.1%
ケースを通して、警察の関与があった 87 73.1%
ケースを通して、検察の関与があった 23 19.3%
無回答 1 0.8%
回答ケースの合計数 119 ー
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図図表表   5566 ケケーーススににおおいいてて実実施施ししたた支支援援（（複複数数回回答答可可））

14） 親子面会交流の有無

回答ケースについて、親子面会交流の実施の有無については以下の通りである。

親子交流面接を実施したものが 82 件（68.9%）、実施しなかったものが 31件（26.1%）

であった。

図図表表   5577 親親子子面面会会交交流流実実施施のの有有無無

親子面会交流を実施したケースの場合、実施頻度は以下の通りである。

通告受理後の援助方針決定までのタイミングでは、「月に 1 回」と「月に５回以上」

が 8 件（6.7%）と最も多く、援助開始から家庭復帰までのタイミングでは「月に１回」

が 18 件（15.1%）と最も多く、「５回以上」が 12件（10.1%）であった。

ケースにおいて実施した⽀援 回答数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり） 43 36.1%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 1 0.8%
措置によらない指導（助⾔指導） 11 9.2%
措置によらない指導（継続指導） 39 32.8%
措置によらない指導（他機関あっせん） 2 1.7%
措置によらない指導（市町村送致） 2 1.7%
措置による指導（児童福祉司指導） 39 32.8%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 3 2.5%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 1 0.8%
措置による指導（その他の措置による指導） 0 0.0%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 8 6.7%
無回答 2 1.7%
回答ケースの合計数 119 ー

親⼦⾯会交流の実施の有無 回答数 割合
1.親⼦⾯会交流の実施あり 82 68.9%
2.親⼦⾯会交流の実施なし 31 26.1%
無回答 6 5.0%
合計 119 100%
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図図表表   5588 親親子子面面会会交交流流のの実実施施頻頻度度

15） ケースの現在の状況

回答ケースについて、現在のケースの状況については以下の通りである。

「保護者のみのいる家庭に返した」ものが 57 件（47.9%）と最も多く、「保護者以外

の者（親族など）との同居を伴う保護者のいる家庭に返した」ものが 17 件（14.3%）、

「乳児院への入所」が 15 件（12.6%）と続いた。

親⼦⾯接交流の実施頻度（⽉ベース）：①通告受理後の援助⽅針決定まで 回答数 割合
1回 8 6.7%
2回 4 3.4%
3回 3 2.5%
4回 6 5.0%
5回以上 8 6.7%
NA（判別不可） 2 1.7%
無回答 88 73.9%
合計 119 100.0%

親⼦⾯接交流の実施頻度（⽉ベース）：②援助開始から家庭復帰まで 回答数 割合
1回 18 15.1%
2回 11 9.2%
3回 4 3.4%
4回 7 5.9%
5回以上 12 10.1%
NA（判別不可） 3 2.5%
無回答 64 53.8%
合計 119 100.0%
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図図表表   5566 ケケーーススににおおいいてて実実施施ししたた支支援援（（複複数数回回答答可可））

14） 親子面会交流の有無

回答ケースについて、親子面会交流の実施の有無については以下の通りである。

親子交流面接を実施したものが 82 件（68.9%）、実施しなかったものが 31件（26.1%）

であった。

図図表表   5577 親親子子面面会会交交流流実実施施のの有有無無

親子面会交流を実施したケースの場合、実施頻度は以下の通りである。

通告受理後の援助方針決定までのタイミングでは、「月に 1 回」と「月に５回以上」

が 8 件（6.7%）と最も多く、援助開始から家庭復帰までのタイミングでは「月に１回」

が 18 件（15.1%）と最も多く、「５回以上」が 12件（10.1%）であった。

ケースにおいて実施した⽀援 回答数 割合
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（保護者同意あり） 43 36.1%
措置⼊所⼜は措置による⾥親委託（児童福祉法第28条申⽴によるもの） 1 0.8%
措置によらない指導（助⾔指導） 11 9.2%
措置によらない指導（継続指導） 39 32.8%
措置によらない指導（他機関あっせん） 2 1.7%
措置によらない指導（市町村送致） 2 1.7%
措置による指導（児童福祉司指導） 39 32.8%
措置による指導（児童委員指導） 0 0.0%
措置による指導（市町村指導委託） 3 2.5%
措置による指導（児童家庭⽀援センター指導） 1 0.8%
措置による指導（その他の措置による指導） 0 0.0%
訓戒、誓約措置 0 0.0%
上記以外の⽀援 8 6.7%
無回答 2 1.7%
回答ケースの合計数 119 ー

親⼦⾯会交流の実施の有無 回答数 割合
1.親⼦⾯会交流の実施あり 82 68.9%
2.親⼦⾯会交流の実施なし 31 26.1%
無回答 6 5.0%
合計 119 100%

35

図図表表   5588 親親子子面面会会交交流流のの実実施施頻頻度度
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図図表表   5599 ケケーーススのの現現在在のの状状況況

16） 終結後の再受傷の有無

終結している回答ケースのうち、終結後再度受傷に至ったかどうかについては以下の

通りである。

「再度、受傷に至った」ものが１件（0.8%）、「再度、受傷に至ることはなかった」も

のが 51 件（42.9％）であった。

図図表表   6600 終終結結後後のの再再受受傷傷のの有有無無

17） 場面ごとの対応における留意点・内容・変化（自由記述）

ケースワークの下記場面ごとに、対応における留意点・内容・変化について自由記述

式の回答を求めた。

a)通告受理後から援助方針決定まで（告知場面）

b)通告受理後から援助方針決定まで（一時保護決定局面）

c)通告受理後から援助方針決定まで（家庭復帰決定局面）

現在の状況 回答数 割合
1.保護者のみのいる家庭に返した 57 47.9%
2.保護者以外の者（親族など）との同居を伴う保護者のいる家庭に返した（親族宅に、⽚
⽅の保護者と⼦で転居する場合も含む）

17 14.3%

3.保護者以外の者（親族など）に引き取らせた 5 4.2%
4.⼀時保護所（⼀時保護委託も含む）に⼊所 5 4.2%
5.乳児院への⼊所 15 12.6%
6.児童養護施設への⼊所 1 0.8%
7.⾥親・ファミリーホームへの委託 2 1.7%
8.その他施設への⼊所 11 9.2%
9.市区町村が⾏う⽀援に移⾏ 0 0.0%
10.別⾃治体に移管 3 2.5%
11.死亡               2 1.7%
12.不明               0 0.0%
無回答 1 0.8%
合計 119 100.0%

AHT（疑い）ケースとして受理し終結した後、再度、受傷に⾄ったか 回答数 割合
1.再度、受傷に⾄った 1 0.8%
2.再度、受傷に⾄ることはなかった 51 42.9%
無回答 67 56.3%
合計 119 100.0%
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d)施設入所先から保護者の元への家庭復帰まで

e)家庭復帰から終結まで

f)終結の決定局面

各回答について、留意の対象、対応した相手、変化の主体に着目しながら記載内容を

カテゴリーに応じてコーディング処理し、分類して集計したところ、以下のような結果

を示した。

図図表表   6611 ケケーーススのの対対応応ににつついいてて回回答答にに関関係係すするる対対象象別別のの集集計計

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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図図表表   5599 ケケーーススのの現現在在のの状状況況
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18） 家族の抱える課題（自由記述）

AHT ケースにおける家族の抱える課題について、自由記述の形式で回答を得た。回答

をカテゴリーに応じてコーディングし、分類して集計したところ、以下のような結果を

示した。

図図表表   6622 家家族族のの抱抱ええるる課課題題

19） 成果物に収載してほしい事項（自由記述）

成果物に収載してほしい事項について、自由記述の形式で回答を得た。回答をカテゴ

リーに応じてコーディングし、分類して集計したところ、以下のような結果を示した。

⼤カテゴリ ⼩カテゴリ ケース数 回答例

家族―親族の関係性 12 ・祖⽗の事業失敗後、祖⽗⺟関係が悪化し暴⼒を伴うDV関係のなかで⺟が育ったため、⺟と祖⺟の信頼関係も希薄だった。
・表⾯化はしていないが、⺟⽅親族や⺟と⽗⽅親族との葛藤的な関係性。

孤⽴・協⼒者不⾜ 12 ・⽗⺟の離婚によって親族関係が希薄となり、⽀援者が不⾜していた。
・⽗⺟の関係不和であり、また、親族間での協⼒体制もない。

経済的問題 4 ・経済的にも不安定である。
・⾦銭的課題（貧困世帯）

夫婦の関係性 19 ・⺟が⽗に固執しており、夫婦間に⾃然と上下関係が⽣まれていること。
・⽗⺟の関係性。特に⺟が⽗の関⼼を惹くことに執着しており、児童への嫌悪感が強かったこと。

⽗の不参加・協⼒不⾜ 7 ・⽗は仕事や家事に⾮協⼒的で，元々養育能⼒の低い⺟に負担が⼤きかった。
・⾃ら積極的に動こうとしない実⽗の育児態度に実⺟は不満を募らせていた。

知識やスキルの不⾜ 11 ・第⼀⼦であり養育に不慣れであった。
・家庭内の事故防⽌に対する意識が⼗分でなかったことが分かった。

メンタル不調や体調不良 6 ・⺟親の精神不安定。
・⻑期間にわたって精神疾患のある⺟とそれを⽀える⽗。

意識の低さ 5 ・第1⼦養育の際は問題なく過ごしたことから、２児の養育となった際の安全配慮に⽋け、慣れや油断があったこと。
・⼩学⽣のきょうだいに児童の⾯倒をゆだね、夜勤明けの⽗が転寝をしてしまった。

⼦どもへの愛着不⾜ 2 ・家族の本児への愛着がなく、本児の⼼配するような⾔動が全くなくなってしまっている。
・⼀時保護による分離期間に⽣じた断然に対する親⼦の関係性への不安があり、親へのサポートの必要性について留意した。

保護者の特性や状況、過
去に受けた虐待等 15 ・⺟⾃⾝ネグレクトに近い環境で育っており、⺟のモデルがない。

・⽗⾃⾝の発達の特徴がある。

援助希求の弱さ 3 ・保護者の援助希求の弱さ。
・⺟親⾃⾝、⼦育てのストレスを⽗⽅祖⽗⺟にはなかなか表出できずにいたこと。

被害児童の特性や状況等 2 ・⼦どもの先天的な障害により、受傷を負いやすい体質であることが分かった。
・⼀時保護をすることで保護者も気が付かなかった⼦ども特性がわかり、これを踏まえて今後の対策をたてることができた。

きょうだいの養育問題 4 ・多⼦家庭。年齢の近い⼦供の養育環境。
・ステップファミリーとして、きょうだいの養育に関する悩み

関係性や状況のこと

保護者⾃⾝のこと

⼦どものこと
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図図表表   6633 成成果果物物にに収収載載ししててほほししいい事事項項

その他、自由記述式で得られた回答は、「虐待による乳幼児頭部外傷事案（AHT）の

パターン別・児童相談所における対応の工夫」を作成する際、ケースワークのノウハウ

として参考にする形で活用した。

カテゴリー 該当数 主な記述

参考事例 13 ・具体的な事例を何例か記載してほしい
・具体的事例に基づいたノウハウ集

判例 8 ・最近の裁判例なども掲載されたものにしていただきたい
・AHT及びSBS事案において児童相談所の決定が覆された公判概要とその結果

医学的知⾒ 7
・SBSについて3要件以外にも注意すべき特徴 3要件が揃っていたとしてもSBSと判断すべきではない条件
・AHT事例の通告を受けた際に、積極的に虐待を疑うべき事例の特徴（脳出⾎や浮腫の程度が深刻である、等）と、必ずしも虐待とは⾔い切れない事例の特徴
（程度が軽い、中村１型による急性硬膜下⾎腫、等）の例⽰

AHT対応可能な医療
機関の⼀覧（セカンド
オピニオン含む）

10 ・セカンドオピニオンを受託可能な医療機関
・虐待によるAHTに対応が可能な医療機関、医師の名簿

ケースワーク（全般） 12
・基本的な対応についてフロー図により発⾒からケース終了までの流れと、段階ごとの確認のポイントが⽰されるとわかりやすい
・AHTケースの再統合や判断の進め⽅については現⾏の「⼦どもの虐待対応の⼿引き」にも、⼀定の記載はあるが、事例も挙げて具体的な内容を収載していただきたい

調査・情報収集 5
・現場検証をどのように⾏っているか（医療機関からの情報と、養育者からの聞き取り調査以外にどのようなデータをとっているか）
・居合わせた保護者等が「加害しておらず受傷場⾯の⽬撃もしていない」と申し⽴てた場合の事実確認の⼿順。保護者等が事故による外傷と申し⽴てた場合の、受傷
状況調査のポイント（どのようなことを確認すればよいか）

セカンドオピニオンの活
⽤・⽅法 5

・①セカンドオピニオン依頼にあたって医療機関に情報提供依頼する場合の⽅法、②セカンドオピニオンの鑑定意⾒によっても加害（もしくは事故）とは断定できない場
合どう判断しているか
・セカンドオピニオンの活⽤状況、依頼可能医療機関・医師等の情報

受傷機転の⾒⽴ての
仕⽅ 4 ・AHTの症状のなかで虐待を強く疑うべき症状や状況、虐待の有無の判断基準など

・関係機関との協⼒体制。受傷機転判明につなげるケースワーク

⼀時保護の要否 1 ・⼀時保護要否の判断に当たっての基準や材料。家庭復帰にあたり、リスクとストレングスをどのように考えるか

受傷機転不明の場合
の対応 2

・症状はAHTを疑うに⼗分なものであるが，受傷起点が最後まで不明であるケースの対応について
・SBSの通告ケースで、硬膜下出⾎や脳浮腫、眼底出⾎があるものの、重篤でなく後遺症もみられない状態で、調査の結果、受傷機転が明らかでないケースについてそ
の後の⽀援をどのように展開していくのか

保護者対応 2
・調査保護に執拗に苦情を申し⼊れる医師の存在もあり、AHT事例の基本的な対応⼿順は必要。初期の丁寧な社会調査と保護者対応、セカンドオピニオン医との協⼒
体制は⽋かせない
・医療機関、警察との連携の好事例。保護者への⽀援の好事例。市町村での地域での⾒守りの好事例。

⾯会・交流対応 2 ・⼀時保護委託先である乳児院での親⼦交流の可否（交流の持ち⽅について）
・警察への通告、関係機関との連携、⼀時保護や施設⼊所時の保護者と児童との⾯会について

家庭復帰時のポイント 2 ・家庭復帰の際に気をつける点などで事例を挙げていただけると幸いです
・⼀時保護要否の判断に当たっての基準や材料。家庭復帰にあたり、リスクとストレングスをどのように考えるか

フォロー・⾒守り体制 2 ・セカンドオピニオンにおける各領域の専⾨医の適切な選択と活⽤やその実態、AHTを回避するための各機関での対応のポイント、司法との連携の在り⽅、市町村での予
防的かかわりとAHT対応後のフォロー体制

関係機関（全般） 2 ・関係機関との協⼒体制。受傷機転判明につなげるケースワーク
・警察への通告、関係機関との連携、⼀時保護や施設⼊所時の保護者と児童との⾯会について

警察との連携 7 ・受理時における警察との連携の参考事例、セカンドオピニオン利⽤の実情
・医療機関、警察との連携の好事例。保護者への⽀援の好事例。市町村での地域での⾒守りの好事例

医療機関との連携 12 ・医療機関との連携について
・初期調査段階で医療機関（特に対応に慣れていない医療機関）に依頼すべき検査項⽬、注意点など

検察との連携 1 ・警察、検察庁、児童相談所との連携のあり⽅

司法との連携 1 ・セカンドオピニオンにおける各領域の専⾨医の適切な選択と活⽤やその実態、AHTを回避するための各機関での対応のポイント、司法との連携の在り⽅

市区町村との連携 2
・医療機関、警察との連携の好事例、保護者への⽀援の好事例、市町村での地域での⾒守りの好事例
・セカンドオピニオンにおける各領域の専⾨医の適切な選択と活⽤やその実態・AHTを回避するための各機関での対応のポイント・司法との連携の在り⽅・市町村での予防
的かかわりとAHT対応後のフォロー体制
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18） 家族の抱える課題（自由記述）

AHT ケースにおける家族の抱える課題について、自由記述の形式で回答を得た。回答

をカテゴリーに応じてコーディングし、分類して集計したところ、以下のような結果を

示した。

図図表表   6622 家家族族のの抱抱ええるる課課題題

19） 成果物に収載してほしい事項（自由記述）

成果物に収載してほしい事項について、自由記述の形式で回答を得た。回答をカテゴ

リーに応じてコーディングし、分類して集計したところ、以下のような結果を示した。

⼤カテゴリ ⼩カテゴリ ケース数 回答例

家族―親族の関係性 12 ・祖⽗の事業失敗後、祖⽗⺟関係が悪化し暴⼒を伴うDV関係のなかで⺟が育ったため、⺟と祖⺟の信頼関係も希薄だった。
・表⾯化はしていないが、⺟⽅親族や⺟と⽗⽅親族との葛藤的な関係性。

孤⽴・協⼒者不⾜ 12 ・⽗⺟の離婚によって親族関係が希薄となり、⽀援者が不⾜していた。
・⽗⺟の関係不和であり、また、親族間での協⼒体制もない。

経済的問題 4 ・経済的にも不安定である。
・⾦銭的課題（貧困世帯）

夫婦の関係性 19 ・⺟が⽗に固執しており、夫婦間に⾃然と上下関係が⽣まれていること。
・⽗⺟の関係性。特に⺟が⽗の関⼼を惹くことに執着しており、児童への嫌悪感が強かったこと。

⽗の不参加・協⼒不⾜ 7 ・⽗は仕事や家事に⾮協⼒的で，元々養育能⼒の低い⺟に負担が⼤きかった。
・⾃ら積極的に動こうとしない実⽗の育児態度に実⺟は不満を募らせていた。

知識やスキルの不⾜ 11 ・第⼀⼦であり養育に不慣れであった。
・家庭内の事故防⽌に対する意識が⼗分でなかったことが分かった。

メンタル不調や体調不良 6 ・⺟親の精神不安定。
・⻑期間にわたって精神疾患のある⺟とそれを⽀える⽗。

意識の低さ 5 ・第1⼦養育の際は問題なく過ごしたことから、２児の養育となった際の安全配慮に⽋け、慣れや油断があったこと。
・⼩学⽣のきょうだいに児童の⾯倒をゆだね、夜勤明けの⽗が転寝をしてしまった。

⼦どもへの愛着不⾜ 2 ・家族の本児への愛着がなく、本児の⼼配するような⾔動が全くなくなってしまっている。
・⼀時保護による分離期間に⽣じた断然に対する親⼦の関係性への不安があり、親へのサポートの必要性について留意した。

保護者の特性や状況、過
去に受けた虐待等 15 ・⺟⾃⾝ネグレクトに近い環境で育っており、⺟のモデルがない。

・⽗⾃⾝の発達の特徴がある。

援助希求の弱さ 3 ・保護者の援助希求の弱さ。
・⺟親⾃⾝、⼦育てのストレスを⽗⽅祖⽗⺟にはなかなか表出できずにいたこと。

被害児童の特性や状況等 2 ・⼦どもの先天的な障害により、受傷を負いやすい体質であることが分かった。
・⼀時保護をすることで保護者も気が付かなかった⼦ども特性がわかり、これを踏まえて今後の対策をたてることができた。

きょうだいの養育問題 4 ・多⼦家庭。年齢の近い⼦供の養育環境。
・ステップファミリーとして、きょうだいの養育に関する悩み

関係性や状況のこと

保護者⾃⾝のこと

⼦どものこと
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図図表表   6633 成成果果物物にに収収載載ししててほほししいい事事項項

その他、自由記述式で得られた回答は、「虐待による乳幼児頭部外傷事案（AHT）の

パターン別・児童相談所における対応の工夫」を作成する際、ケースワークのノウハウ

として参考にする形で活用した。

カテゴリー 該当数 主な記述

参考事例 13 ・具体的な事例を何例か記載してほしい
・具体的事例に基づいたノウハウ集

判例 8 ・最近の裁判例なども掲載されたものにしていただきたい
・AHT及びSBS事案において児童相談所の決定が覆された公判概要とその結果

医学的知⾒ 7
・SBSについて3要件以外にも注意すべき特徴 3要件が揃っていたとしてもSBSと判断すべきではない条件
・AHT事例の通告を受けた際に、積極的に虐待を疑うべき事例の特徴（脳出⾎や浮腫の程度が深刻である、等）と、必ずしも虐待とは⾔い切れない事例の特徴
（程度が軽い、中村１型による急性硬膜下⾎腫、等）の例⽰

AHT対応可能な医療
機関の⼀覧（セカンド
オピニオン含む）

10 ・セカンドオピニオンを受託可能な医療機関
・虐待によるAHTに対応が可能な医療機関、医師の名簿

ケースワーク（全般） 12
・基本的な対応についてフロー図により発⾒からケース終了までの流れと、段階ごとの確認のポイントが⽰されるとわかりやすい
・AHTケースの再統合や判断の進め⽅については現⾏の「⼦どもの虐待対応の⼿引き」にも、⼀定の記載はあるが、事例も挙げて具体的な内容を収載していただきたい

調査・情報収集 5
・現場検証をどのように⾏っているか（医療機関からの情報と、養育者からの聞き取り調査以外にどのようなデータをとっているか）
・居合わせた保護者等が「加害しておらず受傷場⾯の⽬撃もしていない」と申し⽴てた場合の事実確認の⼿順。保護者等が事故による外傷と申し⽴てた場合の、受傷
状況調査のポイント（どのようなことを確認すればよいか）

セカンドオピニオンの活
⽤・⽅法 5

・①セカンドオピニオン依頼にあたって医療機関に情報提供依頼する場合の⽅法、②セカンドオピニオンの鑑定意⾒によっても加害（もしくは事故）とは断定できない場
合どう判断しているか
・セカンドオピニオンの活⽤状況、依頼可能医療機関・医師等の情報

受傷機転の⾒⽴ての
仕⽅ 4 ・AHTの症状のなかで虐待を強く疑うべき症状や状況、虐待の有無の判断基準など

・関係機関との協⼒体制。受傷機転判明につなげるケースワーク

⼀時保護の要否 1 ・⼀時保護要否の判断に当たっての基準や材料。家庭復帰にあたり、リスクとストレングスをどのように考えるか

受傷機転不明の場合
の対応 2

・症状はAHTを疑うに⼗分なものであるが，受傷起点が最後まで不明であるケースの対応について
・SBSの通告ケースで、硬膜下出⾎や脳浮腫、眼底出⾎があるものの、重篤でなく後遺症もみられない状態で、調査の結果、受傷機転が明らかでないケースについてそ
の後の⽀援をどのように展開していくのか

保護者対応 2
・調査保護に執拗に苦情を申し⼊れる医師の存在もあり、AHT事例の基本的な対応⼿順は必要。初期の丁寧な社会調査と保護者対応、セカンドオピニオン医との協⼒
体制は⽋かせない
・医療機関、警察との連携の好事例。保護者への⽀援の好事例。市町村での地域での⾒守りの好事例。

⾯会・交流対応 2 ・⼀時保護委託先である乳児院での親⼦交流の可否（交流の持ち⽅について）
・警察への通告、関係機関との連携、⼀時保護や施設⼊所時の保護者と児童との⾯会について

家庭復帰時のポイント 2 ・家庭復帰の際に気をつける点などで事例を挙げていただけると幸いです
・⼀時保護要否の判断に当たっての基準や材料。家庭復帰にあたり、リスクとストレングスをどのように考えるか

フォロー・⾒守り体制 2 ・セカンドオピニオンにおける各領域の専⾨医の適切な選択と活⽤やその実態、AHTを回避するための各機関での対応のポイント、司法との連携の在り⽅、市町村での予
防的かかわりとAHT対応後のフォロー体制

関係機関（全般） 2 ・関係機関との協⼒体制。受傷機転判明につなげるケースワーク
・警察への通告、関係機関との連携、⼀時保護や施設⼊所時の保護者と児童との⾯会について

警察との連携 7 ・受理時における警察との連携の参考事例、セカンドオピニオン利⽤の実情
・医療機関、警察との連携の好事例。保護者への⽀援の好事例。市町村での地域での⾒守りの好事例

医療機関との連携 12 ・医療機関との連携について
・初期調査段階で医療機関（特に対応に慣れていない医療機関）に依頼すべき検査項⽬、注意点など

検察との連携 1 ・警察、検察庁、児童相談所との連携のあり⽅

司法との連携 1 ・セカンドオピニオンにおける各領域の専⾨医の適切な選択と活⽤やその実態、AHTを回避するための各機関での対応のポイント、司法との連携の在り⽅

市区町村との連携 2
・医療機関、警察との連携の好事例、保護者への⽀援の好事例、市町村での地域での⾒守りの好事例
・セカンドオピニオンにおける各領域の専⾨医の適切な選択と活⽤やその実態・AHTを回避するための各機関での対応のポイント・司法との連携の在り⽅・市町村での予防
的かかわりとAHT対応後のフォロー体制
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第４章 ヒアリング調査

１ 目的

AHT ケースについて、アンケート調査の回答を掘り下げて、より詳細な成果物に資す

る情報を得るため、所内の体制、終結に至るまでの一連の対応（ケースワーク）、ケー

スワーク上の対応のヒントやノウハウを聴取することを目的に、ヒアリング調査を実施

した。

２ 調査の概要

(1) ヒアリング調査の対象

ヒアリング調査の対象は、アンケート調査の回答内容を踏まえ、検討委員会での議論

を経た上で AHT のケースワークについて豊富な経験を有すると見込まれる児童相談所

10 所を選定した。

(2) 調査の実施時期

 2022 年 12 月下旬～2023年１月下旬

(3) 調査の方法

ヒアリングはオンライン形式にて、半構造化面接技法を用いて実施した。

(4) 調査項目

主なヒアリング項目は、以下の通りである。

図図表表   6644 ヒヒアアリリンンググ調調査査項項目目

項目カテゴリー 質問内容

１．基本情報 ヒアリング調査協力者について

・ 児童虐待事案への対応経験年数

・ 有する資格、専門性

・ これまでに対応した AHT ケースの概数

２．所内の AHTケー 所内の AHTケース対応体制について
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項目カテゴリー 質問内容

ス対応体制 ・ AHT ケースへの対応の流れと対応体制（所内メンバーの

数や体制、役割分担、関係機関との役割分担）

・ AHT 対応マニュアルを整備している場合、対応マニュア

ルの内容、マニュアル策定の背景

・ AHT 事案への対応に関する勉強会などを実施している場

合、勉強会等の研修の内容、参加者、開催頻度、開催の

背景

３．支援方針検討か

ら支援実施中の事

項

アンケート調査において回答したケースから、終結まで進ん

だものを一つ取り上げて下記の項目への回答を依頼した。

・ ケースの概要（児童や保護者・世帯の状況等）

・ 通告受理から終結までの当該ケースワークの流れ（貴所

が対応した内容）、対応中に連携した機関（タイミング

及び役割分担）

・ （上記ケースワークの流れの中で行った対応について）

なぜ、そのように対応したのか（理由（アセスメント結

果）やケースワーク上の着眼点

・ 当該ケースワークにおいて、困難である／重要であると

感じたポイント

・ 上記の困難である／重要であると感じたポイントでの

対応策、工夫

・ 広く、AHTケースワークにおいて課題と感じる点

３ 結果

ヒアリング調査の結果を、(1)所内の AHT ケース対応体制、(2)AHTケースワークから

の学び、（3）AHTケースワークの課題の順に述べる。

なお、以下に記載する事項はヒアリング対象とした児童相談所の個別の回答や主旨が

共通する回答をまとめたものであり、ケースにおける関係者のプライバシーに配慮し、

ヒアリング内容から個人や対応した児童相談所が特定できないよう配慮している。

（１） 所内の AHTケース対応体制

ヒアリング調査の結果、「基本的な体制としては AHT 事案も他の虐待事案と同様であ

る」といった回答をした児童相談所が 10 所中 7 所と過半数を超えており、AHT 事案に
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(3) 調査の方法
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対して、既存の所内体制や枠組みの中で対応を工夫して対応にあたっている状況が明ら

かになった。

 医医療療分分野野やや司司法法分分野野のの知知見見をを補補完完すするる体体制制作作りりががさされれてていいるる。。

ヒアリング調査を実施した 3 所においては、AHT ケースの場合、保健師等の資格を持

つ医療分野に知見のある職員を体制に加える、警察出身の職員を窓口に警察と協働して

対応する、弁護士の資格を持つ司法分野に知見のある職員が児童福祉司と協働して対応

するなど、医療機関や警察との連携を想定し、医療や司法分野の専門性を AHTケースへ

の対応に援用していた。その他の所においても、「AHT事案の通告元は医療機関が多い」、

「初期対応においてセカンドオピニオンを必要とする場合が多い」、「AHT事案について

は警察に情報提供をすることとしている」などの回答が得られ、医療機関や司法・警察

との連携・調整を図る所内体制は AHTケースの対応を行う上で必須であると多くの児童

相談所が認識していた。

 AAHHTT ケケーーススをを重重篤篤事事案案とと捉捉ええてて対対応応すするる体体制制がが求求めめらられれるる

ヒアリング調査の結果、児童相談所において、AHT事案は命に関わるけがとしてハイ

リスクで重大な事案である、あるいは、重大事案につながる可能性があると考えられて

いることが明らかになった2。AHTケースのケースワークについては、子どもの安全や命

に関わるハイリスクで重大な事案であることや、上述した医療・司法との連携が要請さ

れる点、調査を尽くしたとしても受傷機転が明らかにならない（特定できない）ことが

多い点などを加味し、難易度の高いケースワークと認識され、「複数人でケースを担当

する」、「SVや SV 補佐が積極的に関わる」、「専門性を持つ職員メンバーをチームに加え

る」など、難易度の高いケースワークに応じられるような体制を整備する姿勢がとられ

ていた。

 AAHHTT 対対応応ママニニュュアアルルやや研研修修をを整整備備ししてていいるる児児童童相相談談所所はは少少ななくくニニーーズズががああるる

 AHT ケースは稀なケースであり、所内においてケースワークの経験や最新の知見が蓄

積されにくく、必要な時に参照できるマニュアルや定期的に AHT に関する知識を学べ、

他所のケースワークを共有できる研修のような機会を望む意見が多々あり、対応マニュ

アルや研修等のニーズがあることが分かった。

2 中には、けがの程度自体は重篤なものではないが、頭部にけががあること自体を重大な事案として取り
扱う事例も聞かれた。
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（２） AHT ケースワークからの学び

ヒアリング調査において、各児童相談所が挙げた 10 ケースの被害児童の年齢は 0歳

児が 6 件、2 歳児が 1 件、3 歳児が 1 件、5 歳児が 1 件であった。通告元は、医療機関

が 6 件、警察が 1件、市区町村が 3 件であった。さらに、10ケースの特徴について、受

傷状況について保護者から合理的な説明があったものは 3件、合理的な説明がなかった

ものは 7 件であり、児童相談所のけがの原因の見立てとして、加害によるもの（加害に

よる可能性が高いもの含む）が 4件、安全配慮の怠りによるもの（安全配慮の怠りによ

る可能性が高いもの含む）が 3件、不明のものが 3 件であった。保護者の児童相談所へ

の対応の姿勢については、受容的なものが 3 件、拒否的なものが 2 件、その間を揺れ動

くものが 5件であった。

以下、ヒアリング調査に置いて聴取した、各児童相談所におけるケースワーク（10ケ

ース）から得た学びとして、AHTケースへの対応における留意点や工夫点を示す。なお、

ヒアリング調査で聴取した内容（概要）は、匿名化し、イタリック（斜体）にして記載

している。

 複複数数のの関関係係機機関関とと連連携携ししてて協協働働すするる際際、、各各々々のの役役割割分分担担をを明明確確ににししてて調調整整をを図図るる

AHT ケースの多くは乳幼児で受傷状況を説明できない乳幼児であり、かつ命に関わる

重大且つハイリスクなケースであることが多く、通告受理、調査、援助方針の決定、実

際の援助開始からその後のフォローアップにおいても、保護者も交えて複数の関係機関

と協働して動く必要があることが分かった。各関係機関の支援状況などの情報をすべて

収集した上で協力を得て進めることで、ケースワークが行いやすくなるという声も聞か

れた。また、特に、通告受理から援助方針の決定までにおいて、施設入所等の親子が分

離する措置を実施するか家庭復帰とするかで関係機関と意見が分かれることもあり、調

整に苦慮するという意見が聞かれた。その工夫点として挙げられたのが、各関係機関の

役割分担を明確にした上で、児童相談所の機能、役割や目的を伝えて理解を得るという

ことであった。

 過去の事実を把握するために児童相談所は調査を実施するが、捜査機関として

真実を明らかにすることは警察が長けており、そこから判明した事実から児童

相談所が子どもの安全を確保するという福祉的観点で援助方針を立てていく。

 医療機関は子どものけがや病気の状態に対し医学的な判断や診断、治療をする

こと、警察は犯罪と思われる事案に対し捜査を実施すること、児童相談所は子

どもの安全を確保する福祉的な介入支援を行うこと、各々の役割分担を日頃か

ら認識することが調整に役立つ。
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といった、組織としての機能や役割を意識するものがあった。また、具体的な動きとし

て、各関係機関と児童相談所が細かく役割分担を調整して対応している例もあることが

分かった。特に、医療機関との良好な関係は不可欠であると多くの児童相談所が述べて

おり、入院中に一時保護の実施・告知等をする場合は入念にスケジュールや動き方等を

調整するケースがほとんどであった。また、

 一時保護の解除の段階において、病院や警察だけでなく市の担当課等の関係部

門や保護者も含めて、個別ケース検討会議や合同ミーティング等を行った。

 調査実施において、児童相談所の調査結果に関しては、受診した病院や保健セ

ンター、市町村へ随時フィードバックを行っていた。

など、各ケースワークの段階で密に連携している事例がみられた。

さらに、各関係機関が協働してケースワークにあたることによって、保護者対応にお

いて、児童相談所以外の関係機関が関わっていることを認識すると、児童相談所の対応

の正当性や位置づけを理解してもらいやすくなり、ケースワークがスムーズに進むとい

う声もあった。

 医医学学的的診診断断だだけけででななくく、、社社会会調調査査等等もも踏踏ままええたた総総合合的的なな判判断断でで援援助助方方針針をを決決定定すするる

AHT ケースへの対応において、下記のように、通告元やセカンドオピニオン先の医学

的診断は当面の対応方針の組み立ての判断材料として必要視されるものであった。

 一時保護解除の判断基準としては、児相側で依頼する医学的調査が一定終了し

ていることが必須。断定はできないとしても、事故と虐待のどちらの可能性が

高いのかで援助の方向性が変わってくる。

 ほとんどの場合が受傷の状況がわからないことが多い。明らかに保護者の説明

内容と受傷原因・状況が相違ないと医学的判断があるならば、その状況が起こ

らないためにはどうすればよいかという方向性で支援が動いていく。

 加害が疑わしいのか、事故や病気の可能性が大きいのか、家に返せるのか返せ

ないのか判断するためにセカンドオピニオンの鑑定が必要であった。

 病院の見立てがしっかりないと援助方針が組み立てられないと考えているた

め、病院と連携し、説明のできる診断が得られるというのが大前提だと思う。

通告元やセカンドオピニオン先の医療機関から、子どもの状態についての医学的診断

を得るための体制を整えることは必須であるが、医学的診断によっても加害行為を断定

できない場合がある点に鑑みて、児童相談所における社会調査をはじめとしたさまざま

な側面からの評価が重要であることが多数の児童相談所から挙がった。具体的に、

 市役所の保健師が養育能力も含め心配な家庭として頻繁に訪問しており、元々

繋がりがある家庭であった。今回のケースについては、一時保護をする以前に

も保護者から本児を預かってほしいなどの相談もあり、これまでの相談履歴等
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も含めて援助方針を決定した。

 元々の養育能力に課題があり、下の子も手がかかる中、本児もまだ成長過程で

ありすぐ落ち着くような状況ではなかった。家に返したら同じようなけがをす

る可能性があるとして、在宅支援よりも施設入所が望ましいということで関係

機関とも話を進めた。

 保護者の育児に関する困り感として、本児の発達がゆっくりであること、多動

の傾向があるといったことがあり、叱る時につい手をあげてしまう状況があっ

た。今後、本児が在宅することで虐待がエスカレートしていくことを懸念し、

母親と話をした上で、施設入所とする方針となった。母親の育児に無理のない

ような形となるよう対応した。

 医療機関の見立てを参考にしたということは大きかったが、初期調査において

市に確認をする中で、母子保健の情報でハイリスク妊婦と診断された経過があ

ったことを考慮に入れて、一時保護をしないという選択肢はなかった。

 保護者と虐待の有無についてのみ焦点をあてた面接をすると、対立関係になる

ばかりで、深い背景を探ることが難しくなってしまうため、虐待の観点のみに

焦点を当てるのではなく、家庭の状況（家庭環境、保護者の人柄、成育歴、養

育力、保護者の親の関係性等）に目を向けた調査を行うことをしている。また、

児童相談所職員の立会いのもとで面会交流を実施することで、親子関係や育児

手技についてもアセスメントすることができる。

など、市町村からの家庭による住基情報やこれまでの相談履歴、面会交流での親子のか

かわりの様子、子どもの状態、保護者の様子等、総合的な判断をもって援助方針を決定

していることがわかった。

 受受傷傷状状況況のの解解明明ののみみにに捕捕わわれれずず、、児児童童相相談談所所がが本本来来的的にに目目指指すす子子どどもものの安安全全確確保保をを

中中心心にに据据ええたたケケーーススワワーーククをを進進めめるる

 AHT ケースへの対応の中で受傷状況の解明のみに終始してしまうと、児童相談所が本

来的に目指す子どもの安全確保を中心に据えたケースワークが実施しづらくなるため、

受傷状況の解明と子どもの安全を確保することは切り離して考えており、ある一定の段

階で、けがの原因が加害によるものかそうでないかを追求することから子どもの安全確

保を志向する対応へと切り替えているということが聞かれた。

 「将来にわたって子どもの安全を確保すること」と「過去の事実を明らかにす

ること」とは、自分は頭の中で分けて考えている。

 途中から子どもの安全確保へと方向性をシフトした。「今回で受傷状況を明ら

かにする面接を終え、子どもの安全確保のために今後のことを考えていきまし

ょう」と児相の方針を伝えた。
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といった、組織としての機能や役割を意識するものがあった。また、具体的な動きとし

て、各関係機関と児童相談所が細かく役割分担を調整して対応している例もあることが

分かった。特に、医療機関との良好な関係は不可欠であると多くの児童相談所が述べて

おり、入院中に一時保護の実施・告知等をする場合は入念にスケジュールや動き方等を

調整するケースがほとんどであった。また、

 一時保護の解除の段階において、病院や警察だけでなく市の担当課等の関係部

門や保護者も含めて、個別ケース検討会議や合同ミーティング等を行った。

 調査実施において、児童相談所の調査結果に関しては、受診した病院や保健セ

ンター、市町村へ随時フィードバックを行っていた。

など、各ケースワークの段階で密に連携している事例がみられた。

さらに、各関係機関が協働してケースワークにあたることによって、保護者対応にお

いて、児童相談所以外の関係機関が関わっていることを認識すると、児童相談所の対応

の正当性や位置づけを理解してもらいやすくなり、ケースワークがスムーズに進むとい

う声もあった。

 医医学学的的診診断断だだけけででななくく、、社社会会調調査査等等もも踏踏ままええたた総総合合的的なな判判断断でで援援助助方方針針をを決決定定すするる

AHT ケースへの対応において、下記のように、通告元やセカンドオピニオン先の医学

的診断は当面の対応方針の組み立ての判断材料として必要視されるものであった。

 一時保護解除の判断基準としては、児相側で依頼する医学的調査が一定終了し

ていることが必須。断定はできないとしても、事故と虐待のどちらの可能性が

高いのかで援助の方向性が変わってくる。

 ほとんどの場合が受傷の状況がわからないことが多い。明らかに保護者の説明

内容と受傷原因・状況が相違ないと医学的判断があるならば、その状況が起こ

らないためにはどうすればよいかという方向性で支援が動いていく。

 加害が疑わしいのか、事故や病気の可能性が大きいのか、家に返せるのか返せ

ないのか判断するためにセカンドオピニオンの鑑定が必要であった。

 病院の見立てがしっかりないと援助方針が組み立てられないと考えているた

め、病院と連携し、説明のできる診断が得られるというのが大前提だと思う。

通告元やセカンドオピニオン先の医療機関から、子どもの状態についての医学的診断

を得るための体制を整えることは必須であるが、医学的診断によっても加害行為を断定

できない場合がある点に鑑みて、児童相談所における社会調査をはじめとしたさまざま

な側面からの評価が重要であることが多数の児童相談所から挙がった。具体的に、

 市役所の保健師が養育能力も含め心配な家庭として頻繁に訪問しており、元々

繋がりがある家庭であった。今回のケースについては、一時保護をする以前に

も保護者から本児を預かってほしいなどの相談もあり、これまでの相談履歴等
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も含めて援助方針を決定した。

 元々の養育能力に課題があり、下の子も手がかかる中、本児もまだ成長過程で

ありすぐ落ち着くような状況ではなかった。家に返したら同じようなけがをす

る可能性があるとして、在宅支援よりも施設入所が望ましいということで関係

機関とも話を進めた。

 保護者の育児に関する困り感として、本児の発達がゆっくりであること、多動

の傾向があるといったことがあり、叱る時につい手をあげてしまう状況があっ

た。今後、本児が在宅することで虐待がエスカレートしていくことを懸念し、

母親と話をした上で、施設入所とする方針となった。母親の育児に無理のない

ような形となるよう対応した。

 医療機関の見立てを参考にしたということは大きかったが、初期調査において

市に確認をする中で、母子保健の情報でハイリスク妊婦と診断された経過があ

ったことを考慮に入れて、一時保護をしないという選択肢はなかった。

 保護者と虐待の有無についてのみ焦点をあてた面接をすると、対立関係になる

ばかりで、深い背景を探ることが難しくなってしまうため、虐待の観点のみに

焦点を当てるのではなく、家庭の状況（家庭環境、保護者の人柄、成育歴、養

育力、保護者の親の関係性等）に目を向けた調査を行うことをしている。また、

児童相談所職員の立会いのもとで面会交流を実施することで、親子関係や育児

手技についてもアセスメントすることができる。

など、市町村からの家庭による住基情報やこれまでの相談履歴、面会交流での親子のか

かわりの様子、子どもの状態、保護者の様子等、総合的な判断をもって援助方針を決定

していることがわかった。

 受受傷傷状状況況のの解解明明ののみみにに捕捕わわれれずず、、児児童童相相談談所所がが本本来来的的にに目目指指すす子子どどもものの安安全全確確保保をを

中中心心にに据据ええたたケケーーススワワーーククをを進進めめるる

 AHT ケースへの対応の中で受傷状況の解明のみに終始してしまうと、児童相談所が本

来的に目指す子どもの安全確保を中心に据えたケースワークが実施しづらくなるため、

受傷状況の解明と子どもの安全を確保することは切り離して考えており、ある一定の段

階で、けがの原因が加害によるものかそうでないかを追求することから子どもの安全確

保を志向する対応へと切り替えているということが聞かれた。

 「将来にわたって子どもの安全を確保すること」と「過去の事実を明らかにす

ること」とは、自分は頭の中で分けて考えている。

 途中から子どもの安全確保へと方向性をシフトした。「今回で受傷状況を明ら

かにする面接を終え、子どもの安全確保のために今後のことを考えていきまし

ょう」と児相の方針を伝えた。
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 なるべく面接において「加害をしたかしていないか、虐待したかしていないか」

という話だけで面接を重ねないようにしている。

その理由として、受傷状況を明らかにするための面接を続けても、保護者が否認し続

ける場合などにおいては話が平行線となり、保護者との対立関係を深めるだけでケース

ワーク上のメリットとならないといった意見もあれば、加害なのかどうかの論点にかか

わらず、他にも子どもの安全確保において考えなければならない点（加害にいたる保護

者や家庭の状況、背景、プロセス、また、関係機関とのかかわり、児童相談所の支援に

対してどのような姿勢でいるか等）は多々あり、けがの原因が加害によるものであるか

ら家庭に戻さない／けがが事故によるものであるから家庭へと戻すといった形で単純

に分岐できるものでもないといった意見もあった。

また、受傷状況を明らかにせずとも、保護者と協働して子どもの安全確保を目指すと

いったアプローチを実施していくことは可能であり、

 はっきり黒か白か区別がつけられないケースもあるが、保護者の加害は分から

なくとも、「子どもがけがをしたという不適切な状態になっている点」に対し

ての指導はかけられる。

 明確に加害の事実認定はできないものの、保護者には常に「二度とこういうこ

とが起こらないように、児相が関わる必要がある」ことを伝えている。すると、

保護者としてもそこは否定できないので、「そうですよね」と協働する形でま

とまる。

 加害行為の有無にかかわらず、児相は何を心配しているのか（伝え）、子どもの

今後の発達や人生について心配しており、そのことについて何とか保護者とチ

ャンネル合わせることのできる面接の展開を心がけている。来所の面接、病院

での面接、家庭訪問等、面接の形だけでも色々なやり方があるので、流れを工

夫しながら取り組んでいる。

といったように、児童相談所には、子どもの再受傷を防いで安全確保策を講ずる役割が

あること、そしてそれは保護者も同じであることを伝え、保護者との協働体制を構築で

きるよう工夫する児童相談所が複数あった。中には、保護者（加害者）に対する個人的

な感情と福祉の専門家としての役割を切り離すことの重要性について挙げる所もあっ

た。

また、AHT ケースの対応に限ったことではないと思われるが、児童相談所にとって、

子どもの安全確保のために、保護者と協力関係を結んでいくことが重要であるといった

意見も聞かれた。

 児童相談所の指導を保護者に受け入れて実践してもらうためには、保護者の養

育にメリットがあることを保護者に実感してもらい、信じてもらう必要がある。

保護者が、「下手なことをしたら児相に一時保護させられてしまう。」と思わせ

るだけの信頼関係となってしまうと保護者は児相に真実を隠すようになる。
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また、けがの原因が加害行為によるものなのかどうかは重要な着眼点ではあるが、「一

番重要なこと」ではなく、その家庭の背景が分かるかどうかが重要であるといった、AHT

ケースのケースワークの根幹を成す考え方が聞かれた。

 保護者に被虐体験がある場合など、保護者が虐待を認めることには時間を要す

ることがある。そのため、保護者が虐待を認めないから支援ができないという

のではなく、保護者が虐待を認めることができない背景に着眼すること、保護

者自身の抱える矛盾や生きづらさについても理解をする必要がある。

 AHT ケースは虐待があったかどうかに着眼されやすいし、医学的な議論に巻き

込まれることもあるが、医学的な情報は児童相談所が必要とする情報の一部で

しかなく、家族が抱える課題に対するアセスメントが大切である。虐待か事故

かを明らかにすることは、再受傷を防ぐために必要ではあるけれども、子ども

が家庭内で受傷するに至った要因へとアプローチする方が根本的な解決に近

い。その要因に如何にアプローチできるかの方が大切である。

（３） AHT ケースへの対応における課題

ヒアリング調査の結果、ほぼすべての児童相談所が AHT ケースの対応に課題を感じて

おり、その多くは、子どもの命に関わる重大なけがが生じているにも関わらず受傷状況

が不明となる場合が多いという特徴に起因するものだった。

 受受傷傷状状況況がが不不明明なな場場合合、、児児童童相相談談所所ににおおいいてて当当面面のの対対応応方方針針やや援援助助方方針針をを検検討討すするる

際際のの種種々々のの判判断断がが難難ししくくななるる

けがの原因が加害行為によるものなのか、安全配慮の怠りによるものなのかによって、

子どもの安全確保策を検討する際のポイントが異なり、当面の対応方針や援助方針を検

討する際の種々の判断に関わってくる。そのため、受傷状況が不明である場合には判断

が難しくなるとの意見が多数あった。けがが加害行為によるものであれば、子どもの安

全確保を第一に考えることから加害者との分離が検討され、安全配慮の怠りによるもの

であれば家庭における安全確保策を講ずる際に、けがの原因となった状況を改善させる

ことを検討する。このように種々の判断をする際の重要な手がかりとなり得る点が不明

確な中で、検討を進めていかなければならないことに課題を感じていた。

 医医療療機機関関やや警警察察ををははじじめめととししたた複複数数のの関関係係機機関関ととのの連連携携やや調調整整がが必必要要でであありり、、そそのの

対対応応にに苦苦慮慮すするる

 AHT ケースは受傷状況を明らかにするために、通告元やセカンドオピニオン依頼先で

ある医療機関や捜査機関である検察・警察との連携が必要となるケースが多い。それぞ

れにおいて医療や司法領域の専門性を要する判断が求められる場面があることから、
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 なるべく面接において「加害をしたかしていないか、虐待したかしていないか」

という話だけで面接を重ねないようにしている。

その理由として、受傷状況を明らかにするための面接を続けても、保護者が否認し続

ける場合などにおいては話が平行線となり、保護者との対立関係を深めるだけでケース

ワーク上のメリットとならないといった意見もあれば、加害なのかどうかの論点にかか

わらず、他にも子どもの安全確保において考えなければならない点（加害にいたる保護

者や家庭の状況、背景、プロセス、また、関係機関とのかかわり、児童相談所の支援に

対してどのような姿勢でいるか等）は多々あり、けがの原因が加害によるものであるか

ら家庭に戻さない／けがが事故によるものであるから家庭へと戻すといった形で単純

に分岐できるものでもないといった意見もあった。

また、受傷状況を明らかにせずとも、保護者と協働して子どもの安全確保を目指すと

いったアプローチを実施していくことは可能であり、

 はっきり黒か白か区別がつけられないケースもあるが、保護者の加害は分から

なくとも、「子どもがけがをしたという不適切な状態になっている点」に対し

ての指導はかけられる。

 明確に加害の事実認定はできないものの、保護者には常に「二度とこういうこ

とが起こらないように、児相が関わる必要がある」ことを伝えている。すると、

保護者としてもそこは否定できないので、「そうですよね」と協働する形でま

とまる。

 加害行為の有無にかかわらず、児相は何を心配しているのか（伝え）、子どもの

今後の発達や人生について心配しており、そのことについて何とか保護者とチ

ャンネル合わせることのできる面接の展開を心がけている。来所の面接、病院

での面接、家庭訪問等、面接の形だけでも色々なやり方があるので、流れを工

夫しながら取り組んでいる。

といったように、児童相談所には、子どもの再受傷を防いで安全確保策を講ずる役割が

あること、そしてそれは保護者も同じであることを伝え、保護者との協働体制を構築で

きるよう工夫する児童相談所が複数あった。中には、保護者（加害者）に対する個人的

な感情と福祉の専門家としての役割を切り離すことの重要性について挙げる所もあっ

た。

また、AHT ケースの対応に限ったことではないと思われるが、児童相談所にとって、

子どもの安全確保のために、保護者と協力関係を結んでいくことが重要であるといった

意見も聞かれた。

 児童相談所の指導を保護者に受け入れて実践してもらうためには、保護者の養

育にメリットがあることを保護者に実感してもらい、信じてもらう必要がある。

保護者が、「下手なことをしたら児相に一時保護させられてしまう。」と思わせ

るだけの信頼関係となってしまうと保護者は児相に真実を隠すようになる。
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また、けがの原因が加害行為によるものなのかどうかは重要な着眼点ではあるが、「一

番重要なこと」ではなく、その家庭の背景が分かるかどうかが重要であるといった、AHT

ケースのケースワークの根幹を成す考え方が聞かれた。

 保護者に被虐体験がある場合など、保護者が虐待を認めることには時間を要す

ることがある。そのため、保護者が虐待を認めないから支援ができないという

のではなく、保護者が虐待を認めることができない背景に着眼すること、保護

者自身の抱える矛盾や生きづらさについても理解をする必要がある。

 AHT ケースは虐待があったかどうかに着眼されやすいし、医学的な議論に巻き

込まれることもあるが、医学的な情報は児童相談所が必要とする情報の一部で

しかなく、家族が抱える課題に対するアセスメントが大切である。虐待か事故

かを明らかにすることは、再受傷を防ぐために必要ではあるけれども、子ども

が家庭内で受傷するに至った要因へとアプローチする方が根本的な解決に近

い。その要因に如何にアプローチできるかの方が大切である。

（３） AHT ケースへの対応における課題
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AHT ケースのケースワークは難易度の高いものと考えている児童相談所が多かった。ま

た、関係機関と協働して動くことも多く、児童相談所の援助方針について、関係機関の

理解が得られなかったり、複数の関係機関間で見立てや援助方針の意見が異なる場合が

あったり、それらの調整に苦慮する場面も課題として挙げられていた。このように、複

数の関係機関と連携して AHT ケースを対応することによって、児童相談所と保護者の二

者関係を中心にケースワークを進められない点にもどかしさを感じる部分はあるもの

の、一方で、複数の関係機関と連携することで、保護者との敵対的な関係が緩和された

り、専門的で多角的な判断が可能になったり、それぞれの機関の強みを活かしながら対

応できたりするといった点を利点と考えている所もあった。

 受受傷傷状状況況のの解解明明ののみみにに論論点点がが終終始始ししててししままいい、、ケケーーススワワーーククがが進進みみづづららいい場場合合ががああ

るる

 AHT ケースは受傷状況によって当面の対応方策が変わる場合もあることから、受傷状

況の解明のみが重要視され、論点がそこに終始してしまい、子どもの安全を守るという

児童相談所が行う本来の取組が疎かになる恐れがあるといった課題があげられた。保護

者との関係においても、保護者が加害行為をしたかどうかを明らかにするための面接を

続けていると、児童相談所と保護者の対立関係が深まるばかりで、子どもや家庭の状況

等が看過され、児童相談所が本来的に目指すケースワークが進まなくなるという意見も

あった。受傷状況の解明のみに議論が集中してしまうといった課題は、保護者に対する

児童相談所の助言・指導に限ったものではないとの意見もあり、AHT ケースは、医療、

司法分野での論争や AHT/SBS 裁判等の判例からも世論として耳目を集めやすい。そのよ

うな中でも、児童相談所が本来目指す子どもの安全確保の役割からぶれずに対応にあた

ることを心がけているといった対処が見られた。

 AAHHTT ケケーーススのの定定義義ややリリススククアアセセススメメンントトのの基基準準がが担担当当者者間間、、児児童童相相談談所所間間にによよっってて

揺揺ららぎぎががああるる

どのようなけがの状態であるケースを AHT ケースと呼ぶのかが曖昧な点において、対

応の難しさを感じるといった意見があった。ヒアリング調査においても、AHTケースの

定義や、どの虐待種別として取り扱うかについて、各児童相談所により様々で幅がある

ことが確認できた。頭蓋骨骨折や硬膜下血腫等が生じており、けがの状態が重篤なもの

のみを AHTケースと整理する所もあれば、頭部の裂傷や顔に痣（皮下血腫）があるが比

較的軽度なけがの状態であるものも AHTケースと捉えている所もあった。また、受傷状

況に関しても、故意性が明確に確認できるものを AHTケースとする所もあれば、安全配

慮の怠りにより受傷に至った場合にはネグレクトケースとして整理し対応する所もあ

り、AHT ケースの捉え方が幅広くある状況の中でケースワークを進めていることが窺え

た。

49

第５章 まとめ（総合考察）

１ アンケート調査結果について

（１）AHT ケースの受理状況等

アンケートに回答のあった 177 所の児童相談所のうち、2021年度に AHT ケースを受

理したことがあると回答したのは半数超（54.8％）。受理した件数別に見ると、「１

件」が 44.3％と最多。なお、2021 年度に各児童相談所が受理した AHTケースの数を足

し上げると、233件であった。また、2021年 10月 1日から 2022年 9 月 30 日の 1 年間

に終結した AHT ケースがあると回答したのは４割弱（39.5％）。終結した件数別に見る

と、「１件」が 55.7%と最多。なお、当該期間において各児童相談所にて終結した AHT

ケースの数を足し上げると、127件であった。このことから、AHT ケースは、件数自体

は少なく、これまで AHTケースのケースワーク実施経験がない、あるいは、少ない職

員もいることが考えられる。

 AHT ケースにおいて、通告受理時点の子どもの年齢は「0 歳」が７割超（73.8%）。「１

歳」とあわせると８割を超える（85.4%）。このことから、子ども自身から受傷に至った

理由を聞き取ることができない場合がほとんどであると言える。また、2021 年度に各

児童相談所が受理した AHT ケース計 233 件を、ケースの見立て別に整理すると、「保護

者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされており、乳幼児頭部外傷の原因を

安全への配慮の怠りによると判断したもの」が最も多く 43.3%。「保護者から、頭部の受

傷状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭部外傷の原因は安全への配慮の

怠りによる可能性が高いと判断したもの」は13.7%であり、合わせると６割近くに上る。

他方、「保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされており、乳幼児頭部

外傷の原因を加害（行為）によると判断したもの」は 13.7%、「保護者から、頭部の受傷

状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭部外傷の原因は加害（行為）によ

る可能性が高いと判断したもの」は 12.4%であり、合わせると３割弱である。なお、「保

護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、受傷原因や経緯が不

明」であるものは、14.6%と１割を超える。このことから、AHTケースの中には、受傷状

況について不明確な状況から調査を進め、そのまま援助方針等を決定し対応していく場

合も少なくないことが考えられる。

2021 年 10 月 1日から 2022年 9 月 30 日の 1 年間に終結した AHTケース計 127 件の

うち、通告受理から終結までの期間が１年未満のケースが８割を超える（85.0%）。ま

た、終結した AHTケース計 127 件のうち、終結までに一時保護（委託を含む）を実施
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AHT ケースのケースワークは難易度の高いものと考えている児童相談所が多かった。ま

た、関係機関と協働して動くことも多く、児童相談所の援助方針について、関係機関の

理解が得られなかったり、複数の関係機関間で見立てや援助方針の意見が異なる場合が

あったり、それらの調整に苦慮する場面も課題として挙げられていた。このように、複

数の関係機関と連携して AHT ケースを対応することによって、児童相談所と保護者の二

者関係を中心にケースワークを進められない点にもどかしさを感じる部分はあるもの

の、一方で、複数の関係機関と連携することで、保護者との敵対的な関係が緩和された

り、専門的で多角的な判断が可能になったり、それぞれの機関の強みを活かしながら対

応できたりするといった点を利点と考えている所もあった。

 受受傷傷状状況況のの解解明明ののみみにに論論点点がが終終始始ししててししままいい、、ケケーーススワワーーククがが進進みみづづららいい場場合合ががああ

るる

 AHT ケースは受傷状況によって当面の対応方策が変わる場合もあることから、受傷状

況の解明のみが重要視され、論点がそこに終始してしまい、子どもの安全を守るという

児童相談所が行う本来の取組が疎かになる恐れがあるといった課題があげられた。保護

者との関係においても、保護者が加害行為をしたかどうかを明らかにするための面接を

続けていると、児童相談所と保護者の対立関係が深まるばかりで、子どもや家庭の状況

等が看過され、児童相談所が本来的に目指すケースワークが進まなくなるという意見も

あった。受傷状況の解明のみに議論が集中してしまうといった課題は、保護者に対する

児童相談所の助言・指導に限ったものではないとの意見もあり、AHT ケースは、医療、

司法分野での論争や AHT/SBS 裁判等の判例からも世論として耳目を集めやすい。そのよ

うな中でも、児童相談所が本来目指す子どもの安全確保の役割からぶれずに対応にあた

ることを心がけているといった対処が見られた。

 AAHHTT ケケーーススのの定定義義ややリリススククアアセセススメメンントトのの基基準準がが担担当当者者間間、、児児童童相相談談所所間間にによよっってて

揺揺ららぎぎががああるる

どのようなけがの状態であるケースを AHT ケースと呼ぶのかが曖昧な点において、対

応の難しさを感じるといった意見があった。ヒアリング調査においても、AHTケースの

定義や、どの虐待種別として取り扱うかについて、各児童相談所により様々で幅がある

ことが確認できた。頭蓋骨骨折や硬膜下血腫等が生じており、けがの状態が重篤なもの

のみを AHTケースと整理する所もあれば、頭部の裂傷や顔に痣（皮下血腫）があるが比

較的軽度なけがの状態であるものも AHTケースと捉えている所もあった。また、受傷状

況に関しても、故意性が明確に確認できるものを AHTケースとする所もあれば、安全配

慮の怠りにより受傷に至った場合にはネグレクトケースとして整理し対応する所もあ

り、AHT ケースの捉え方が幅広くある状況の中でケースワークを進めていることが窺え

た。
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第５章 まとめ（総合考察）

１ アンケート調査結果について

（１）AHT ケースの受理状況等

アンケートに回答のあった 177 所の児童相談所のうち、2021年度に AHT ケースを受

理したことがあると回答したのは半数超（54.8％）。受理した件数別に見ると、「１

件」が 44.3％と最多。なお、2021 年度に各児童相談所が受理した AHTケースの数を足

し上げると、233件であった。また、2021年 10月 1日から 2022年 9 月 30 日の 1 年間

に終結した AHT ケースがあると回答したのは４割弱（39.5％）。終結した件数別に見る

と、「１件」が 55.7%と最多。なお、当該期間において各児童相談所にて終結した AHT

ケースの数を足し上げると、127件であった。このことから、AHT ケースは、件数自体

は少なく、これまで AHTケースのケースワーク実施経験がない、あるいは、少ない職

員もいることが考えられる。

 AHT ケースにおいて、通告受理時点の子どもの年齢は「0 歳」が７割超（73.8%）。「１

歳」とあわせると８割を超える（85.4%）。このことから、子ども自身から受傷に至った

理由を聞き取ることができない場合がほとんどであると言える。また、2021 年度に各

児童相談所が受理した AHT ケース計 233 件を、ケースの見立て別に整理すると、「保護

者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされており、乳幼児頭部外傷の原因を

安全への配慮の怠りによると判断したもの」が最も多く 43.3%。「保護者から、頭部の受

傷状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭部外傷の原因は安全への配慮の

怠りによる可能性が高いと判断したもの」は13.7%であり、合わせると６割近くに上る。

他方、「保護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされており、乳幼児頭部

外傷の原因を加害（行為）によると判断したもの」は 13.7%、「保護者から、頭部の受傷

状況について合理的な説明がされておらず、乳幼児頭部外傷の原因は加害（行為）によ

る可能性が高いと判断したもの」は 12.4%であり、合わせると３割弱である。なお、「保

護者から、頭部の受傷状況について合理的な説明がされておらず、受傷原因や経緯が不

明」であるものは、14.6%と１割を超える。このことから、AHTケースの中には、受傷状

況について不明確な状況から調査を進め、そのまま援助方針等を決定し対応していく場

合も少なくないことが考えられる。

2021 年 10 月 1日から 2022年 9 月 30 日の 1 年間に終結した AHTケース計 127 件の

うち、通告受理から終結までの期間が１年未満のケースが８割を超える（85.0%）。ま

た、終結した AHTケース計 127 件のうち、終結までに一時保護（委託を含む）を実施



50

したケースは４割弱（39.4％）。一時保護（委託を含む）を実施したケースと実施しな

かったケースいずれであっても、終結時点の状況としては「保護者のみのいる家庭に

返した」ケースが６割（62.0％）を超える。これは、後述するクロス集計結果に鑑み

ても、今回の調査対象となった AHTケースの中に「保護者から、頭部の受傷状況につ

いて合理的な説明がされており、乳幼児頭部外傷の原因を安全への配慮の怠りによる

と判断したもの」が多く含まれることが影響しているものと考えられる。

（２）AHT ケースのケースワークの内容

児童相談所において、どのような流れでどのような対応がなされているかを確認す

るために「広く、これまでに対応した AHTケースのケースワークの内容」について訊

ねたところ、回答のあった 119 件のケースワークのうち、およそ９割の通告元が「医

療機関」であった。また、「医学診断においてセカンドオピニオン等として意見を求め

た」ケースは６割超であった。このことから、通告元の多くは医療機関であり、医療

機関との連携が求められる。また、受傷状況が不明確である場合も多く、判断材料の

一つとして、セカンドオピニオンを取得する必要性も生じることが示された。

また、回答のあった 119 件のケースワークのうち、「ケースを通して警察の関与があ

った」ケースは７割超（73.1%）であり、警察の捜査が入る場合、初動は警察の動きが

優先される場合もあり、児童相談所と警察とが調整して対応していくことが求められる

ことも考えられる。

AHT ケースのケースワークについての回答についてクロス集計を行った所、児童相談

所によるけがの原因の見立てが「加害行為による（その可能性が高い含む）」場合と「不

明」である場合に、一時保護を実施した割合が高い傾向が示された。また、この結果か

ら、一時保護の実施に関しては、子どもの安全を確保することを目的として行われると

共に、さらなる調査を実施する目的としても行われていることが示唆された。

さらに、児童相談所によるけがの原因の見立てが「安全への配慮の怠りによる（その

可能性が高い含む）」場合に「保護者のいる家庭に返す」割合が高いが、「加害行為によ

る（その可能性が高い含む）」場合や「不明」の場合には、保護者以外の家庭や施設等

に子どもがいる割合が高い結果となった。このことについてさらに確認するために、け

がの原因の見立てが「加害行為による（その可能性が高い含む）」ケースに注目し、保

護者の姿勢が揺れ動いたか（つまり、揺れ動きながらも児童相談所と協働して対応する

関係を構築してきたか）、あるいは、拒否的であったか（つまり、児童相談所と敵対す

る関係にあり、協働して対応する関係が一貫して構築されていなかったか）を確認した
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3ところ、保護者の姿勢が揺れ動くケースの方が、「保護者のいる家庭に返す」割合が高

い傾向があった。ただし、ｎ数が小さいことに留意する必要がある。

図図表表  6655 児児童童相相談談所所のの対対応応にに対対すするる保保護護者者のの姿姿勢勢とと現現在在ままででのの状状況況ののククロロスス集集計計（（けけががのの

原原因因がが加加害害行行為為にによよるるももののをを抽抽出出ししたた場場合合））

※保護者のいる家庭に返すまでに施設入所等の措置が行われている場合には「保護者以外の家庭や施設等」
に分類した。

２ ヒアリング調査結果について

（１）所内の AHTケース対応体制について

ヒアリング調査では、AHTケースのケースワークに際して、既存の所内体制や枠組み

の中で下記のように対応を工夫してケースワークにあたっている状況が明らかになっ

た。

 医療分野や司法分野の知見を補完する体制作りがされている。

 AHT ケースを重篤事案と捉えて対応する体制が求められる。

 AHT 対応マニュアルや研修を整備している児童相談所は少なくニーズがある。

（２）AHT ケースワークからの学び

ヒアリング調査では、AHTケースのケースワークに関して、下記の学びを得た。

 複数の関係機関と連携して協働する際、各々の役割分担を明確にして調整を図

る。

 医学的診断だけでなく、社会調査等も踏まえた総合的な判断で援助方針を決定

する。

 受傷状況の解明のみに捕われず、児童相談所が本来的に目指す子どもの安全確

保を中心に据えたケースワークを進める。

3 「保護者の態度が受容的なケースでは、現在までの状況について「その他」に分類されるケースが複数
（市区町村が行う支援に移行が３件、死亡が１件）あり考察の対象から除いた。

全体 保護者のいる
家庭

保護者以外の
家庭や施設等 その他

45 20.0% 71.1% 8.9%
受容的 23 13.0% 69.6% 17.4%
拒否的 6 16.7% 83.3% 0.0%
揺れ動く 16 31.3% 68.8% 0.0%

全体
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したケースは４割弱（39.4％）。一時保護（委託を含む）を実施したケースと実施しな
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一つとして、セカンドオピニオンを取得する必要性も生じることが示された。

また、回答のあった 119 件のケースワークのうち、「ケースを通して警察の関与があ

った」ケースは７割超（73.1%）であり、警察の捜査が入る場合、初動は警察の動きが

優先される場合もあり、児童相談所と警察とが調整して対応していくことが求められる

ことも考えられる。

AHT ケースのケースワークについての回答についてクロス集計を行った所、児童相談

所によるけがの原因の見立てが「加害行為による（その可能性が高い含む）」場合と「不

明」である場合に、一時保護を実施した割合が高い傾向が示された。また、この結果か

ら、一時保護の実施に関しては、子どもの安全を確保することを目的として行われると

共に、さらなる調査を実施する目的としても行われていることが示唆された。

さらに、児童相談所によるけがの原因の見立てが「安全への配慮の怠りによる（その

可能性が高い含む）」場合に「保護者のいる家庭に返す」割合が高いが、「加害行為によ

る（その可能性が高い含む）」場合や「不明」の場合には、保護者以外の家庭や施設等

に子どもがいる割合が高い結果となった。このことについてさらに確認するために、け

がの原因の見立てが「加害行為による（その可能性が高い含む）」ケースに注目し、保

護者の姿勢が揺れ動いたか（つまり、揺れ動きながらも児童相談所と協働して対応する

関係を構築してきたか）、あるいは、拒否的であったか（つまり、児童相談所と敵対す

る関係にあり、協働して対応する関係が一貫して構築されていなかったか）を確認した
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また、下記の課題も明らかになった。

 受傷状況が不明な場合、児童相談所において当面の対応方針や援助方針を検討

する際の種々の判断が難しくなる。

 医療機関や警察をはじめとした複数の関係機関との連携や調整が必要であり、

その対応に苦慮する。

 受傷状況の解明のみに論点が終始してしまい、ケースワークが進みづらい場合

がある

 AHT ケースの定義やリスクアセスメントの基準が担当者間、児童相談所間によ

って揺らぎがある。

３ 成果物のとりまとめに際して

本事業のアンケート調査及びヒアリング調査では、AHTケースについて、通告受理

時といった、いわばケースワークの入り口のみならず、全ケースではないものの、終

結に至ったケースについても回答を得て、AHTケースのケースワークの全体像を捉え

ようと試みた。そこから、一部ではあるものの、一時保護を実施するか否かといった

当面の対応方針について、その判断の背景にあるもの（例えば、今回のアンケート調

査においては、「加害行為による（その可能性が高い含む）」場合に一時保護を実施し

た割合が高く、また、見立てが「不明」である場合にも一時保護を実施した割合が高

い結果となった）や、最終的に元いた家庭への家庭復帰に至るか否か、その方針決定

の背景にあるもの（今回のアンケート調査においては、「安全への配慮の怠りによる

（その可能性が高い含む）」場合に「保護者のいる家庭に返す」割合が高いが、「加害

行為による（その可能性が高い含む）」場合や「不明」の場合には、保護者以外の家庭

や施設等に子どもがいる割合が高い結果となった）の一端をうかがい知ることが出来

たと考える。

アンケート調査やヒアリング調査においては、親子の面会交流の意義や重要性も浮

き彫りとなっている。児童相談所では、子どもの安全確保を第一の目的と置きつつ対

応している。児童相談所においては、同時に子どものウェルビーイングを保障するこ

とも志向しているが、やはり最優先は子どもの安全確保であり、市区町村をはじめと

する様々な関係機関との役割分担の中で工夫しながら、子どものウェルビーイングを

保障することを目指していると考えられる。
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第６章 成果の公表方法

本報告書ならびに「虐待による乳幼児頭部外傷事案（AHT）のパターン別・児童相談

所における対応のポイント集」は、有限責任監査法人トーマツのホームページにて広

く一般に公開する。
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）

７
か
月

（
件
）

８
か
月

（
件
）

９
か
月

（
件
）

1
0
か
月

（
件
）

1
1
か
月

（
件
）

質
問

5
質

問
３
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス

(
令

和
３
年

４
月

1
日

～
令

和
４
年

３
月

3
1
日

（
2
0
2
1
年

度
）
の
間

に
受

理
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス

)
に
つ
い
て
、
貴

児
童

相
談

所
の
調

査
に
よ
る
見

立
て
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

質
問

6
質

問
３
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス

(
令

和
３
年

４
月

1
日

～
令

和
４
年

３
月

3
1
日

（
2
0
2
1
年

度
）
の
間

に
受

理
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス

)
に
つ
い
て
、
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
９
月

3
0
日

ま
で
の
間
に
、

AA
HH
TT
（（
疑疑

いい
））
をを
理理

由由
にに
実実

施施
しし
たた
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）
の
件

数
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
実

件
数

。
一

時
保

護
を
複

数
回

実
施

し
た
ケ
ー
ス
で
も
１
件

と
し
て
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。
該

当
す
る
ケ
ー
ス
が
無

い
場

合
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

一
時

保
護

（
委

託
含

む
）
実

施
件

数
（
件
）

質
問

4
回

答
欄

（
０
歳

の
場

合
に
回

答
）
月

齢
別

の
内

訳

質
問

5
回

答
欄

保
護

者
か
ら
、
頭

部
の
受

傷
状

況
に
つ
い
て
合

理
的

な
説

明
が
さ
れ
て
お
り
、
乳

幼
児

頭
部

外
傷

の
原

因
を
加

害
（
行

為
）
に
よ
る
と
判

断
し
た
も
の

保
護

者
か
ら
、
頭

部
の
受

傷
状

況
に
つ
い
て
合

理
的

な
説

明
が
さ
れ
て
お
り
、
乳

幼
児

頭
部

外
傷

の
原

因
を
安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
と
判

断
し
た
も
の

保
護

者
か
ら
、
頭

部
の
受

傷
状

況
に
つ
い
て
合

理
的

な
説

明
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
乳

幼
児

頭
部

外
傷

の
原

因
は
加

害
（
行

為
）
に
よ
る
可

能
性

が
高

い
と
判

断
し
た
も
の

保
護

者
か
ら
、
頭

部
の
受

傷
状

況
に
つ
い
て
合

理
的

な
説

明
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
乳

幼
児

頭
部

外
傷

の
原

因
は
安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
可

能
性

が
高

い
と
判

断
し
た
も
の

保
護

者
か
ら
、
頭

部
の
受

傷
状

況
に
つ
い
て
合

理
的

な
説

明
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
受

傷
原

因
や
経

緯
が

不
明

質
問

6
回

答
欄
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付
問

（
1
）

質
問

６
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）
を
実

施
し
た
当

時
の
子

ど
も
の
年

齢
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
複

数
回

実
施

し
た
場

合
は
、
最

初
に
実

施
し
た
際

の
年

齢
と
し
て
く
だ
さ
い
。

０
歳

（
件
）

※
0
歳

の
場

合
は
、
月

齢
別

の
内

訳
も
お
答

え
く
だ
さ
い
。

１
歳

（
件
）

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

２
歳

（
件
）

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

３
歳

（
件
）

４
歳

（
件
）

５
歳

以
上

（
件
）

１
か
月

未
満

（
件
）

１
か
月

（
件
）

２
か
月

（
件
）

３
か
月

（
件
）

４
か
月

（
件
）

５
か
月

（
件
）

６
か
月

（
件
）

７
か
月

（
件
）

８
か
月

（
件
）

９
か
月

（
件
）

1
0
か
月

（
件
）

1
1
か
月

（
件
）

付
問

（
2
）

質
問

３
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス

(
令

和
３
年

４
月

1
日

～
令

和
４
年

３
月

3
1
日

（
2
0
2
1
年

度
）
の
間

に
受

理
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス

)
に
お
い
て
、

令
和

４
年

（
2
0
2
2
年

）
９
月

3
0
日

ま
で
の
間

に
、

A
H
T
（
疑

い
）
を
理

由
に
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）
を
実

施
し
た
ケ
ー
ス
で
の
延

べ
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）
件

数
に
つ
い
て
、
保

護
者

の
同

意
の
有

無
別

に
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
延

べ
件

数
。
１
ケ
ー
ス
で
複

数
回

一
時

保
護

を
実

施
し
た
場

合
は
、
実

施
し
た
回

数
分

を
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一

時
保

護
中

に
取

扱
い
が
変

わ
っ
た
場

合
は
、
当

該
一

時
保

護
の
当

初
の
取

扱
い
分

と
し
て
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。

同
意

に
よ
る
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）

（
件
）

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

職
権

に
よ
る
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）

（
件
）

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

付
問

（
3
）

上
記

付
問

（
２
）
で
回

答
し
た
件

数
に
つ
い
て
、
一

時
保

護
日

数
別

に
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
延

べ
件

数
。
１
ケ
ー
ス
で
複

数
回

一
時

保
護

を
実

施
し
た
場

合
は
、
実

施
し
た
回

数
分

を
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。

※
一

時
保

護
中

に
取

扱
い
が
変

わ
っ
た
場

合
は
、
当

該
一

時
保

護
の
当

初
の
取

扱
い
分

と
し
て
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

２
週

間
以

内
２
週

間
～

１
か
月

以
内

１
か
月

超
～

２
か
月

以
内

２
か
月

超

　
0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

同
意

に
よ
る
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）

（
件
）

職
権

に
よ
る
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）

（
件
）

【
質

問
３
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス

(
令

和
３
年

４
月

1
日

～
令

和
４
年

３
月

3
1
日

（
2
0
2
1
年

度
）
の
間

に
受

理
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス

)
に
お
い
て
、
質

問
６
で
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
９
月

3
0
日

ま
で
の
間

に
、

A
H
T
（
疑

い
）
を
理

由
に
一

時
保

護
（
委

託
含

む
）
を
実

施
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
し
た
場

合
】

付
問

（
2
）
回

答
欄

付
問

（
3
） 回

答
欄

付
問

（
1
）
回

答
欄

（
０
歳

の
場

合
に
回

答
）
月

齢
別

の
内

訳

3/
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質
問

7
質

問
３
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス

(
令

和
３
年

４
月

1
日

～
令

和
４
年

３
月

3
1
日

（
2
0
2
1
年

度
）
の
間

に
受

理
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス

)
に
対

し
て
、
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
９
月

3
0
日

ま
で
の
間

に
実

施
し
た
下

記
援

助
の
件

数
に
つ
い
て
、

各
項

目
に
該

当
す
る
実

件
数

を
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
で
現

時
点

で
既

に
終

結
（
注

）
し
て
い
る
ケ
ー
ス
の
内

数
も
あ
わ
せ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
実

件
数

。
１
ケ
ー
ス
で
複

数
回

答
欄

に
該

当
す
る
場

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
件

と
し
て
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。
実

施
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
は
計

上
不

要
で
す
。

　
　
【
回

答
例

１
】
入

所
措

置
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
後

、
家

庭
復

帰
に
伴

い
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

と
し
た
場

合
は
、
「
措

置
入

所
又

は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
」
と
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
を
選

択

　
　
【
回

答
例

２
】
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

後
、
市

町
村

指
導

委
託

又
は
市

町
村

送
致

を
実

施
し
た
場

合
は
、
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
、
「
市

町
村

指
導

委
託

」
又

は
「
市

町
村

送
致

」
を
選

択

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

　
0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

う
ち
終

結
ケ
ー
ス

（
件
）

（
件
）

助
言

指
導

（
件
）

継
続

指
導

（
件
）

他
機

関
あ
っ
せ
ん

（
件
）

市
町

村
送

致
（
件
）

児
童

福
祉

司
指

導
（
件
）

児
童

委
員

指
導

　
（
件
）

市
町

村
指

導
委

託
（
件
）

児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー
指

導
（
件
）

そ
の
他

の
措

置
に
よ
る
指

導
（
件
）

（
件
）

（
件
）

措
置

に
よ
ら
な
い
指

導

質
問

7
回

答
欄

実
件

数

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
　

（
注

）
こ
こ
で
言

う
「
終

結
」
と
は
、
事

案
送

致
等

に
よ
り
主

に
貴

児
童

相
談

所
に
よ
る
措

置
や
指

導
等

を
終

え
た
も
の
を
指

し
ま
す
。
例

え
ば
、
市

区
町

村
に
送

致
す
る
こ
と
で
貴

児
童

相
談

所
で
の
主

た
る
対

応
を
終

え
る
に
至

っ
た
状

態
も
含

み
ま
す
。
調

査
の
段

階
で
一

時
保

護
を
行

っ
た
場

合
で
、
そ
の
保

護
を
解

除
し
て
以

降
、
貴

児
童

相
談

所
に
よ
る
措

置
や
指

導
等

の
必

要
が
無

か
っ
た
場

合
は
件

数
か
ら
除

外
し
て
回

答
し
て
く
だ
さ
い
。
以

下
、
「
終

結
」
と
い
う
場

合
は
同

じ
定

義
と
し
ま
す
。

措
置

に
よ
る
指

導

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
児

童
福

祉
法

第
2
8
条

申
立

に
よ
る
も
の
）

訓
戒

、
誓

約
措

置

上
記

以
外

の
支

援
（
下

記
の
自

由
記

述
欄

に
具

体
的

な
内

容
を
記

載
く
だ
さ
い
。
）

「
上

記
以

外
」
の
自

由
回

答
欄

4/
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付
問

（
1
）

質
問

３
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス

(
令

和
３
年

４
月

1
日

～
令

和
４
年

３
月

3
1
日

（
2
0
2
1
年

度
）
の
間

に
受

理
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス

)
に
対

し
て
、
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
９
月

3
0
日

ま
で
の
間

に
実

施
し
た
下

記
援

助
の
件

数
に
つ
い
て
、

各
項

目
に
該

当
す
る
延

べ
件

数
を
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
う
ち
で
現

時
点

で
既

に
終

結
し
て
い
る
ケ
ー
ス
の
内

数
も
あ
わ
せ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
延

べ
件

数
。
１
ケ
ー
ス
で
複

数
回

に
渡

り
一

時
保

護
を
実

施
し
た
場

合
は
、
実

施
し
た
回

数
分

を
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。
１
ケ
ー
ス
で
複

数
回

答
欄

に
該

当
す
る
場

合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
１
件

と
し
て
計

上
し
て
く
だ
さ
い
。
実

施
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
は
計

上
不

要
で
す
。

　
　
【
回

答
例

１
】
入

所
措

置
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
後

、
家

庭
復

帰
に
伴

い
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

と
し
た
場

合
は
、
「
措

置
入

所
又

は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
」
と
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
を
選

択

　
　
【
回

答
例

２
】
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

後
、
市

町
村

指
導

委
託

又
は
市

町
村

送
致

を
実

施
し
た
場

合
は
、
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
、
「
市

町
村

指
導

委
託

」
又

は
「
市

町
村

送
致

」
を
選

択

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

　
0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

う
ち
終

結
ケ
ー
ス

（
件
）

（
件
）

助
言

指
導

（
件
）

継
続

指
導

（
件
）

他
機

関
あ
っ
せ
ん

（
件
）

市
町

村
送

致
（
件
）

児
童

福
祉

司
指

導
（
件
）

児
童

委
員

指
導

　
（
件
）

市
町

村
指

導
委

託
（
件
）

児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー
指

導
（
件
）

そ
の
他

の
措

置
に
よ
る
指

導
（
件
）

（
件
）

（
件
）

措
置

に
よ
ら
な
い
指

導

措
置

に
よ
る
指

導

「
上

記
以

外
」
の
自

由
回

答
欄

訓
戒

、
誓

約
措

置

付
問

（
1
）
回

答
欄

延
べ
件

数

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
　

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
児

童
福

祉
法

第
2
8
条

申
立

に
よ
る
も
の
）

上
記

以
外

の
支

援
（
下

記
に
具

体
的

な
内

容
を
記

載
く
だ
さ
い
。
）
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★
★

質
問

８
で
は
質

問
の
対

象
が
変

わ
り
、
「
令

和
３
年

（
2
0
2
1
年

）
1
0
月

１
日

か
ら
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
9
月

3
0
日

の
間

に
終

結
し
た
ケ
ー
ス
」
に
つ
い
て
お
尋

ね
し
ま
す
★

★

質
問

8
貴

児
童

相
談

所
で
は
、
令

和
３
年

（
2
0
2
1
年

）
1
0
月

１
日

か
ら
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
9
月

3
0
日

の
間

に
終

結
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
か
。

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

質
問

8
回

答
欄

1
.あ

り
　
▶

質
問

９
へ

2
.な

し
　
▶

質
問

1
0
へ

【
令

和
３
年

（
2
0
2
1
年

）
1
0
月

１
日

か
ら
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
9
月

3
0
日

の
間

に
終

結
し
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
場

合
】

質
問

9
令

和
３
年

（
2
0
2
1
年

）
1
0
月

１
日

か
ら
令

和
４
年

（
2
0
2
2
年

）
9
月

3
0
日

の
間

に
終

結
し
た
ケ
ー
ス
の
件

数
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。
な
お
、

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
と
し
て
受

理
し
た
時

期
は
問

い
ま
せ
ん
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

終
結

し
た
件

数
（
件
）

付
問

（
1
）

質
問

９
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
時

の
子

ど
も
の
年

齢
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
0
歳

の
場

合
は
、
月

齢
別

の
内

訳
も
お
答

え
く
だ
さ
い
。

０
歳

（
件
）

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

１
歳

（
件
）

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

２
歳

（
件
）

３
歳

（
件
）

４
歳

（
件
）

５
歳

以
上

（
件
）

１
か
月

未
満

（
件
）

１
か
月

（
件
）

２
か
月

（
件
）

３
か
月

（
件
）

４
か
月

（
件
）

５
か
月

（
件
）

６
か
月

（
件
）

７
か
月

（
件
）

８
か
月

（
件
）

９
か
月

（
件
）

1
0
か
月

（
件
）

1
1
か
月

（
件
）

付
問

（
2
）

質
問

９
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
通

告
を
受

理
し
て
か
ら
終

結
に
至

る
ま
で
の
期

間
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

１
年

未
満

（
件
）

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

１
年

以
上

２
年

未
満

（
件
）

２
年

以
上

３
年

未
満

（
件
）

３
年

以
上

４
年

未
満

（
件
）

４
年

以
上

５
年

未
満

（
件
）

５
年

以
上

（
件
）

不
明

（
件
）

そ
の
他

（
件
）

「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

付
問

（
1
）
回

答
欄

（
０
歳

の
場

合
に
回

答
）
月

齢
別

の
内

訳

質
問

9
回

答
欄

付
問

（
2
）
回

答
欄
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付
問

（
3
）

質
問

９
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
一

時
保

護
（
委

託
を
含

む
）
の
実

施
の
有

無
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

一
時

保
護

(
委

託
を
含

む
)
を
実

施
し
た
ケ
ー
ス

（
件
）

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

一
時

保
護

(
委

託
を
含

む
)
を
実

施
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス

（
件
）

付
問

（
3
）
-
1

質
問

９
付

問
（
３
）
で
回

答
し
た
「
一

時
保

護
（
委

託
を
含

む
）
を
実

施
し
た
ケ
ー
ス
」
に
対

し
て
、
終

結
ま
で
の
間

に
実

施
し
た
下

記
の
件

数
に
つ
い
て
、
各

項
目

に
該

当
す
る
実

件
数

を
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

乳
児

院
へ
の
入

所
（
件
）

児
童

養
護

施
設

へ
の
入

所
（
件
）

里
親

・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委

託
（
件
）

そ
の
他

施
設

へ
の
入

所
（
件
）

「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

付
問

（
4
）

質
問

９
付

問
（
３
）
で
回

答
し
た
一

時
保

護
（
委

託
を
含

む
）
の
実

施
の
有

無
別

の
件

数
に
つ
い
て
、
終

結
時

の
状

況
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

保
護

者
の
み
の
い
る
家

庭
に
返

し
た

（
件
）

　
0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

保
護

者
以

外
の
者

（
親

族
な
ど
）
と
の
同

居
を
伴

う
保

護
者

の
い
る
家

庭
に
返

し
た
（
注

）
（
件
）

保
護

者
以

外
の
者

（
親

族
な
ど
）
に
引

き
取

ら
せ
た

 
（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

保
護

者
の
み
の
い
る
家

庭
に
返

し
た

（
件
）

保
護

者
以

外
の
者

（
親

族
な
ど
）
と
の
同

居
を
伴

う
保

護
者

の
い
る
家

庭
に
返

し
た
（
注

）
（
件
）

保
護

者
以

外
の
者

（
親

族
な
ど
）
に
引

き
取

ら
せ
た

 
（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
件
）

（
注

）
親

族
宅

に
、
片

方
の
保

護
者

と
子

で
転

居
す
る
場

合
も
含

む

一
時

保
護

(
委

託
を
含

む
)
を
実

施
し
た
ケ
ー
ス
の

「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

一
時

保
護

(
委

託
を
含

む
)
を
実

施
し
な
か
っ
た

ケ
ー
ス
の
「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

付
問

（
3
）
回

答
欄

付
問

（
3
）
-
1
回

答
欄

児
童

相
談

所
の
所

管
の
ま
ま
で
終

結
し
た
ケ
ー
ス

児
童

相
談

所
の
所

管
の
ま
ま
で
終

結
し
た
ケ
ー
ス

一
時

保
護

(
委

託
を
含

む
)
を
実

施
し
た
ケ
ー
ス

市
区

町
村

が
行

う
支

援
に
移

行
し
た
ケ
ー
ス

家
庭

養
育

家
庭

養
育

転
居

等
に
よ
る
移

管

死
亡

不
明

そ
の
他

転
居

等
に
よ
る
移

管

死
亡

不
明

そ
の
他

市
区

町
村

が
行

う
支

援
に
移

行
し
た
ケ
ー
ス

一
時

保
護

(
委

託
を
含

む
)
を
実

施
し
な
か
っ
た

ケ
ー
ス

付
問

（
4
）
回

答
欄
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付
問

（
5
）

質
問

９
で
回

答
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
家

庭
復

帰
（
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
の
引

き
取

り
を
含

む
）
し
た
場

合
、
そ
の
段

階
の
子

ど
も
の
年

齢
別

に
内

訳
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
0
歳

の
場

合
は
、
月

齢
別

の
内

訳
も
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

０
歳

（
件
）

※
内

訳
と
し
て
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

１
歳

（
件
）

２
歳

（
件
）

３
歳

（
件
）

４
歳

（
件
）

５
歳

以
上

（
件
）

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
の
引

き
取

り
を
含

む
）
に
至

ら
な
か
っ
た
ケ
ー
ス

（
件
）

１
か
月

未
満

（
件
）

１
か
月

（
件
）

２
か
月

（
件
）

３
か
月

（
件
）

４
か
月

（
件
）

５
か
月

（
件
）

６
か
月

（
件
）

７
か
月

（
件
）

８
か
月

（
件
）

９
か
月

（
件
）

1
0
か
月

（
件
）

1
1
か
月

（
件
）

質
問

1
0

貴
児

童
相

談
所

の
対

応
体

制
に
関

し
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
上

記
い
ず
れ
も
該

当
し
な
い
場

合
は
右

枠
内

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
⇒

質
問

1
0
回

答
欄

付
問

（
5
）
回

答
欄

A
H
T
（
S
B
S
含

む
）
に
特

に
言

及
し
た
児

童
虐

待
対

応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整

備
し
て
い
る

A
H
T
（
S
B
S
含

む
）
に
特

に
言

及
し
た
所

内
の
勉

強
会

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
を
開

催
し
て
い
る
（
し
た
こ
と
が
あ
る
）

A
H
T
（
S
B
S
含

む
）
事

案
を
受

理
し
た
時

に
そ
の
内

容
を
積

極
的

に
共

有
し
、
知

見
を
蓄

積
し
て
い
る

A
H
T
（
S
B
S
含

む
）
に
関

す
る
判

決
や
論

文
を
関

係
学

会
の
冊

子
や
論

文
検

索
サ
イ
ト
に
よ
る
確

認
な
ど
、
最

新
の
知

見
を
参

照
す
る
よ
う
薦

め
て
い
る

セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
実

施
で
き
る
体

制
が
あ
る
（
依

頼
で
き
る
医

療
機

関
が
地

域
に
あ
る
）

（
０
歳

の
場

合
に
回

答
）
月

齢
別

の
内

訳
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質
問

1
1

上
記

説
明

事
項

を
ご
了

承
い
た
だ
い
た
上

で
、
こ
れ
ま
で
に
対

応
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
等

の
内

容
を
回

答
可

能
な
も
の
は
あ
り
ま
す
か
。

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

質
問

1
1
回

答
欄

1
.あ

り
　
▶

問
1
2
へ

2
.な

し
　
▶

＜
４
＞

そ
の
他

（
問

1
3
）
へ

質
問

1
2

こ
れ
ま
で
貴

児
童

相
談

所
が
対

応
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
（
最

大
３
ケ
ー
ス
）
に
つ
い
て
、
１
ケ
ー
ス
ず
つ
、
以

下
の
（
１
）
か
ら
（
2
5
）
の
質

問
に
ご
回

答
く
だ
さ
い
。

※
通

告
受

理
年

月
や
終

結
年

月
は
問

い
ま
せ
ん
。

※
個

人
の
名

前
や
団

体
名

等
の
固

有
名

詞
、
住

所
な
ど
、
個

人
・
団

体
が
特

定
さ
れ
る
情

報
は
記

載
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
複

数
ケ
ー
ス
が
あ
る
場

合
、
最

大
3
ケ
ー
ス
ま
で
ご
回

答
く
だ
さ
い
。
（
１
ケ
ー
ス
あ
る
い
は
２
ケ
ー
ス
分

の
回

答
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
）
回

答
で
き
る
ケ
ー
ス
が
無

い
場

合
は
、
質

問
1
3
に
進

ん
で
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
）

当
該

ケ
ー
ス
の
現

在
の
状

況
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.現

在
終

結
し
て
い
る

2
.現

在
も
支

援
を
継

続
中

3
.上

記
１
も
し
く
は
２
の
段

階
に
は
進

ん
で
い
な
い

ケ
ー
ス
①

（
2
）

次
の

a
.か

ら
c
.に

つ
い
て
、
当

該
ケ
ー
ス
に
最

も
当

て
は
ま
る
特

徴
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

a
. 
保

護
者

が
け
が
の
原

因
に
つ
い
て
、
合

理
的

な
説

明
を
し
て
い
る
か

ケ
ー
ス
①

（
2
）
a
.回

答
欄

1
.合

理
的

な
説

明
が
あ
る

2
.説

明
が
あ
る
が
合

理
的

で
は
な
い

3
.黙

秘

b
. 
貴

児
童

相
談

所
に
て
行

っ
た
、
け
が
の
原

因
の
見

立
て

ケ
ー
ス
①

（
2
）
b
.回

答
欄

1
.加

害
行

為
に
よ
る
（
加

害
行

為
の
可

能
性

が
高

い
）

2
.安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
（
安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
可

能
性

が
高

い
）

3
.不

明

c
. 
貴

児
童

相
談

所
の
対

応
に
対

す
る
保

護
者

の
姿

勢
ケ
ー
ス
①

（
2
）
c
.回

答
欄

1
.受

容
的

2
.拒

否
的

3
.上

記
1
.と

2
.の

間
を
揺

れ
動

く

ケ
ー
ス
①

（
3
）

当
該

ケ
ー
ス
が
終

結
し
て
い
る
場

合
、
通

告
受

理
か
ら
終

結
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

年
月

※
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

「
＜

３
＞

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
関

す
る
設

問
」
に
つ
い
て
の
説

明

○
こ
の
パ
ー
ト
で
は
、
貴

児
童

相
談

所
に
お
い
て
、
回

答
者

で
あ
る
あ
な
た
が
こ
れ
ま
で
に
対

応
し
た

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
そ
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
等

の
内

容
を
お
尋

ね
す
る
も
の
で
す
。

○
ご
回

答
い
た
だ
い
た
結

果
は
、
当

事
業

に
設

置
し
た
有

識
者

に
よ
る
検

討
委

員
会

に
お
い
て
有

識
者

か
ら
助

言
や
指

導
を
得

な
が
ら
整

理
・
分

析
し
、
報

告
書

等
の
事

業
成

果
物

に
お
い
て
「
有

効
な
安

全
確

保
策

を
講

ず
る
た
め
に
必

要
な
事

項
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
お
け
る
工

夫
点

等
の
ノ
ウ
ハ
ウ
」
と
し
て
と
り
ま
と
め
て
公

開
し
、
児

童
相

談
所

の
皆

様
へ
還

元
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

○
ご
回

答
い
た
だ
い
た
内

容
は
、
ご
回

答
者

の
お
名

前
や
貴

児
童

相
談

所
の
お
名

前
が
分

か
る
形

で
公

表
さ
れ
る
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
対

象
と
な
る

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
個

人
の
お
名

前
や
住

所
な
ど
、
個

人
が
特

定
さ
れ
る
情

報
を
お
聞

き
す
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
報

告
書

等
成

果
物

に
お
い
て
と

り
ま
と
め
を
行

う
際

に
は
、
個

人
が
特

定
さ
れ
な
い
形

で
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
お
い
て
必

要
な
事

項
や
工

夫
点

等
に
焦

点
を
あ
て
、
と
り
ま
と
め
ま
す
。

＜
3
＞

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
関

す
る
設

問

ケ
ー
ス
①

（
3
）
回

答
欄

［
１
ケ
ー
ス
目

の
回

答
欄

］
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ケ
ー
ス
①

（
4
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
一

時
保

護
又

は
3
号

措
置

を
行

っ
た
場

合
、
以

下
の
期

間
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

通
告

受
理

か
ら
一

時
保

護
又

は
３
号

措
置

の
実

施
ま
で
の
期

間

（
家

庭
復

帰
に
至

っ
た
ケ
ー
ス
の
場

合
）

（
終

結
し
た
ケ
ー
ス
の
場

合
）

ケ
ー
ス
①

（
5
）

通
告

元
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
5
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
医

療
機

関

２
．
警

察

３
．
市

区
町

村

４
．
上

記
以

外

ケ
ー
ス
①

（
6
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
家

庭
に
関

す
る
情

報
（
保

護
者

の
状

況
や
子

ど
も
の
状

況
等

に
関

す
る
情

報
）
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
6
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.情

報
が
あ
っ
た

2
.情

報
が
な
か
っ
た

※
「
１
．
情

報
が
あ
っ
た
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
7
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
貴

児
童

相
談

所
と
保

護
者

と
の
か
か
わ
り
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
7
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.か

か
わ
り
あ
り

2
.か

か
わ
り
な
し

※
「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
8
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
関

係
機

関
と
保

護
者

と
の
か
か
わ
り
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
8
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.か

か
わ
り
あ
り

2
.か

か
わ
り
な
し

※
「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

一
時

保
護

又
は
３
号

措
置

の
実

施
か
ら
家

庭
復

帰
ま
で
の
期

間
　

一
時

保
護

解
除

又
は
３
号

措
置

解
除

（
い
ず
れ
も
家

庭
復

帰
）
か
ら
終

結
時

ま
で
の
期

間

　
上

記
の
う
ち
、
２
号

措
置

が
採

ら
れ
た
場

合
、
そ
の
期

間
　

ケ
ー
ス
①

（
4
）
回

答
欄

「
４
．
上

記
以

外
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
情

報
が
あ
っ
た
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

10
/2

7



ケ
ー
ス
①

（
9
）

助
言

・
指

導
等

の
支

援
の
対

象
と
な
る
子

ど
も
と
同

居
す
る
保

護
者

に
つ
い
て
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

実
父

養
父

・
継

父

内
縁

の
夫

祖
父

実
母

養
母

・
継

母

内
縁

の
妻

祖
母

そ
の
他

「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
①

（
1
0
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
に
、
同

居
は
し
て
な
い
が
、
子

育
て
に
協

力
を
し
て
い
る
親

族
な
ど
は
い
ま
し
た
か
。

ケ
ー
ス
①

（
1
0
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
は
い

２
．
い
い
え

ケ
ー
ス
①

（
1
1
）

（
上

記
（
1
0
）
で
「
２
．
い
い
え
」
と
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
に
う
か
が
い
ま
す
）
　
そ
の
後

、
同

居
は
し
て
な
い
が
、
子

育
て
に
協

力
す
る
親

族
な
ど
が
で
き
ま
し
た
か
。

ケ
ー
ス
①

（
1
1
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
は
い

２
．
い
い
え

ケ
ー
ス
①

（
1
2
）

下
記

の
う
ち
当

該
ケ
ー
ス
が
あ
て
は
ま
る
も
の
に
つ
い
て
、
子

ど
も
の
年

齢
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

歳
月

通
告

受
理

時
の
年

齢

ケ
ー
ス
①

（
1
3
）

後
遺

症
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
3
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
後

遺
症

あ
り

２
．
後

遺
症

な
し

※
「
１
．
後

遺
症

あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

「
１
．
後

遺
症

あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

一
時

保
護

を
実

施
し
た
場

合
、
一

時
保

護
解

除
時

の
年

齢
　

３
号

措
置

を
実

施
し
た
場

合
、
３
号

措
置

解
除

時
の
年

齢

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
親

族
等

に
よ
る
引

き
取

り
を
含

む
）
に
至

っ
た
場

合
、
家

庭
復

帰
時

の
年

齢

終
結

ケ
ー
ス
の
場

合
、
終

結
時

の
年

齢

ケ
ー
ス
①

（
9
）
回

答
欄

ケ
ー
ス
①

（
1
2
）
回

答
欄
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ケ
ー
ス
①

（
1
4
）

当
該

ケ
ー
ス
へ
の
対

応
と
し
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
5
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
実

施
し
た
支

援
を
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

　
　
【
回

答
例

１
】
入

所
措

置
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
後

、
家

庭
復

帰
に
伴

い
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

と
し
た
場

合
は
、
「
措

置
入

所
又

は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
」
と
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
を
選

択

　
　
【
回

答
例

２
】
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

後
、
市

町
村

指
導

委
託

又
は
市

町
村

送
致

を
実

施
し
た
場

合
は
、
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
、
「
市

町
村

指
導

委
託

」
又

は
「
市

町
村

送
致

」
を
選

択

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
複

数
回

答
欄

に
該

当
す
る
場

合
は
、
該

当
す
る
全

て
の
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

助
言

指
導

継
続

指
導

他
機

関
あ
っ
せ
ん

市
町

村
送

致

児
童

福
祉

司
指

導

児
童

委
員

指
導

　

市
町

村
指

導
委

託

児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー
指

導

そ
の
他

の
措

置
に
よ
る
指

導

ケ
ー
ス
①

（
1
6
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
終

結
ま
で
の
間

に
お
け
る
、
親

子
面

会
交

流
の
実

施
の
有

無
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
6
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.親

子
面

会
交

流
の
実

施
あ
り

2
.親

子
面

会
交

流
の
実

施
な
し

ケ
ー
ス
①

（
1
7
）

親
子

面
会

交
流

を
実

施
し
た
場

合
は
、
下

記
①

、
②

の
段

階
に
つ
い
て
、
親

子
面

接
交

流
の
目

的
と
実

施
頻

度
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

※
①

、
②

の
う
ち
、
親

子
面

会
交

流
を
実

施
し
て
い
な
い
段

階
に
つ
い
て
は
、
目

的
の
枠

に
「
実

施
せ
ず
」
と
回

答
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
場

合
、
実

施
頻

度
に
つ
い
て
は
回

答
不

要
で
す
。

※
仮

に
加

害
者

が
判

明
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
行

う
非

加
害

親
と
の
面

会
の
場

合
は
対

象
外

と
し
ま
す
。

週
に

月
に

措
置

に
よ
ら
な
い
指

導

医
学

診
断

に
お
い
て
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
等

と
し
て
意

見
を
求

め
た

（実
施

期
間

の
長

短
に
関

わ
ら
ず
）
一

時
保

護
を
実

施
し
た

　
上

記
の
う
ち
、

2
か
月

を
超

え
る
一

時
保

護
に
係

る
家

裁
申

立
（
法

3
3
条

）
を
実

施
し
、
承

認
さ
れ
た

（
保

護
者

の
同

意
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
）
里

親
委

託
ま
た
は
措

置
入

所
を
実

施
し
た

　
上

記
の
う
ち
、
保

護
者

の
同

意
が
な
い
措

置
入

所
・
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
に
係

る
家

裁
申

立
（
法

2
8
条

）
を
実

施
し
、
承

認
さ
れ
た

ケ
ー
ス
①

（
1
5
）
回

答
欄

措
置

に
よ
る
指

導

訓
戒

、
誓

約
措

置

上
記

以
外

の
支

援

「
上

記
以

外
」
の
自

由
回

答
欄

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
児

童
福

祉
法

第
2
8
条

申
立

に
よ
る
も
の
）

段
階

実
施

頻
度

②
援

助
開

始
（
施

設
入

所
、
里

親
委

託
、
親

族
に
よ
る
引

取
等

）
か
ら
家

庭
復

帰
ま
で
　
　
　

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
医

療
機

関
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
市

区
町

村
（
母

子
保

健
担

当
部

署
、
そ
の
他

の
部

署
）
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
警

察
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
検

察
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
市

区
町

村
（
虐

待
対

応
担

当
部

署
）
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
①

（
1
4
）
回

答
欄

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
　

（
回
）

（
回
）

目
的

ケ
ー
ス
①

（
1
7
）
回

答
欄

①
通

告
受

理
後

の
援

助
方

針
決

定
ま
で
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ケ
ー
ス
①

（
1
8
）

現
在

の
状

況
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
8
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
保

護
者

の
み
の
い
る
家

庭
に
返

し
た

２
．
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
と
の
同

居
を
伴

う
保

護
者

の
い
る
家

庭
に
返

し
た
（
親

族
宅

に
、
片

方
の
保

護
者

と
子

で
転

居
す
る
場

合
も
含

む
）
 

３
．
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
に
引

き
取

ら
せ
た

 

４
．
一

時
保

護
所

（
一

時
保

護
委

託
も
含

む
）
に
入

所
「
８
．
そ
の
他

施
設

」
の
自

由
回

答
欄

５
．
乳

児
院

へ
の
入

所

６
．
児

童
養

護
施

設
へ
の
入

所

７
．
里

親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委

託

８
．
そ
の
他

施
設

へ
の
入

所

９
．
市

区
町

村
が
行

う
支

援
に
移

行

1
0
.別

自
治

体
に
移

管

1
1
.死

亡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
.不

明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ケ
ー
ス
①

（
1
9
）

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
と
し
て
受

理
し
終

結
し
た
後

、
終

結
時

に
対

象
と
な
る
子

ど
も
が
い
た
家

庭
に
お
い
て
、
再

度
、
受

傷
（
頭

部
外

傷
や
頭

部
以

外
の
骨

折
等

、
そ
の
他

の
身

体
的

虐
待

含
む
）
に
至

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
1
9
）
回

答
欄

1
.再

度
、
受

傷
に
至

っ
た

2
.再

度
、
受

傷
に
至

る
こ
と
は
な
か
っ
た

ケ
ー
ス
①

（
2
0
）

※
以

下
の

a
)
か
ら

f)
の
時

系
列

に
沿

っ
て
、
該

当
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自

由
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

c
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

③
援

助
方

針
決

定
局

面
（
家

庭
復

帰
（
保

護
者

以
外

の
親

族
な
ど
に
よ
る
引

き
取

り
も
含

む
）
か
、
施

設
入

所
・
里

親
等

委
託

か
の
決

定
）
～

　
※

一
時

保
護

中
の
面

会
等

の
取

り
扱

い
も
含

む

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
親

族
等

に
よ
る
引

き
取

り
も
含

む
）
の
場

合
の
援

助
方

針
内

容

施
設

入
所

・
里

親
等

委
託

の
場

合
の
援

助
方

針
内

容

Ａ
Ｈ
Ｔ
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
へ
の
対

応
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
た
だ
き
、
下

記
の
内

容
に
沿

っ
て
具

体
的

に
お
答

え
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

b
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

②
一

時
保

護
の
決

定
局

面
～

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

ケ
ー
ス
①

（
2
0
）
回

答
欄

a
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

①
告

知
の
場

面
～

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化
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ケ
ー
ス
①

（
2
1
）

当
該

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
後

の
市

区
町

村
の
支

援
体

制
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
2
2
）

当
該

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
と
判

断
し
た
理

由
や
根

拠
（
終

結
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
終

結
と
判

断
す
る
た
め
に
必

要
な
条

件
等

）
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
2
3
）

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全

体
を
通

し
て
、
支

援
時

に
行

っ
た
工

夫
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
2
4
）

ケ
ー
ス
①

（
2
5
）

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全

体
を
通

し
て
、
「
今

思
え
ば
こ
う
対

応
し
て
も
良

か
っ
た
」
と
思

い
つ
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
2
5
）
回

答
欄

今
思

え
ば
こ
う
対

応
し
て
も
良

か
っ
た
と
思

う
内

容
の

記
述

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
よ
る
家

族
と
の
か
か
わ
り
を
通

し
て
気

づ
い
た
、
通

告
受

理
時

に
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
家

族
の
抱

え
る
課

題
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
①

（
2
3
）
回

答
欄

市
区

町
村

の
支

援
体

制
の
記

述

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

f）
終

結
の
決

定
局

面
に
お
い
て

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

ケ
ー
ス
①

（
2
2
）
回

答
欄

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

ケ
ー
ス
①

（
2
4
）
回

答
欄

e
）
保

護
者

の
元

で
の
養

育
か
ら
終

結
ま
で
に
お
い
て

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

ケ
ー
ス
①

（
2
1
）
回

答
欄

終
結

の
判

断
理

由
の
記

述

家
族

の
抱

え
る
課

題
の
記

述

支
援

時
に
行

っ
た
工

夫
の
記

述

d
）
施

設
入

所
、
里

親
等

委
託

、
保

護
者

以
外

の
親

族
な
ど
に
よ
る
引

き
取

り
か
ら
保

護
者

の
元

で
の
養

育
と
な
る
ま
で
　
※

面
接

等
の
取

扱
い
も
含

む
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ケ
ー
ス
②

（
1
）

当
該

ケ
ー
ス
の
現

在
の
状

況
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
1
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.現

在
終

結
し
て
い
る

2
.現

在
も
支

援
を
継

続
中

3
.上

記
１
も
し
く
は
２
の
段

階
に
は
進

ん
で
い
な
い

ケ
ー
ス
②

（
2
）

次
の

a
.か

ら
c
.に

つ
い
て
、
当

該
ケ
ー
ス
に
最

も
当

て
は
ま
る
特

徴
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

a
. 
保

護
者

が
け
が
の
原

因
に
つ
い
て
、
合

理
的

な
説

明
を
し
て
い
る
か

ケ
ー
ス
②

（
2
）
a
.回

答
欄

1
.合

理
的

な
説

明
が
あ
る

2
.説

明
が
あ
る
が
合

理
的

で
は
な
い

3
.黙

秘

b
. 
貴

児
童

相
談

所
に
て
行

っ
た
、
け
が
の
原

因
の
見

立
て

ケ
ー
ス
②

（
2
）
b
.回

答
欄

1
.加

害
行

為
に
よ
る
（
加

害
行

為
の
可

能
性

が
高

い
）

2
.安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
（
安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
可

能
性

が
高

い
）

3
.不

明

c
. 
貴

児
童

相
談

所
の
対

応
に
対

す
る
保

護
者

の
姿

勢
ケ
ー
ス
②

（
2
）
c
.回

答
欄

1
.受

容
的

2
.拒

否
的

3
.上

記
1
.と

2
.の

間
を
揺

れ
動

く

ケ
ー
ス
②

（
3
）

当
該

ケ
ー
ス
が
終

結
し
て
い
る
場

合
、
通

告
受

理
か
ら
終

結
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

年
月

※
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
4
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
一

時
保

護
又

は
3
号

措
置

を
行

っ
た
場

合
、
以

下
の
期

間
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

通
告

受
理

か
ら
一

時
保

護
又

は
３
号

措
置

の
実

施
ま
で
の
期

間

（
家

庭
復

帰
に
至

っ
た
ケ
ー
ス
の
場

合
）

（
終

結
し
た
ケ
ー
ス
の
場

合
）

ケ
ー
ス
②

（
4
）
回

答
欄

一
時

保
護

又
は
３
号

措
置

の
実

施
か
ら
家

庭
復

帰
ま
で
の
期

間
　

一
時

保
護

解
除

又
は
３
号

措
置

解
除

（
い
ず
れ
も
家

庭
復

帰
）
か
ら
終

結
時

ま
で
の
期

間

　
上

記
の
う
ち
、
２
号

措
置

が
採

ら
れ
た
場

合
、
そ
の
期

間
　

ケ
ー
ス
②

（
3
）
回

答
欄

［
２
ケ
ー
ス
目

の
回

答
欄

］
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ケ
ー
ス
②

（
5
）

通
告

元
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
5
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
医

療
機

関

２
．
警

察

３
．
市

区
町

村

４
．
上

記
以

外

ケ
ー
ス
②

（
6
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
家

庭
に
関

す
る
情

報
（
保

護
者

の
状

況
や
子

ど
も
の
状

況
等

に
関

す
る
情

報
）
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
6
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.情

報
が
あ
っ
た

2
.情

報
が
な
か
っ
た

※
「
１
．
情

報
が
あ
っ
た
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
7
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
貴

児
童

相
談

所
と
保

護
者

と
の
か
か
わ
り
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
7
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.か

か
わ
り
あ
り

2
.か

か
わ
り
な
し

※
「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
8
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
関

係
機

関
と
保

護
者

と
の
か
か
わ
り
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
8
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.か

か
わ
り
あ
り

2
.か

か
わ
り
な
し

※
「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
9
）

助
言

・
指

導
等

の
支

援
の
対

象
と
な
る
子

ど
も
と
同

居
す
る
保

護
者

に
つ
い
て
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

実
父

養
父

・
継

父

内
縁

の
夫

祖
父

実
母

養
母

・
継

母

内
縁

の
妻

祖
母

そ
の
他

「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
②

（
9
）
回

答
欄

「
４
．
上

記
以

外
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
情

報
が
あ
っ
た
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄
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ケ
ー
ス
②

（
1
0
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
に
、
同

居
は
し
て
な
い
が
、
子

育
て
に
協

力
を
し
て
い
る
親

族
な
ど
は
い
ま
し
た
か
。

ケ
ー
ス
②

（
1
0
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
は
い

２
．
い
い
え

ケ
ー
ス
②

（
1
1
）

（
上

記
（
1
0
）
で
「
２
．
い
い
え
」
と
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
に
う
か
が
い
ま
す
）
　
そ
の
後

、
同

居
は
し
て
な
い
が
、
子

育
て
に
協

力
す
る
親

族
な
ど
が
で
き
ま
し
た
か
。

ケ
ー
ス
②

（
1
1
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
は
い

２
．
い
い
え

ケ
ー
ス
②

（
1
2
）

下
記

の
う
ち
当

該
ケ
ー
ス
が
あ
て
は
ま
る
も
の
に
つ
い
て
、
子

ど
も
の
年

齢
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

歳
月

通
告

受
理

時
の
年

齢

ケ
ー
ス
②

（
1
3
）

後
遺

症
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
1
3
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
後

遺
症

あ
り

２
．
後

遺
症

な
し

※
「
１
．
後

遺
症

あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
1
4
）

当
該

ケ
ー
ス
へ
の
対

応
と
し
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

　
上

記
の
う
ち
、
保

護
者

の
同

意
が
な
い
措

置
入

所
・
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
に
係

る
家

裁
申

立
（
法

2
8
条

）
を
実

施
し
、
承

認
さ
れ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
市

区
町

村
（
虐

待
対

応
担

当
部

署
）
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
市

区
町

村
（
母

子
保

健
担

当
部

署
、
そ
の
他

の
部

署
）
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
医

療
機

関
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
警

察
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
検

察
の
関

与
が
あ
っ
た

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
親

族
等

に
よ
る
引

き
取

り
を
含

む
）
に
至

っ
た
場

合
、
家

庭
復

帰
時

の
年

齢

終
結

ケ
ー
ス
の
場

合
、
終

結
時

の
年

齢

「
１
．
後

遺
症

あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
②

（
1
4
）
回

答
欄

医
学

診
断

に
お
い
て
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
等

と
し
て
意

見
を
求

め
た

（
実

施
期

間
の
長

短
に
関

わ
ら
ず
）
一

時
保

護
を
実

施
し
た

　
上

記
の
う
ち
、

2
か
月

を
超

え
る
一

時
保

護
に
係

る
家

裁
申

立
（
法

3
3
条

）
を
実

施
し
、
承

認
さ
れ
た

（
保

護
者

の
同

意
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
）
里

親
委

託
ま
た
は
措

置
入

所
を
実

施
し
た

ケ
ー
ス
②

（
1
2
）
回

答
欄

一
時

保
護

を
実

施
し
た
場

合
、
一

時
保

護
解

除
時

の
年

齢
　

３
号

措
置

を
実

施
し
た
場

合
、
３
号

措
置

解
除

時
の
年

齢
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ケ
ー
ス
②

（
1
5
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
実

施
し
た
支

援
を
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

　
　
【
回

答
例

１
】
入

所
措

置
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
後

、
家

庭
復

帰
に
伴

い
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

と
し
た
場

合
は
、
「
措

置
入

所
又

は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
」
と
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
を
選

択

　
　
【
回

答
例

２
】
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

後
、
市

町
村

指
導

委
託

又
は
市

町
村

送
致

を
実

施
し
た
場

合
は
、
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
、
「
市

町
村

指
導

委
託

」
又

は
「
市

町
村

送
致

」
を
選

択

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
複

数
回

答
欄

に
該

当
す
る
場

合
は
、
該

当
す
る
全

て
の
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

助
言

指
導

継
続

指
導

他
機

関
あ
っ
せ
ん

市
町

村
送

致

児
童

福
祉

司
指

導

児
童

委
員

指
導

　

市
町

村
指

導
委

託

児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー
指

導

そ
の
他

の
措

置
に
よ
る
指

導

ケ
ー
ス
②

（
1
6
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
終

結
ま
で
の
間

に
お
け
る
、
親

子
面

会
交

流
の
実

施
の
有

無
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
1
6
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.親

子
面

会
交

流
の
実

施
あ
り

2
.親

子
面

会
交

流
の
実

施
な
し

ケ
ー
ス
②

（
1
7
）

親
子

面
会

交
流

を
実

施
し
た
場

合
は
、
下

記
①

、
②

の
段

階
に
つ
い
て
、
親

子
面

接
交

流
の
目

的
と
実

施
頻

度
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

※
①

、
②

の
う
ち
、
親

子
面

会
交

流
を
実

施
し
て
い
な
い
段

階
に
つ
い
て
は
、
目

的
の
枠

に
「
実

施
せ
ず
」
と
回

答
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
場

合
、
実

施
頻

度
に
つ
い
て
は
回

答
不

要
で
す
。

※
仮

に
加

害
者

が
判

明
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
行

う
非

加
害

親
と
の
面

会
の
場

合
は
対

象
外

と
し
ま
す
。

週
に

月
に

①
通

告
受

理
後

の
援

助
方

針
決

定
ま
で
　
　

（
回
）

②
援

助
開

始
（
施

設
入

所
、
里

親
委

託
、
親

族
に
よ
る
引

取
等

）
か
ら
家

庭
復

帰
ま
で
　
　
　

（
回
）

措
置

に
よ
ら
な
い
指

導

措
置

に
よ
る
指

導

訓
戒

、
誓

約
措

置

上
記

以
外

の
支

援

「
上

記
以

外
」
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
②

（
1
7
）
回

答
欄

段
階

目
的

実
施

頻
度

ケ
ー
ス
②

（
1
5
）
回

答
欄

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
　

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
児

童
福

祉
法

第
2
8
条

申
立

に
よ
る
も
の
）
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ケ
ー
ス
②

（
1
8
）

現
在

の
状

況
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
1
8
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
保

護
者

の
み
の
い
る
家

庭
に
返

し
た

２
．
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
と
の
同

居
を
伴

う
保

護
者

の
い
る
家

庭
に
返

し
た
（
親

族
宅

に
、
片

方
の
保

護
者

と
子

で
転

居
す
る
場

合
も
含

む
）
 

３
．
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
に
引

き
取

ら
せ
た

 

４
．
一

時
保

護
所

（
一

時
保

護
委

託
も
含

む
）
に
入

所
「
８
．
そ
の
他

施
設

」
の
自

由
回

答
欄

５
．
乳

児
院

へ
の
入

所

６
．
児

童
養

護
施

設
へ
の
入

所

７
．
里

親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委

託

８
．
そ
の
他

施
設

へ
の
入

所

９
．
市

区
町

村
が
行

う
支

援
に
移

行

1
0
.別

自
治

体
に
移

管

1
1
.死

亡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
.不

明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ケ
ー
ス
②

（
1
9
）

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
と
し
て
受

理
し
終

結
し
た
後

、
終

結
時

に
対

象
と
な
る
子

ど
も
が
い
た
家

庭
に
お
い
て
、
再

度
、
受

傷
（
頭

部
外

傷
や
頭

部
以

外
の
骨

折
等

、
そ
の
他

の
身

体
的

虐
待

含
む
）
に
至

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
1
9
）
回

答
欄

1
.再

度
、
受

傷
に
至

っ
た

2
.再

度
、
受

傷
に
至

る
こ
と
は
な
か
っ
た

ケ
ー
ス
②

（
2
0
）

※
以

下
の

a
)
か
ら

f)
の
時

系
列

に
沿

っ
て
、
該

当
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自

由
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
親

族
等

に
よ
る
引

き
取

り
も
含

む
）
の
場

合
の
援

助
方

針
内

容

施
設

入
所

・
里

親
等

委
託

の
場

合
の
援

助
方

針
内

容

b
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

②
一

時
保

護
の
決

定
局

面
～

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

c
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

③
援

助
方

針
決

定
局

面
（
家

庭
復

帰
（
保

護
者

以
外

の
親

族
な
ど
に
よ
る
引

き
取

り
も
含

む
）
か
、
施

設
入

所
・
里

親
等

委
託

か
の
決

定
）
～

　
※

一
時

保
護

中
の
面

会
等

の
取

り
扱

い
も
含

む

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

Ａ
Ｈ
Ｔ
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
へ
の
対

応
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
た
だ
き
、
下

記
の
内

容
に
沿

っ
て
具

体
的

に
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
2
0
）
回

答
欄

a
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

①
告

知
の
場

面
～

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化
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ケ
ー
ス
②

（
2
1
）

当
該

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
後

の
市

区
町

村
の
支

援
体

制
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
2
2
）

当
該

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
と
判

断
し
た
理

由
や
根

拠
（
終

結
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
終

結
と
判

断
す
る
た
め
に
必

要
な
条

件
等

）
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
2
3
）

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全

体
を
通

し
て
、
支

援
時

に
行

っ
た
工

夫
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
2
4
）

ケ
ー
ス
②

（
2
5
）

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全

体
を
通

し
て
、
「
今

思
え
ば
こ
う
対

応
し
て
も
良

か
っ
た
」
と
思

い
つ
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
2
5
）
回

答
欄

今
思

え
ば
こ
う
対

応
し
て
も
良

か
っ
た
と
思

う
内

容
の

記
述

ケ
ー
ス
②

（
2
2
）
回

答
欄

終
結

の
判

断
理

由
の
記

述

ケ
ー
ス
②

（
2
3
）
回

答
欄

支
援

時
に
行

っ
た
工

夫
の
記

述

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
よ
る
家

族
と
の
か
か
わ
り
を
通

し
て
気

づ
い
た
、
通

告
受

理
時

に
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
家

族
の
抱

え
る
課

題
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
②

（
2
4
）
回

答
欄

家
族

の
抱

え
る
課

題
の
記

述

f）
終

結
の
決

定
局

面
に
お
い
て

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

ケ
ー
ス
②

（
2
1
）
回

答
欄

市
区

町
村

の
支

援
体

制
の
記

述

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

e
）
保

護
者

の
元

で
の
養

育
か
ら
終

結
ま
で
に
お
い
て

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

d
）
施

設
入

所
、
里

親
等

委
託

、
保

護
者

以
外

の
親

族
な
ど
に
よ
る
引

き
取

り
か
ら
保

護
者

の
元

で
の
養

育
と
な
る
ま
で
　
※

面
接

等
の
取

扱
い
も
含

む

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容
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ケ
ー
ス
③

（
1
）

当
該

ケ
ー
ス
の
現

在
の
状

況
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
1
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.現

在
終

結
し
て
い
る

2
.現

在
も
支

援
を
継

続
中

3
.上

記
１
も
し
く
は
２
の
段

階
に
は
進

ん
で
い
な
い

ケ
ー
ス
③

（
2
）

次
の

a
.か

ら
c
.に

つ
い
て
、
当

該
ケ
ー
ス
に
最

も
当

て
は
ま
る
特

徴
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
そ
れ
ぞ
れ
の
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

a
. 
保

護
者

が
け
が
の
原

因
に
つ
い
て
、
合

理
的

な
説

明
を
し
て
い
る
か

ケ
ー
ス
③

（
2
）
a
.回

答
欄

1
.合

理
的

な
説

明
が
あ
る

2
.説

明
が
あ
る
が
合

理
的

で
は
な
い

3
.黙

秘

b
. 
貴

児
童

相
談

所
に
て
行

っ
た
、
け
が
の
原

因
の
見

立
て

ケ
ー
ス
③

（
2
）
b
.回

答
欄

1
.加

害
行

為
に
よ
る
（
加

害
行

為
の
可

能
性

が
高

い
）

2
.安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
（
安

全
へ
の
配

慮
の
怠

り
に
よ
る
可

能
性

が
高

い
）

3
.不

明

c
. 
貴

児
童

相
談

所
の
対

応
に
対

す
る
保

護
者

の
姿

勢
ケ
ー
ス
③

（
2
）
c
.回

答
欄

1
.受

容
的

2
.拒

否
的

3
.上

記
1
.と

2
.の

間
を
揺

れ
動

く

ケ
ー
ス
③

（
3
）

当
該

ケ
ー
ス
が
終

結
し
て
い
る
場

合
、
通

告
受

理
か
ら
終

結
ま
で
の
期

間
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

年
月

※
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
4
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
一

時
保

護
又

は
3
号

措
置

を
行

っ
た
場

合
、
以

下
の
期

間
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

※
該

当
し
な
い
枠

に
は

0
と
入

力
し
て
く
だ
さ
い
。

年
月

通
告

受
理

か
ら
一

時
保

護
又

は
３
号

措
置

の
実

施
ま
で
の
期

間

（
家

庭
復

帰
に
至

っ
た
ケ
ー
ス
の
場

合
）

（
終

結
し
た
ケ
ー
ス
の
場

合
）

ケ
ー
ス
③

（
5
）

通
告

元
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
5
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
医

療
機

関

２
．
警

察

３
．
市

区
町

村

４
．
上

記
以

外

ケ
ー
ス
③

（
6
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
家

庭
に
関

す
る
情

報
（
保

護
者

の
状

況
や
子

ど
も
の
状

況
等

に
関

す
る
情

報
）
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
6
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.情

報
が
あ
っ
た

2
.情

報
が
な
か
っ
た

※
「
１
．
情

報
が
あ
っ
た
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

　
上

記
の
う
ち
、
２
号

措
置

が
採

ら
れ
た
場

合
、
そ
の
期

間
　

「
４
．
上

記
以

外
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
3
）
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
4
）
回

答
欄

一
時

保
護

又
は
３
号

措
置

の
実

施
か
ら
家

庭
復

帰
ま
で
の
期

間
　

一
時

保
護

解
除

又
は
３
号

措
置

解
除

（
い
ず
れ
も
家

庭
復

帰
）
か
ら
終

結
時

ま
で
の
期

間

［
３
ケ
ー
ス
目

の
回

答
欄

］

「
１
．
情

報
が
あ
っ
た
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄
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ケ
ー
ス
③

（
7
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
貴

児
童

相
談

所
と
保

護
者

と
の
か
か
わ
り
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
7
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.か

か
わ
り
あ
り

2
.か

か
わ
り
な
し

※
「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
8
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
の
、
関

係
機

関
と
保

護
者

と
の
か
か
わ
り
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
8
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.か

か
わ
り
あ
り

2
.か

か
わ
り
な
し

※
「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
9
）

助
言

・
指

導
等

の
支

援
の
対

象
と
な
る
子

ど
も
と
同

居
す
る
保

護
者

に
つ
い
て
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

実
父

養
父

・
継

父

内
縁

の
夫

祖
父

実
母

養
母

・
継

母

内
縁

の
妻

祖
母

そ
の
他

「
そ
の
他

」
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
1
0
）

通
告

を
受

理
す
る
以

前
に
、
同

居
は
し
て
な
い
が
、
子

育
て
に
協

力
を
し
て
い
る
親

族
な
ど
は
い
ま
し
た
か
。

ケ
ー
ス
③

（
1
0
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
は
い

２
．
い
い
え

ケ
ー
ス
③

（
1
1
）

（
上

記
（
1
0
）
で
「
２
．
い
い
え
」
と
回

答
い
た
だ
い
た
場

合
に
う
か
が
い
ま
す
）
　
そ
の
後

、
同

居
は
し
て
な
い
が
、
子

育
て
に
協

力
す
る
親

族
な
ど
が
で
き
ま
し
た
か
。

ケ
ー
ス
③

（
1
1
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
は
い

２
．
い
い
え

「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

「
１
．
か
か
わ
り
あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
9
）
回

答
欄
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ケ
ー
ス
③

（
1
2
）

下
記

の
う
ち
当

該
ケ
ー
ス
が
あ
て
は
ま
る
も
の
に
つ
い
て
、
子

ど
も
の
年

齢
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
数

値
は
半

角
で
ご
記

入
く
だ
さ
い
。

歳
月

通
告

受
理

時
の
年

齢

ケ
ー
ス
③

（
1
3
）

後
遺

症
の
有

無
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
1
3
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
後

遺
症

あ
り

２
．
後

遺
症

な
し

※
「
１
．
後

遺
症

あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
は
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
詳

し
く
教

え
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
1
4
）

当
該

ケ
ー
ス
へ
の
対

応
と
し
て
、
あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

終
結

ケ
ー
ス
の
場

合
、
終

結
時

の
年

齢

「
１
．
後

遺
症

あ
り
」
と
回

答
し
た
場

合
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
1
4
）
回

答
欄

医
学

診
断

に
お
い
て
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
等

と
し
て
意

見
を
求

め
た

（
実

施
期

間
の
長

短
に
関

わ
ら
ず
）
一

時
保

護
を
実

施
し
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
医

療
機

関
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
警

察
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
検

察
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
③

（
1
2
）
回

答
欄

一
時

保
護

を
実

施
し
た
場

合
、
一

時
保

護
解

除
時

の
年

齢
　

３
号

措
置

を
実

施
し
た
場

合
、
３
号

措
置

解
除

時
の
年

齢

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
親

族
等

に
よ
る
引

き
取

り
を
含

む
）
に
至

っ
た
場

合
、
家

庭
復

帰
時

の
年

齢

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
市

区
町

村
（
虐

待
対

応
担

当
部

署
）
の
関

与
が
あ
っ
た

ケ
ー
ス
を
通

し
て
、
市

区
町

村
（
母

子
保

健
担

当
部

署
、
そ
の
他

の
部

署
）
の
関

与
が
あ
っ
た

　
上

記
の
う
ち
、

2
か
月

を
超

え
る
一

時
保

護
に
係

る
家

裁
申

立
（
法

3
3
条

）
を
実

施
し
、
承

認
さ
れ
た

（
保

護
者

の
同

意
の
有

無
に
か
か
わ
ら
ず
）
里

親
委

託
ま
た
は
措

置
入

所
を
実

施
し
た

　
上

記
の
う
ち
、
保

護
者

の
同

意
が
な
い
措

置
入

所
・
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
に
係

る
家

裁
申

立
（
法

2
8
条

）
を
実

施
し
、
承

認
さ
れ
た
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ケ
ー
ス
③

（
1
5
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
実

施
し
た
支

援
を
す
べ
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

　
　
【
回

答
例

１
】
入

所
措

置
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
後

、
家

庭
復

帰
に
伴

い
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

と
し
た
場

合
は
、
「
措

置
入

所
又

は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
」
と
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
を
選

択

　
　
【
回

答
例

２
】
児

童
福

祉
司

指
導

措
置

後
、
市

町
村

指
導

委
託

又
は
市

町
村

送
致

を
実

施
し
た
場

合
は
、
「
児

童
福

祉
司

指
導

」
、
「
市

町
村

指
導

委
託

」
又

は
「
市

町
村

送
致

」
を
選

択

※
該

当
す
る
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

※
複

数
回

答
欄

に
該

当
す
る
場

合
は
、
該

当
す
る
全

て
の
項

目
の
横

で
1
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

助
言

指
導

継
続

指
導

他
機

関
あ
っ
せ
ん

市
町

村
送

致

児
童

福
祉

司
指

導

児
童

委
員

指
導

　

市
町

村
指

導
委

託

児
童

家
庭

支
援

セ
ン
タ
ー
指

導

そ
の
他

の
措

置
に
よ
る
指

導

ケ
ー
ス
③

（
1
6
）

当
該

ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
終

結
ま
で
の
間

に
お
け
る
、
親

子
面

会
交

流
の
実

施
の
有

無
を
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
1
6
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

1
.親

子
面

会
交

流
の
実

施
あ
り

2
.親

子
面

会
交

流
の
実

施
な
し

ケ
ー
ス
③

（
1
7
）

親
子

面
会

交
流

を
実

施
し
た
場

合
は
、
下

記
①

、
②

の
段

階
に
つ
い
て
、
親

子
面

接
交

流
の
目

的
と
実

施
頻

度
を
教

え
て
く
だ
さ
い
。

※
①

、
②

の
う
ち
、
親

子
面

会
交

流
を
実

施
し
て
い
な
い
段

階
に
つ
い
て
は
、
目

的
の
枠

に
「
実

施
せ
ず
」
と
回

答
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
場

合
、
実

施
頻

度
に
つ
い
て
は
回

答
不

要
で
す
。

※
仮

に
加

害
者

が
判

明
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
行

う
非

加
害

親
と
の
面

会
の
場

合
は
対

象
外

と
し
ま
す
。

週
に

月
に

段
階

目
的

実
施

頻
度

①
通

告
受

理
後

の
援

助
方

針
決

定
ま
で
　
　

（
回
）

②
援

助
開

始
（
施

設
入

所
、
里

親
委

託
、
親

族
に
よ
る
引

取
等

）
か
ら
家

庭
復

帰
ま
で
　
　
　

（
回
）

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
保

護
者

同
意

あ
り
）
　

措
置

入
所

又
は
措

置
に
よ
る
里

親
委

託
（
児

童
福

祉
法

第
2
8
条

申
立

に
よ
る
も
の
）

措
置

に
よ
ら
な
い
指

導

措
置

に
よ
る
指

導

訓
戒

、
誓

約
措

置

上
記

以
外

の
支

援

「
上

記
以

外
」
の
自

由
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
1
7
）
回

答
欄

ケ
ー
ス
③

（
1
5
）
回

答
欄
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ケ
ー
ス
③

（
1
8
）

現
在

の
状

況
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
1
8
）
回

答
欄

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

１
．
保

護
者

の
み
の
い
る
家

庭
に
返

し
た

２
．
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
と
の
同

居
を
伴

う
保

護
者

の
い
る
家

庭
に
返

し
た
（
親

族
宅

に
、
片

方
の
保

護
者

と
子

で
転

居
す
る
場

合
も
含

む
）
 

３
．
保

護
者

以
外

の
者

（
親

族
な
ど
）
に
引

き
取

ら
せ
た

 

４
．
一

時
保

護
所

（
一

時
保

護
委

託
も
含

む
）
に
入

所
「
８
．
そ
の
他

施
設

」
の
自

由
回

答
欄

５
．
乳

児
院

へ
の
入

所

６
．
児

童
養

護
施

設
へ
の
入

所

７
．
里

親
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
へ
の
委

託

８
．
そ
の
他

施
設

へ
の
入

所

９
.市

区
町

村
が
行

う
支

援
に
移

行

1
0
.別

自
治

体
に
移

管

1
1
.死

亡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1
2
.不

明
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ケ
ー
ス
③

（
1
9
）

A
H
T
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
と
し
て
受

理
し
終

結
し
た
後

、
終

結
時

に
対

象
と
な
る
子

ど
も
が
い
た
家

庭
に
お
い
て
、
再

度
、
受

傷
（
頭

部
外

傷
や
頭

部
以

外
の
骨

折
等

、
そ
の
他

の
身

体
的

虐
待

含
む
）
に
至

っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
お
答

え
く
だ
さ
い
。

※
下

記
選

択
肢

の
う
ち
あ
て
は
ま
る
番

号
を
１
つ
枠

内
で
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
1
9
）
回

答
欄

1
.再

度
、
受

傷
に
至

っ
た

2
.再

度
、
受

傷
に
至

る
こ
と
は
な
か
っ
た

ケ
ー
ス
③

（
2
0
）

※
以

下
の

a
)
か
ら

f)
の
時

系
列

に
沿

っ
て
、
該

当
の
あ
る
と
こ
ろ
に
自

由
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

b
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

②
一

時
保

護
の
決

定
局

面
～

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

Ａ
Ｈ
Ｔ
（
疑

い
）
ケ
ー
ス
へ
の
対

応
を
ふ
り
か
え
っ
て
い
た
だ
き
、
下

記
の
内

容
に
沿

っ
て
具

体
的

に
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
2
0
）
回

答
欄

a
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

①
告

知
の
場

面
～

あ
な
た
が
留

意
し
た
点
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ケ
ー
ス
③

（
2
1
）

当
該

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
後

の
市

区
町

村
の
支

援
体

制
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
2
2
）

当
該

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
終

結
と
判

断
し
た
理

由
や
根

拠
（
終

結
し
て
い
な
い
場

合
に
は
、
終

結
と
判

断
す
る
た
め
に
必

要
な
条

件
等

）
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
2
3
）

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全

体
を
通

し
て
、
支

援
時

に
行

っ
た
工

夫
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

家
庭

復
帰

（
保

護
者

以
外

の
親

族
等

に
よ
る
引

き
取

り
も
含

む
）
の
場

合
の
援

助
方

針
内

容

c
）
通

告
受

理
後

か
ら
援

助
方

針
決

定
ま
で
に
お
い
て
～

③
援

助
方

針
決

定
局

面
（
家

庭
復

帰
（
保

護
者

以
外

の
親

族
な
ど
に
よ
る
引

き
取

り
も
含

む
）
か
、
施

設
入

所
・
里

親
等

委
託

か
の
決

定
）
～

　
※

一
時

保
護

中
の
面

会
等

の
取

り
扱

い
も
含

む

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

ケ
ー
ス
③

（
2
3
）
回

答
欄

支
援

時
に
行

っ
た
工

夫
の
記

述

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

d
）
施

設
入

所
、
里

親
等

委
託

、
保

護
者

以
外

の
親

族
な
ど
に
よ
る
引

き
取

り
か
ら
保

護
者

の
元

で
の
養

育
と
な
る
ま
で
　
※

面
接

等
の
取

扱
い
も
含

む

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

e
）
保

護
者

の
元

で
の
養

育
か
ら
終

結
ま
で
に
お
い
て

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化

f）
終

結
の
決

定
局

面
に
お
い
て

施
設

入
所

・
里

親
等

委
託

の
場

合
の
援

助
方

針
内

容

あ
な
た
が
留

意
し
た
点

ケ
ー
ス
③

（
2
1
）
回

答
欄

市
区

町
村

の
支

援
体

制
の
記

述

ケ
ー
ス
③

（
2
2
）
回

答
欄

終
結

の
判

断
理

由
の
記

述

あ
な
た
が
対

応
し
た
内

容

あ
な
た
が
対

応
し
た
結

果
と
し
て
生

じ
た
変

化
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ケ
ー
ス
③

（
2
4
）

ケ
ー
ス
③

（
2
5
）

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
全

体
を
通

し
て
、
「
今

思
え
ば
こ
う
対

応
し
て
も
良

か
っ
た
」
と
思

い
つ
く
こ
と
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

質
問

1
3

本
調

査
で
は
、

A
H
T
対

応
に
お
け
る
ノ
ウ
ハ
ウ
を
ま
と
め
た
成

果
物

を
作

成
す
る
予

定
で
す
。
当

該
成

果
物

に
収

載
し
て
欲

し
い
事

項
が
あ
れ
ば
お
答

え
く
だ
さ
い
（
成

果
物

作
成

の
際

に
参

考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
す
べ
て
の
ご
回

答
に
対

応
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
こ
と
を
ご
了

承
く
だ
さ
い
）
。

質
問

1
4

本
調

査
で
は
、
一

部
の
児

童
相

談
所

に
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
（
2
0
2
2
年

1
2
月

～
2
0
2
3
年

1
月

頃
に
実

施
予

定
）
へ
の
ご
協

力
も
お
願

い
し
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
へ
の
ご
協

力
可

否
に
つ
い
て
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

１
．
協

力
で
き
る

質
問

1
4
回

答
欄

２
．
詳

細
を
聞

い
て
か
ら
協

力
の
可

否
を
決

定
す
る

３
．
協

力
で
き
な
い

当
該

ケ
ー
ス
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
よ
る
家

族
と
の
か
か
わ
り
を
通

し
て
気

づ
い
た
、
通

告
受

理
時

に
は
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
家

族
の
抱

え
る
課

題
が
あ
れ
ば
、
お
答

え
く
だ
さ
い
。

ケ
ー
ス
③

（
2
4
）
回

答
欄

質
問

は
以

上
で
す
。
ご
回

答
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

収
載

し
て
欲

し
い
事

項
の
記

述

質
問

1
3
回

答
欄

＜
４
＞

そ
の
他

ケ
ー
ス
③

（
2
5
）
回

答
欄

今
思

え
ば
こ
う
対

応
し
て
も
良

か
っ
た
と
思

う
内

容
の

記
述

家
族

の
抱

え
る
課

題
の
記

述
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